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第 8回がん診療連携拠点病院の指定に関する検討会

議事次第

1 開会

2 議題

日時:平成 24年 3月 9日(金)

1 3 : 0 0 ~ 1 5 : 0 0 

場所:厚生労働省 1 7 階

専 用 第 1 8 ~ 2 P会議室

議事次第

( 1 )新規指定推薦の医療機関について

( 2 )前回の検討会において条件付き指定となった医療機関について

3 その他

資料 1 がん診療連携拠点病院の指定に関する検討会委員名簿

資料 2 指定要件に基づくがん診療連携拠点病院の指定の考え方

資料 3 新規指定推薦の医療機関について

資料 4 第 7回検討会において条件付き指定となった医療機関について

参考資料 1 がん診療連携拠点病院の整備について

(平成 20年 3月 1日付け健発 0301001号厚生労働省健康局長通知)

参考資料 2 平成 23年度都道府県・ 2次医療圏別の推薦状況一覧

参考資料 3 第 7回がん診療連携拠点病院の指定に関する検討会概要

参考資料 4 がん対策推進基本計画変更案

別添資料 都道府県プレゼンテーション資料及び推薦意見書等
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がん診療連携拠点病院の指定に関する検討会

委員名簿

平成24年3月現在

氏名 所属・役職

垣 添忠生 (公財)日本対がん協会会長

佐々木昌弘 広島県健康福祉局長

里見進 国立大学法人東北大学副学長・病院長

関原健 夫 (公財)日本対がん協会常務理事

保坂シゲリ (社)日本医師会常任理事

宮城敏 夫
(社)全日本病院協会代議員会副議長
(医療法人浦添総合病院理事長)

宮 崎瑞穂
(社)日本病院会常任理事
(前橋赤十字病院院長)

山口建 静岡県立静岡がんセンター総長

若尾文彦
国立がん研究センターがん対策情報センター
センター長

(50音l眠、敬称略)



匿函

指定要件に基づくがん診療連携拠点病院の指定の考え方

1.指定要件について

指定に当たっては、原則、「がん診療連携拠点病院の整備についてJ(平成

20年3月1日付け健発第0301001号厚生労働省健康局長通知)(以下「指針Jと

いう。)に定める要件を充足していることとする。

2. 2次医療圏と拠点病院の考え方について

指針において、「地域がん診療連携拠点病院にあっては、 2次医療圏(都道

府県がん診療連携拠点病院が整備されている2次医療圏を除く。)に1力所整

備するものとする。ただし、当該都道府県におけるがん診療の質の向上及び

がん診療の連携協力体制の整備がより一層図られることが明確である場合

には、この限りではないものとする。」と定められている。

ただし書きについては、これまでの検討会を踏まえると以下のような場合

に認められた病院がある。

・当該病院を指定することによって、当該医療圏や都道府県のがん診療

体制に期待される相乗効果が、都道府県の推薦意見書に数値目標などを

用い記載されていること。・単に人口が多いということだけでなく、がん患者の通院圏域、拠点病

院聞の役割分担、隣接する医療圏との関係等について、都道府県より十

分な説明があること。・都道府県は、拠点病院の運営が適切に行われるための体制を確保する

ょう努めること。

3.診療実績がない場合の考え方について

指針において、「我が固に多いがん(肺がん、胃がん、肝がん、大腸がん

及び乳がんをいう。以下回じ。)及びその他各医療機関が専門とするがんに

ついて、手術、放射線療法及び化学療法を効果的に組み合わせた集学的治療

及び緩和ケアを提供する体制を有するとともに、各学会の診療ガイドライン

に準ずる標準的治療等がん患者の状態に応じた適切な治療を提供すること。」

と定められている。

「集学的治療及び緩和ケアを提供する体制」については、これまで肺がん

等で報告期間において診療実績(特に手術)がなくとも、当該医療圏の状況

等を勘案し指定された病院はある。



新規指定推薦の医療機関について

|群馬県現在、 10医療圏に対し 9病院

独立行政法人国立病院機構 沼田病院(沼田保健医療圏)

|東京都現在、 13医療圏に対し 20病院

。東京慈恵会医科大学附属病院(区中央部医療圏)

。国家公務員共済組合連合会 虎の門病院(区中央部医療圏)

。東邦大学医療センタ一大森病院(区南部医療圏)

匿図

。独立行政法人国立病院機構 東京医療センター(区南西部医療圏)

!神奈川県現在、 11医療圏に対し 13病院

大和市立病院(県央二次保健医療圏)

。横浜市立みなと赤十字病院(横浜南部二次保健医療圏)

。国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院

(横浜南部二次保健医療圏)

。国家公務員共済組合連合会 平塚共済病院(湖南西部二次保健医療圏)

|高知県現在、 4医療圏に対し 3病院

高知県立幡多けんみん病院(幡多医療圏)

|鹿児島県現在、 9医療圏に対し 8病院

。公益財団法人昭和会今給繁総合病院(鹿児島保健医療圏)

※ 「・』は当該病院の位置する2次医療圏に、現在がん診療連携拠点病院が指定されていない

場合。

r@jは当該病院の位置する 2次医療圏に、既に 1箇所以上のがん診療連携拠点病院が指

定となっている場合。



第 7回がん診療連携拠点病院の指定に関する検討会において

条件付き指定となった医療機関について

北海道 独立行政法人国立病院機構函館病院

医函

-南j度島医療函における他のがん診療連携拠点病院との間で、地域連携クリテ

イカルパスの運用、医師教育の連携体制の充実、相談支援センターのスペー

スの確保やわかりやすい掲示等、相談機能についての充実を図ること。

・南渡島医療圏において既に指定されている、

① 市立函館病院

② 社会福祉法人函館厚生連函館五稜郭病院

の2医療機関と連携を図り、同一医療圏内に複数指定されている現状を踏ま

えて、 3医療機関の関係及び必要性について整理すること。

|青森県 十和田市立中央病院

.一時的に閉鎖した緩和ケア病床を可及的速やかに再開する等、病院診療機能

の質の確保に努めること。

・2次医療圏の見直しも含めた検討を行うこと。

l東京都東京医科大学病院

・緩和ケア機能及び相談支援機能の充実を図ること。

|東京都 東京都立多摩総合医療センター

-北多摩南部医療圏において既に指定されている、

① 武蔵野赤十字病院

② 杏林大学医学部付属病院

の2医療機関と連携を図り、同一医療圏内に複数指定されている現状を踏まえ

て、 3医療機関の関係及び必要性について整理すること。



各都道府県知 事 殿

墜主唇日

健発第 0301 001号

平成 2 0年 3 月 1 日

厚生労働省健康局長

がん診療連携拠点病院の整備について

我が国のがん対策については、がん対策基本法(平成 18年法律第 98号)及び

同法の規定に基づく「がん対策推進基本計画J (平成 19年 6月 15日閣議決定。

以下「基本計画」という。)により、総合的かっ計画的に推進しているところであ

る。

がん診療連携拠点病院については、全国どこでも質の高いがん医療を提供するこ

とができるよう、がん医療の均てん化を戦略目標とする「第 3次対がん 10か年総

合戦略」等に基づき、その整備を進めてきたところであるが、基本計画において、

更なる機能強化に向けた検討を進めていく等とされていることから、 「がん診療連

携拠点病院の指定に関する検討会」を開催し、指定要件の見直し等について検討を

進めてきたところである。

今般、この検討会からの提言を踏まえ、 「がん診療連携拠点病院の整備に関する

指針J (以下「指針」という。)を別添のとおり定めたので通知する。

ついては、各都道府県におかれては、指針の内容を十分了知の上、がん患者がそ

の居住する地域にかかわらず等しくそのがんの状態に応じた適切ながん医療を受け

ることができるよう、がん診療連携拠点病院の推薦につき特段の配慮をお願いする。

また、指針に規定する「新規指定推薦書J等については、別途通知するので留意

されたい。

おって、 「がん診療連携拠点病院の整備についてJ (平成 18年 2月 1日付け健

発第0201004号厚生労働省健康局長通知)は、平成 20年 3月 31日限り廃止する。



がん診療連携拠点病院の整備に関する指針
(健発第 0301 001号平成 20年 3月 1日厚生労働省健康局長通知)

I がん診療連携拠点病院の指定について

(平成 22年 3月 31日一部改正)

(平成 23年 3月 29日一部改正)

1 がん診療連携拠点病院(都道府県がん診療連携拠点病院及び地域がん診療連

携拠点病院をいう。以下同じ。)は、都道府県知事が 2を踏まえて推薦する医

療機関について、第三者によって構成される検討会の意見を踏まえ、厚生労働

大臣が適当と認めるものを指定するものとする。

2 都道府県は、専門的ながん医療の提供等を行う医療機関の整備を図るととも

に、当該都道府県におけるがん診療の連携協力体制の整備を図るほか、がん患

者に対する相談支援及び情報提供を行うため、都道府県がん診療連携拠点病院

にあっては、都道府県に 1カ所、地域がん診療連携拠点病院にあっては、 2次

医療圏(都道府県がん診療連携拠点病院が整備されている 2次医療圏を除く。)

に 1カ所整備するものとする。ただし、当該都道府県におけるがん診療の質の

向上及びがん診療の連携協力体制の整備がより一層図られることが明確である

場合には、この限りでないものとする。なお、この場合には、がん対策基本法

(平成 18年法律第 98号)第 11条第 1項に規定する都道府県がん対策推進

計画との整合性にも留意すること。

3 独立行政法人国立がん研究センターは、 (以下「国立がん研究センター」と

いう。)我が国のがん対策の中核的機関として、他のがん診療連携拠点病院へ

の診療に関する支援及びがん医療に携わる専門的な知識及び技能を有する医師

その他の医療従事者の育成や情報発信等の役割を担うとともに、我が国全体の

がん医療の向上を牽引していくこととし、国立がん研究センターの中央病院及

び東病院について、第三者によって構成される検討会の意見を踏まえ、厚生労

働大臣が適当と認める場合に、がん診療連携拠点病院として指定するものとす

る。

4 厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院については、院内の見やすい

場所にがん診療連携拠点病院である旨の掲示をする等、がん患者に対し必要な

情報提供を行うこととする。

5 厚生労働大臣は、がん診療連携拠点病院が指定要件を欠くに至ったと認める

ときは、その指定を取り消すことができるものとする。



E 地域がん診療連携拠点病院の指定要件について

1 診療体制

( 1 )診療機能

① 集学的治療の提供体制及び標準的治療等の提供

ア 我が国に多いがん(肺がん、胃がん、肝がん、大腸がん及び乳がんを

いう。以下同じ。)及びその他各医療機関が専門とするがんについて、

手術、放射線療法及び化学療法を効果的に組み合わせた集学的治療及び

緩和ケア(以下「集学的治療等」という。)を提供する体制を有すると

ともに、各学会の診療ガイドラインに準ずる標準的治療(以下「標準的

治療」という。)等がん患者の状態に応じた適切な治療を提供すること。

イ 我が国に多いがんについて、クリテイカルパス(検査及び治療等を含

めた詳細な診療計画表をいう。)を整備すること。

ウ がん患者の病態に応じたより適切ながん医療を提供できるよう、キャ

ンサーボード(手術、放射線療法及び化学療法に携わる専門的な知識及

び技能を有する医師その他の専門を具にする医師等によるがん患者の症

状、状態及び治療方針等を意見交換・共有・検討・確認等するためのカ

ンフアレンスをいう。以下同じ。)を設置し、定期的に開催すること。

② 化学療法の提供体制

ア 急変時等の緊急時に (3)の②のイに規定する外来化学療法室におい

て化学療法を提供する当該がん患者が入院できる体制を確保すること。

イ、化学療法のレジメン(治療内容をいう。)を審査し、組織的に管理す

る委員会を設置すること。なお、当該委員会は、必要に応じて、キャン

サーボードと連携協力すること。

③ 緩和ケアの提供体制

ア (2 )の①のウに規定する医師及び (2)の②のウに規定する看護師

等を構成員とする緩和ケアチームを整備し、当該緩和ケアチームを組織

上明確に位置付けるとともに、がん患者に対し適切な緩和ケアを提供す

ること。

イ 外来において専門的な緩和ケアを提供できる体制を整備すること。

ウ アに規定する緩和ケアチーム並びに必要に応じて主治医及び看護師等

が参加する症状緩和に係るカンフアレンスを週 1回程度開催すること。

エ 院内の見やすい場所にアに規定する緩和ケアチームによる診察が受け

られる旨の掲示をするなど、がん患者に対し必要な情報提供を行うこと。

オ かかりつけ医の協力・連携を得て、主治医及び看護師がアに規定する

緩和ケアチームと共に、退院後の居宅における緩和ケアに関する療養上

必要な説明及び指導を行うこと。

カ 緩和ケアに関する要請及び相談に関する受付窓口を設けるなど、地域

の医療機関及び在宅療養支援診療所等との連携協力体制を整備すること。



④ 病病連携・病診連携の協力体制

ア 地域の医療機関から紹介されたがん患者の受入れを行うこと。また、

がん患者の状態に応じ、地域の医療機関へがん患者の紹介を行うこと。

イ 病理診断又は画像診断に関する依頼、手術、放射線療法又は化学療法

に関する相談など、地域の医療機関の医師と相互に診断及び治療に関す

る連携協力体制jを整備すること。

ウ 我が国に多いがんについて、地域連携クリテイカノレパス(がん診療連

携拠点病院と地域の医療機関等が作成する診療役割分担表、共同診療計

画表及び患者用診療計画表から構成されるがん患者に対する診療の全体

像を体系化した表をいう。以下同じ。)を整備すること。

エ ウに規定する地域連携クリテイカルパスを活用するなど、地域の医療

機関等と協力し、必要に応じて、退院時に当該がん愚者に関する共同

の診療計画の作成等を行うこと。

⑤ セカンドオピニオンの提示体制

我が固に多いがんについて、手術、放射線療法又は化学療法に携わる専

門的な知識及び技能を有する医師によるセカンドオピニオン(診断及び治

療法について、主治医以外の第三者の医師が提示する医療上の意見をいう。

以下同じ。)を提示する体制を有すること。

( 2 )診療従事者

① 専門的な知識及び技能を有する医師の配置

ア 専任(当該療法の実施を専ら担当していることをいう。この場合にお

いて、 「専ら担当している」とは、担当者となっていればよいものとし、

その他診療を兼任していても差し支えないものとする。ただし、その就

業時間の少なくとも 5割以上、当該療法に従事している必要があるもの

とする。以下同じ。)の放射線療法に携わる専門的な知識及び技能を有

する医師を 1人以上配置すること。なお、当該医師については、原則と

して常勤であること。また、専従(当該療法の実施日において、当該療

法に専ら従事していることをいう。この場合において、 「専ら従事して

いる」とは、その就業時間の少なくとも 8割以上、当該療法に従事して

いることをいう。以下同じ。)であることが望ましい。

イ 専任の化学療法に携わる専門的な知識及び技能を有する医師を 1人以

上配置すること。なお、当該医師については、原則として常勤であるこ

と。また、専従であることが望ましい。

ウ ( 1 )の③のアに規定する緩和ケアチームに、専任の身体症状の緩和

に携わる専門的な知識及び技能を有する医師を 1人以上配置すること。

なお、当該医師については、原則として常勤であること。また、専従で

あることが望ましい。

( 1 )の③のアに規定する緩和ケアチームに、精神症状の緩和に携わ



る専門的な知識及び技能を有する医師を 1人以上配置すること。なお、

当該医師については、専任であることが望ましい。また、常勤であるこ

とが望ましい。

エ 専従の病理診断に携わる医師を 1人以上配置すること。なお、当該医

師については、原則として常勤であること。

② 専門的な知識及び技能を有するコメディカノレスタップの配置

ア 専従の放射線治療に携わる常勤の診療放射線技師を 1人以上配置する

こと。

専任の放射線治療における機器の精度管理、照射計画の検証、照射計

画補助作業等に携わる常勤の技術者等を 1人以上配置すること。

イ 専任の化学療法に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の薬剤師

を1人以上配置すること。

( 3 )の②のイに規定する外来化学療法室に、専任の化学療法に携わる

専門的な知識及び技能を有する常勤の看護師を 1人以上配置すること。

なお、当該看護師については、専従であることが望ましい。

ワ ( 1 )の③のアに規定する緩和ケアチームに、専従の緩和ケアに携わ

る専門的な知識及び技能を有する常勤の看護師を 1人以上配置すること。

( 1 )の③のアに規定する緩和ケアチームに協力する薬剤師及び医療

心理に携わる者をそれぞれ 1人以上配置することが望ましい。

エ 細胞診断に係る業務に携わる者を 1人以上配置することが望ましい。

③ その他

ア がん患者の状態に応じたより適切ながん医療を提供できるよう、各診

療科の医師における情報交換・連携を恒常的に推進する観点から、各診

療科を包含する居室等を設置することが望ましい。

イ 地域がん診療連携拠点病院の長は、当該拠点病院においてがん医療に

携わる専門的な知識及び技能を有する医師の専門性及び活動実績等を定

期的に評価し、当該医師がその専門性を十分に発揮できる体制を整備す

ること。なお、当該評価に当たっては、手術・放射線療法・化学療法の

治療件数(放射線療法・化学療法については、入院・外来ごとに評価す

ることが望ましい。)、紹介されたがん患者数その他診療連携の実績、

論文の発表実績、研修会・日常診療等を通じた指導実績、研修会・学会

等への参加実績等を参考とすること。

( 3 )医療施設

① 年間入院がん患者数

年間入院がん患者数(1年聞に入院したがん患者の延べ人数をいう。)

が 1200人以上であることが望ましい。

② 専門的ながん医療を提供するための治療機器及び治療室等の設置

ア 放射線治療に関する機器を設置すること。ただし、当該機器は、リニ



アックなど、体外照射を行うための機器であること。

イ 外来化学療法室を設置すること。

ウ 集中治療室を設置することが望ましい。

エ 白血病を専門とする分野に掲げる場合は、無菌病室を設置すること。

オ がん患者及びその家族が心の悩みや体験等を語り合うための場を設け

ることが望ましい。

③ 敷地内禁煙等

敷地内禁煙の実施等のたばこ対策に積極的に取り組むこと。

2 研修の実施体制

( 1 )原則として、別途定める「プログラム」に準拠した当該 2次医療圏におい

てがん医療に携わる医師を対象とした緩和ケアに関する研修を毎年定期的に

実施すること。

(2) (1) のほか、原則として、当該 2次医療圏においてがん医療に携わる医

師等を対象とした早期診断、副作用対応を含めた放射線療法・化学療法の推

進及び緩和ケア等に関する研修を実施すること。なお、当該研修については、

実地での研修を行うなど、その内容を工夫するように努めること。

( 3 )診療連携を行っている地域の医療機関等の医療従事者も参加する合同のカ

ンフアレンスを毎年定期的に開催すること。

3 情報の収集提供体制

( 1 )相談支援センター

①及び②に掲げる相談支援を行う機能を有する部門(以下「相談支援セン

ター」という。なお、相談支援センター以外の名称を用いても差し支えない

が、その場合には、がん医療に関する相談支援を行うことが分かる名称を用

いることが望ましい。)を設置し、当該部門において、アからキまでに掲げ

る業務を行うこと。なお、院内の見やすい場所に相談支援センターによる相

談支援を受けられる旨の掲示をするなど、相談支援センターについて積極的

に広報すること。

① 国立がん研究センターによる研修を修了した専従及び専任の相談支援に

携わる者をそれぞれ 1人以上配置すること。

② 院内及び地域の医療従事者の協力を得て、院内外のがん患者及びその家

族並びに地域の住民及び医療機関等からの相談等に対応する体制を整備す

ること。また、相談支援に関し十分な経験を有するがん患者団体との連携

協力体制の構築に積極的に取り組むこと。

<相談支援センターの業務>

ア がんの病態、標準的治療法等がん診療及びがんの予防・早期発見等に

関する一般的な情報の提供

イ 診療機能、入院・外来の待ち時間及び医療従事者の専門とする分野・



経歴など、地域の医療機関及び医療従事者に関する情報の収集、提供

ウ セカンドオヒ。ニオンの提示が可能な医師の紹介

エ がん患者の療養上の相談

オ 地域の医療機関及び医療従事者等におけるがん医療の連携協力体制の

事例に関する情報の収集、提供

カ アスベストによる肺がん及び中皮腫に関する医療相談

キ HTLV-l関連疾患であるATLに関する医療相談

ク その他相談支援に関すること

( 2) 院内がん登録

① 健康局総務課長が定める「標準登録様式」に基づく院内がん登録を実施

すること。

② 国立がん研究センターによる研修を受講した専任の院内がん登録の実務

を担う者を 1人以上配置すること。

③ 毎年、院内がん登録の集計結果等を国立がん研究センターのがん対策情

報センターに情報提供すること。

④ 院内がん登録を活用することにより、当該都道府県が行う地域がん登録

事業に積極的に協力すること。

( 3 )その他

① 我が国に多いがん以外のがんについて、集学的治療等を提供する体制を

有し、及び標準的治療等を提供している場合は、そのがんの種類等を広報

すること。

② 臨床研究等を行っている場合は、次に掲げる事項を実施すること。

ア 進行中の臨床研究(治験を除く。以下同じ。)の概要及び過去の臨床

研究の成果を広報すること。

イ 参加中の治験について、その対象であるがんの種類及び薬剤名等を広

報することが望ましい。

E 特定機能病院を地域がん診療連携拠点病院として指定する場合の指定要件に

2主ユエ
医療法第4条の 2 (昭和 23年法律第 205号)に基づく特定機能病院を地域

がん診療連携拠点病院として指定する場合には、 Hの地域がん診療連携拠点病院

の指定要件に加え、次の要件を満たすこと。

1 組織上明確に位置付けられた複数種類のがんに対し放射線療法を行う機能

を有する部門(以下「放射線療法部門」という。)及び組織上明確に位置付

けられた複数種類のがんに対し化学療法を行う機能を有する部門(以下「化

学療法部門」という。)をそれぞれ設置し、当該部門の長として、専任の放

射線療法又は化学療法に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の医師を



それぞれ配置すること。なお、当該医師については、専従であることが望ま

しい。

2 当該都道府県におけるがん診療連携拠点病院等の医師等に対し、高度のが

ん医療に関する研修を実施することが望ましい。

3 他のがん診療連携拠点病院へ診療支援を行う医師の派遣に積極的に取り組

むこと。

IV 都道府県がん診療連携拠点病院の指定要件について

都道府県がん診療連携拠点病院は、当該都道府県におけるがん診療の質の向上

及びがん診療の連携協力体制の構築に関し中心的な役割を担い、 Eの地域がん診

療連携拠点病院の指定要件に加え、次の要件を満たすこと。ただし、特定機能病

院を都道府県がん診療連携拠点病院として指定する場合には、 Eの特定機能病院

を地域がん診療連携拠点病院として指定する場合の指定要件に加え、次の要件

( 1を除く。)を満たすこと。

1 放射線療法部門及び化学療法部門をそれぞれ設置し、当該部門の長として、

専任の放射線療法又は化学療法に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤

の医師をそれぞれ配置すること。なお、当該医師については、専従であるこ

とが望ましい。

2 当該都道府県においてがん医療に携わる専門的な知識及び技能を有する医

師・薬剤師・看護師等を対象とした研修を実施すること。

3 地域がん診療連携拠点病院等に対し、情報提供、症例相談及び診療支援を

行うこと。

4 都道府県がん診療連携協議会を設置し、当該協議会は、次に掲げる事項を

行うこと。

( 1 )当該都道府県におけるがん診療の連携協力体制及び相談支援の提供体制

その他のがん医療に関する情報交換を行うこと。

( 2 )当該都道府県内の院内がん登録のデータの分析、評価等を行うこと。

( 3 )がんの種類ごとに、当該都道府県においてセカンドオピニオンを提示す

る体制を有するがん診療連携拠点病院を含む医療機関の一覧を作成・共有

し、広報すること。

( 4) 当該都道府県におけるがん診療連携拠点病院への診療支援を行う医師の

派遣に係る調整を行うこと。

( 5 )当該都道府県におけるがん診療連携拠点病院が作成している地域連携

クリテイカ/レパスの一覧を作成・共有すること。また、我が国に多いがん

以外のがんについて、地域連携クリテイカノレパスを整備することが望まし

し、。

(6) IIの2の(1 )に基づき当該都道府県におけるがん診療連携拠点病院が

実施するがん医療に携わる医師を対象とした緩和ケアに関する研修その



他各種研修に関する計画を作成すること。

V 国立がん研究センターの中央病院及び東病院の指定要件について

国立がん研究センターの中央病院及び東病院は、 Eの特定機能病院を地域がん

診療連携拠点病院として指定する場合の指定要件を満たすこと。

VI 指定・指定の更新の推薦手続き等、指針の見置し及び施行期日について

1 指定の推薦手続等について

( 1 )都道府県は、 Iの 1に基づく指定の推薦に当たっては、指定要件を満

たしていることを確認の上、推薦意見書を添付し、毎年 10月末までに、

別途定める「新規指定推薦書j を厚生労働大臣に提出すること。また、地

域がん診療連携拠点病院を都道府県がん診療連携拠点病院として指定の推

薦をし直す場合又は都道府県がん診療連携拠点病院を地域がん診療連携拠

点病院として指定の推薦をし直す場合も、同様とすること。

( 2 )がん診療連携拠点病院(国立がん研究センターの中央病院及び東病院

を除く。)は、都道府県を経由し、毎年 10月末までに、別途定める「現

況報告書」を厚生労働大臣に提出すること。

( 3 )国立がん研究センターの中央病院及び東病院は、毎年 10月末まで

に、別途定める「現況報告書」を厚生労働大臣に提出すること。

2 指定の更新の推薦手続等について

( 1) 1の 1及び4の指定は、 4年ごとにその更新を受けなければ、その期間

の経過によって、その効力を失う。

(2) (1) の更新の推薦があった場合において、 ( 1 )の期間(以下「指定

の有効期間」という。)の満了の日までにその推薦に対する指定の更新が

されないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその指定の更

新がされるまでの聞は、なおその効力を有する(1の 1に規定する第三者

によって構成される検討会の意見を踏まえ、指定の更新がされないときを

除く。)。

(3) (2) の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期

聞は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(4)都道府県は、 ( 1 )の更新の推薦に当たっては、指定要件を満たして

いることを確認の上、推薦意見書を添付し、指定の有効期間の満了する日

の前年の 10月末までに、別途定める「指定更新推薦書」を厚生労働大臣

に提出すること。

( 5) 1の 1から 3及びEからVまでの規定は、 (1)の指定の更新について

準用する。

3 指針の見直しについて

健康局長は、がん対策基本法第 9条第 8項において準用する同条第 3項の規



定によりがん対策推進基本計画が変更された場合その他の必要があると認める

場合には、この指針を見直すことができるものとする。

4 施行期日

この指針は、平成 20年 4月 1日から施行する。ただし、 Hの 3の(1 )の

①及びEの 3の(2 )の②については、平成 22年 4月 1日から施行する。ま

た、 Eの 1の(1 )の④のウについては、平成 24年 4月 1日から施行する。



平成24年摩都道府県・2次医療圏別の推薦状況ー電車

出絹掛け部卦1玄室自由医療園 女都道府県がん診療連携拠点病院

。:新規指定推薦医療機関・:前回検討会において条件付き指定となった医療機関

都道府県
2次医療圏 がん診療拠点病院

北海道 1 南渡島(みなみおしま)
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参考資料2

2次医療圏数 349
既指定拠点病院数 388
新規推薦医療機関数 11
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第 7回がん診療連携拠点病院の指定に関する検討会概要

1 新規推薦医療機関について

平成 23年2月10日(木)13:00~16:00 

・於厚生労働省専用第 18~20 会議室

都道府県から新規に推薦のあった 18病院のうち、 11病院について、がん

診療連携拠点病院の指定が適当とされた。

【新規指定(条件付き指定を含む)】

・北海道 独立行政法人国立病院機構函館病院(条件付き)

・青森県 十和田市立中央病院(条件付き)

・茨城県 独立行政法人国立病院機構水戸医療センター

・東京都 慶慮義塾大学病院

東京医科大学病院(条件付き)

東京都立多摩総合医療センター(条件付き)

公立昭和病院

・神奈川県 昭和大学横浜北部病院

・山梨県 富士吉田市立病院

・大分県 中津市立中津市民病院

・鹿児島県鹿児島市立病院

【指定見送り】

・栃木県 足利赤十字病院

・東京都 独立行政法人国立病院機構東京医療センター

・神奈川県独立行政法人労働者健康福祉機構関東労災病院

・大阪府 高槻赤十字病院

・大分県 独立行政法人国立病院機構大分医療センター

・鹿児島県公益財団法人昭和会今給繁総合病院

・熊本県 健康保険八代総合病院

2 第6回検討会において条件付き指定となっていた医療機関について

条件付き指定となっていた 10医療機関については、条件に対する対応につ

いて了承された。

なお、新潟県及び静岡県については、拠点病院が複数指定されている医療圏

における拠点病院の役割分担や連携について、今後医療計画等に記載をし、住



民等に明示することを求めることとしている。

・新潟県 新潟医療圏の 3医療機関

・東京都 順天堂大学医学部附属順天堂医院及び昭和大学病院

・静岡県西部医療圏の4医療機関・

.三重県 三重県立総合医療センター

・大分県 大分市医師会立アルメイダ病院



がん対策推進基本計画

(変更案)

平成 24年 3月

雇雪辱回
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E亘函

がんは、日本で昭和56 (1981)年より死因の第 1位であり、平成22

(2010)年には年間約35万人が亡くなり、生涯のうちに約2人に 1人が

がんにかかると推計されている。こうしたことから、依然としてがんは国民の

生命と健康にとって重大な問題である。

日本のがん対策は、昭和 59 (1984)年に策定された「対がん 10カ年

総合戦略」、平成6(1994)年に策定された「がん克服新 10か年戦略」、

平成 16(2004)年に策定された「第3次対がん 10か年総合戦略」に基

づき取り組んできた。

さらに、がん対策のより一層の推進を図るため、がん対策基本法(平成 18 

年法律第98号。以下「基本法」という。)が平成 18(2006)年6月に成

立し、平成 19(2007)年4月に施行され、基本法に基づき、がん対策を

総合的かつ計画的に推進するための「がん対策推進基本計画J(以下「前基本計

画」という。)が平成 19 (2007)年6月に策定された。

前基本計画の策定から 5年が経過した。この問、がん診療連携拠点病院(以

下「拠点病院」という。)の整備や緩和ケア提供体制の強化、地域がん登録の充

実が図られるとともに、がんの年齢調整死亡率は減少傾向で推移するなど、一

定の成果を得られた。

しかしながら、人口の高齢化とともに、日本のがんの高達者の数、死亡者の

数は今後とも増加していくことが見込まれる中、がん医療や支援について地域

格差や施設問格差がみられ、それぞれの状況に応じた適切ながん医療や支援を、

受けられないことが懸念されている。また、これまで重点課題として取り組ま

れてきた緩和ケアについては、精神心理的な痛みに対するケアが十分でないこ

と、放射線療法や化学療法についても更なる充実が必要であること等に加え、

新たに小児がん対策、チーム医療、がん患者等の就労を含めた社会的な問題、

がんの教育などの課題も明らかとなり、がん患者を含めた国民はこうした課題

を改善していくことを強く求めている。

この基本計画は、このような認識の下、基本法第 9条第 7項の規定に基づき

前基本計画の見直しを行い、がん対策の推進に関する基本的な計画を明らかに



するものであり、国が各分野に即した取り組むべき施策を実行できる期間とし

て、平成24(2012)年度から平成 28(2016)年度までの 5年程度

の期間を一つの目安として定める。

また、この基本計画の策定に当たっては、基本法に基づき、がん対策推進協

議会(以下「協議会」という。)の意見を聴くことになっている。また、専門

的な知見を要する分野である小児がん、緩和ケア、がん研究については協議会

の下に専門委員会が設置され、報告書が協議会へ提出された。

今後は、基本計画に基づき、固と地方公共団体、また、がん患者を含めた国

民、医療従事者、医療保険者、学会、患者団体を含めた関係団体とマスメデイF

ア等(以下「関係者等」という。)が一体となってがん対策に取り組み、がん患

者を含めた国民が、様々ながんの病態に応じて、安心かつ納得できるがん医療

や支援を受けられるようにするなど、「がん患者を含めた国民が、がんを知り、

がんと向き合い、がんに負けることのない社会」の実現を自指す。

|第 1 基本方針|

1 がん患者を含めた国民の視点に立ったがん対策の実施

基本法の基本理念に基づき、園、地方公共団体と関係者等は、がん患者を含

めた国民が、がん対策の中心であるとの認識の下、がん患者を含めた国民の視

点に立ってがん対策を実施していく必要がある。

2 重点的に取り組むべき課題を定めた総合的かつ計画的ながん対策の実施

基本計画では、がん対策を実効あるものとしてより一層推進していくため、

重点的に取り組むべき課題を定める。

また、がんから国民の生命と健康を守るためには、多岐にわたる分野の取組

を総合的かつ計画的に実施していく必要がある。

3 目標とその達成時期の考え方

基本計画では、これまでの政府のがん対策に関する目標との整合性を函りつ

つ、全体目標とそれを達成するために必要な分野別施策の個別目標を設定する。



また、原則として、全体目標と個別目標を達成するために要する期間を設定す

る。

|第2 重点的に取り組むべき課輯

1 放射線療法、化学療法、手術療法の更なる充実とこれらを専門的に行う医療

従事者の育成

がんに対する主な治療法には、手術療法、放射線療法、化学療法(この基本

計画では薬物療法等を含むものとする。)などがあり、単独又はこれらを組み合

わせた集学的治療が行われている。

日本では、胃がんなど、主として手術療法に適したがんが多かったこともあ

り、外科医が化学療法も実施するなど、がん治療の中心を担ってきた。

しかしながら、現在は、がんの種類によっては、放射線療法が手術療法と同

様の治療効果を発揮できるようになるとともに、新たな抗がん剤が多く登場し、

化学療法の知見が蓄積されてきたことから、様々ながんの病態に応じ、手術療

法、放射線療法、化学療法、さらにこれらを組み合わせた集学的治療がそれぞ

れを専門的に行う医師の連携の下実施されていくことが求められている。

一方で、今も手術療法ががん医療の中心であることに変わりはないが、外科

医の人員不足が危慎され、外科医の育成や業務の軽減が早急に改善すべき課題

となっている。

このため、これまで手術療法に比べて相対的に遅れていた放射線療法や化学

療法の推進を図ってきたが、今後は、放射線療法、化学療法、手術療法それぞ

れを専門的に行う医療従事者を更に養成するとともに、こうした医療従事者と

協力してがん医療を支えることができるがん医療に関する基礎的な知識や技能

を有した医療従事者を養成していく必要がある。

また、医療従事者が、安心かっ安全で質の高いがん医療を提供できるよう、

各職種の専門性を活かし、医療従事者間の連携と補完を重視した多職種でのチ

ーム医療を推進する必要がある。



2 がんと診断された時からの緩和ケアの推進

がん患者とその家族が可能な限り質の高い生活を送れるよう、緩和ケアが、

がんと診断された時から提供されるとともに、診断、治療、在宅医療など様々

な場面で切れ目なく実施される必要がある。

しかしながら、日本では、欧米先進諸国に比べ、がん性嬉痛の緩和等に用い

られる医療用麻薬の消費量は少なく、がん性疹痛の緩和が十分でないと推測さ

れること、がん医療に携わる医師の緩和ケアの重要性に対する認識もまだ十分

でないこと、国民に対しても未だ緩和ケアに対する正しい理解や周知が進んで

いないこと、身体的苦痛のみならず精神心理的苦痛への対応も求められている

こと等から、緩和ケアはまだ十分にがん医療に浸透していないと考えられる。

このため、がん医療に携わる医療従事者への研修や緩和ケアチームなどの機

能強化等により、がんと診断された時から患者とその家族が、精神心理的苦痛

に対する心のケアを含めた全人的な緩和ケアを受けられるよう、緩和ケアの提

供体制をより充実させ、緩和ケアへのアクセスを改善し、こうした苦痛を緩和

することが必要である。

また、がん患者が住み慣れた家庭や地域での療養や生活を選択できるよう、

在宅緩和ケアを含めた在宅医療・介護を提供していくための体制の充実を図る

必要がある。

3 がん登録の推進

がん登録はがんの擢患やがん患者の転帰、その他の状況を把握し、分析する

仕組みであり、がんの現状を把握し、がん対策の基礎となるデータを得るとと

もに、がん患者に対して適切ながん医療を提供するために不可欠なものである。

地域がん登録は平成24(2012)年度中に全ての都道府県で実施される

予定であり、参加している医療機関や届出数も増加しているが、届出の義務が

ないこと、患者の予後を把握することが困難であることなどいくつかの間題が

ある。

このため、個人情報の保護を徹底しつつ、こうした問題を解決し、患者を含

めた国民ががん登録情報をより有効に活用できるよう、法的位置付けの検討も



含めて、がん登録を円滑に推進するための体制整備を図ることが必要である。

4 働く世代や小児へのがん対策の充実

毎年20歳から 64歳までの約 22万人ががんに擢患し、約7万人ががんで

死亡している。また、がんは40代より死因の第 1位となり、がんは高齢者の

みならず働〈世代にとっても大きな問題である。

{動く世代ががんに擢患し社会から離れることによる影響は、本人のみならず

家族や同僚といった周りの人にも及ぶ。こうした影響を少なくするため、働く

世代へのがん対策を充実させ、がんをなるべく早期に発見するとともに、がん

患者等が適切な医療や支援により社会とのつながりを維持し、生きる意欲を持

ち続けられるような社会づくりが求められている。

このため、働く世代のがん検診受診率を向上させるための対策、年齢調整死

亡率が上昇している乳がん・子宮頚がんといった女性のがんへの対策、がんに

擢患したことに起因する就労を含めた社会的な問題等への対応が必要である。

また、小児についても、がんは病死原因の第 1位であり、大きな問題である。

医療機関や療育=教育環境の整備、相談支援や情報提供の充実などが求められ

ており、小児がん対策についても充実を図ることが必要である。

がん患者を含めた国民が、様々ながんの病態に応じて、安心かつ納得できる

がん医療や支援を受けられるようにすること等を目指して、「がんによる死亡者

の減少」と「全てのがん患者とその家族の苦痛の軽減と療養生活の質の維持向

上」に「がんになっても安心して暮らせる社会の構築」を新たに加え、平成 1

9 (2007)年度から 10年間の全体目標として設定する。

1 がんによる死亡者の減少

平成 19(2007)年度に掲げた 10年間の目標である「がんの年齢調整

死亡率 (75歳未満)の 20%減少」について、年齢調整死亡率は減少傾向で

あるが、昨今は減少傾向が鈍化している。今後5年間で、新たに加えた分野別

施策を含めてより一層がん対策を充実させ、がんによる死亡者を減少させるこ



とを目標とする。

2 全てのがん患者とその家族の苦痛の軽減と療養生活の質の維持向上

がん患者の多くは、がん性疹痛や、治療に伴う副作用・合併症等の身体的苦

痛だけでなく、がんと診断された時から不安や抑うつ等の精神心理的苦痛を抱

えている。また、その家族も、がん患者と同様に様々な苦痛を抱えている。

さらに、がん患者とその家族は、療養生活の中で、こうした苦痛に加えて、

安心・納得できるがん医療や支援を受けられないなど、様々な困難に直面して

いる。

このため、がんと診断された時からの緩和ケアの実施はもとより、がん医療

や支援の更なる充実等により、『全てのがん患者とその家族の苦痛の軽減と療養

生活の質の維持向上」を実現することを目標とする。

3 がんになっても安心して暮らせる社会の構築

がん患者とその家族は、社会とのつながりを失うことに対する不安や仕事と

治療の両立が難しいなど社会的苦痛も抱えている。

このため、これまで基本法に基づき、がんの予防、早期発見、がん医療の均

てん化、研究の推進等を基本的施策として取り組んできたが、がん患者とその

家族の精神心理的・社会的苦痛を和らげるため、新たに、がん患者とその家族

を社会全体で支える取組を実施することにより、「がんになっても安心して暮ら

せる社会の構築」を実現することを目標とする。

|第4 分野別施策と個別目欄

1 .がん医療

( 1 )放射線療法、化学療法、手術療法の更なる充実とチーム医療の推進

(現状)

がん医療の進歩は目覚ましく、平成 12(2000)年から平成 14 (20 

02) 年までに診断された全がんの 5年相対生存率は57%と3年前に比べて

約 3%上昇しており、年齢調整死亡率も 1990年代後半から減少傾向にある

が、一方で原発巣による予後の差は大きく、目撃臓がん、肝臓がん、肺がんなど



の5年相対生存率はそれぞれ6%、27%、29%と依然として低い現状にあ

る。

このため、特に日本に多いがん(肺・胃・肝・大腸・乳)を中心に、手術療

法、放射線療法、化学療法などを効果的に組み合わせた集学的治療や緩和ケア

の提供とともにがん患者の病態に応じた適切な治療の普及に努め、拠点病院を

中心に院内のクリテイカルパス(検査と治療等を含めた診療計画表をいう。)を

策定し、キャンサーボード(各種がん治療に対して専門的な知識を有する複数

の医師等が患者の治療方針等について総合的に検討するカンファレンスをい

う。)などを整備してきた。また、放射線療法や化学療法に携わる専門的な知識

と技能を有する医師をはじめとする医療従事者の配置やリニアックなどの放射

線治療機器の整備など、特に放射線療法と化学療法の推進を図ってきた。

しかし、これまで医療体制の量的な整備が進められてきた一方、患者が自分

の病状や検査・治療内容、それに伴う副作用・合併症などについて適切な説明

を受け、十分に理解した上で自身の判断で治療方針などに対して拒否や合意を

選択するインフオームド・コンセシトが十分に行われていない、あるいは、患

者やその家族が治療法を選択する上で第三者である医師に専門的見解を求める

ことができるセカンドオピニオンが十分に活用されていないなど、患者やその

家族の視点に立った医療体制の質的な整備が依然として十分でないと指摘され

ている。

また、近年、医療の高度化や複雑化とニーズの多様化に伴い、放射線療法や

化学療法の専門医の不足とともに外科医の不足が指摘されている。こうした医

師等への負担を軽減し診療の質を向上させるため、また、治療による身体的、

精神心理的負担を抱える患者とその家族に対して質の高い医療を提供しきめ細

やかに支援するため、多職種で医療にあたるチーム医療が強く求められるよう

になっている。

この他、拠点病院を含む医療機関では、放射線治療機器や手術機器の多様化

などに伴う医療技術の施設問格差や実績の格差が生じていることから、地域で

の効率的な医療連携や役割分担などによる地域完結型の医療体制を整備する必

要性も指摘されている。



(取り組むべき施策)

Oチーム医療とがん医療全般に関すること

拠点病院を中心lこ、医師による十分な説明と患者やその家族の理解の下、イ

ンフオームド・コンセントが行われる体制を整備し、患者の治療法等を選択す

る権利や受療の自由意思を最大限に尊重するがん医療を目指すとともに、治療

中でも、冊子や視覚教材などの分かりやすい教材を活用し、患者が自主的に治

療内容などを確認できる環境を整備する。

患者とその家族の意向に応じて、専門的な知識を有する第三者の立場にある

医師に意見を求めることができるセカンドオピニオンをいつでも適切に受けら

れ、患者自らが治療法を選択できる体制を整備するとともに、セカンドオピニ

オンの活用を促進するための患者やその家族への普及啓発を推進する。

学会や関連団体などは、がんの治療計画の立案に当たって、患者の希望を踏

まえつつ、標準的治療を提供できるよう、診療ガイドラインの整備を行うとと

もに、その利用実態を把握し、国内外の医学的知見を蓄積し、必要に応じて速

やかに更新できる体制を整備する。また、患者向けの診療ガイドラインや解説

の充実など、患者にとって分かりやすい情報提供に努め、国はこれを支援する。

より正確で質の高い画像診断や病理診断とともに治療方針を検討できるよう、

放射線診断医や病理診断医等が参加するキャンサーボードを開催するなど、が

んに対する的確な診断と治療を行う診療体制を整備する。

患者とその家族の抱える様々な負担や苦痛に対応し、安心かつ安全で質の高

いがん医療を提供できるよう、手術療法、放射線療法、化学療法の各種医療チ

ームを設置するなどの体制を整備することにより、各職種の専門性を活かし、

医療従事者聞の連携と補完を重視した多職種でのチーム医療を推進する。

各種がん治療の副作用・合併症の予防や軽減など、患者の更なる生活の質の

向上を目指し、医科歯科連携による口腔ケアの推進をはじめ、食事療法などに

よる栄養管理やリハビリテーションの推進など、職種関連携を推進する。

患者とその家族に最も近い職種として医療現場での生活支援にも関わる看護

領域については、外来や病棟などでのがん看護体制の更なる強化を図る。

また、患者の安全を守るため、様々な医療安全管理の取組が進められてきた



ところであるが、診療行為には一定の危険性が伴うことを踏まえ、医療従事者

等が協力して、がん医療の質と安全の確保のための取組を一層推進する。

腫痕センターなどのがん診療部を設置するなど、各診療科の横のつながりを

重視した診療体制の構築に努める。

この他、質の高いがん医療を推進する一環として、国や地方公共団体は拠点

病院をはじめとする入院医療機関とともに地域の医療機関の連携と役割分担を

図り、特に高度な技術と設備等を必要とする医療については地域性に配慮した

計画的な集約化を図る。

0放射線療法の推進

国や地方公共団体は、拠点病院をはじめとする入院医療機関などと、放射線

療法の質を確保し、地域格差を是正し均てん化を図るとともに、人員不足を解

消する取組に加えて、一部の疾患や強度変調放射線治療などの治療技術の地域

での集約化を図る。

医療安全を担保した上で、情報技術を活用し、地域の医療機関との聞で放射

線療法に関する連携と役割分担を図る。

放射線治療機器の品質管理や質の高い安全な放射線療法を提供するため、放

射線治療の専門医、専門看護師・認定看護師、放射線治療専門放射線技師、医

学物理士など専門性の高い人材を適正に配置するとともに、多職種で構成され

た放射線治療チームを設置するなど、患者の副作用・合併症やその他の苦痛に

対しても迅速かつ継続的に対応できる診療体制を整備する。

放射線治療機器については、先進的な放射線治療装置、重粒子線や陽子線治

療機器などの研究開発を推進するとともに、その進捗状況を加味し、医療従事

者等が協力して、国内での計画的かっ適正な配置を検討する。

O化学療法の推進

化学療法の急速な進歩と多様性に対応し、専門性が高く、安全で効果的な化

学療法を提供するため、化学療法の専門医ゃがん薬物療法認定薬剤師、がん看

護や化学療法等の専門看護師，認定看護師など、専門性の高い人材を適正に配

置するとともに、多職種で構成された化学療法チームを設置するなど、患者の

副作用・合併症やその他の苦痛に対して迅速かつ継続的に対応できる診療体制



を通院治療を含めて整備する。

0手術療法の推進

より質の高い手術療法を提供するため、拠点病院をはじめとする入院医療機

関は、外科医の人員不足を解消し、必要に応じて放射線療法や化学療法の専門

医と連携するなど、各医療機関の状況に合わせた診療体制を整備するとともに、

学会や関係団体などと連携し、手術療法の成績の更なる向上を目指し、手術療

法の標準化に向けた評価法の確立や教育システムの整備を行う。

国や地方公共団体は、拠点病院をはじめとする入院医療機関などとともに、

高度な先端技術を用いた手術療法や難治性希少がんなどに対して、地域性に配

慮した一定の集約化を図った手術療法の実施体制を検討する。

手術療法による合併症予防や術後の早期回復のため、麻酔科医や手術部位な

どの感染管理を専門とする医師、口腔機能・衛生管理を専門とする歯科医師な

どとの連携を図り、質の高い周術期管理体制を整備するとともに、術中迅速病

理診断など手術療法の方針を決定する上で重要な病理診断を確実に実施できる

体制を整備する。

(個別目標)

患者とその家族が納得して治療を受けられる環境を整備し、 3年以内に全て

の拠点病院にチーム医療の体制を整備することを目標とする。

診療ガイドラインの整備など、手術療法、放射線療法、化学療法の更なる質

の向上を図るとともに、地域での各種がん治療に関する医療連携を推進するこ

とにより、安心かつ安全な質の高いがん医療の提供を目標とする。

(2)がん医療に携わる専門的な医療従事者の育成

(現状)

がんの専門医の育成に関しては、厚生労働省では、平成 19(2007)年

から eラーニングを整備し、学会認定専門医の育成支援を行っている。また、

文部科学省では、平成 19(2007)年度から平成23 (2011)年度ま

でに「がんプロフェッショナル養成プランJを実施し、大学では、放射線療法

や化学療法、緩和ケア等のがん医療に専門的に携わる医師、薬剤師、看護師、

放射線技師、医学物理士等の医療従事者の育成を行っている。その他、園、学

会、拠点病院を中心とした医療機関、関係団体、独立行政法人国立がん研究セ

ンター(以下「国立がん研究センター」という。)などで、医療従事者を対象と



して様々な研修が行われ、がん診療に携わる専門的な薬剤師、看護師等の認定

や育成を行っている。

しかし一方で、放射線療法、化学療法、緩和ケア、ロ腔ケア等のがん医療に

専門的に携わる医師や歯科医師をはじめ、薬剤師や看護師等の医療従事者の育

成が依然として不十分である他、多様化かつ細分化した学会認定専門医制度に

なっており、専門医の質の担保や各医療機関の専門医の情報が国民に分かりや

すく提供されていないなどの指摘がある。

(取り組むべき施策)

質の高いがん医療が提供できるよう、より効率的かつ学習効果の高い教材の

開発や学習効果に対する評価、大学関連携による充実した教育プログラムの実

施等により、がん関連学会と大学などが協働して専門医や専門医療従事者の育

成を推進する。

大学に放射線療法、化学療法、手術療法、緩和ケアなど、がん診療に関する

教育を専門的かつ臓器別にとらわれない教育体制IJ (例えば「臨床腫蕩学講座』

や「放射線腫蕩学講座」など)を整備するよう努める。

がん医療に携わる医療従事者の育成に関わる様々な研修を整理し、より効率

的な研修体制を検討するとともに、圏、学会、拠点病院を中心とした医療機関、

関係団体、国立がん研究センタ一等は、研修の質の維持向上に努め、引き続き、

地域のがん医療を担う医療従事者の育成に取り組む。また、医療機関でもこう

した教育プログラムへ医療従事者が参加しやすい環境を整備するよう努める。

(個別目標)

5年以内に、拠点病院をはじめとした医療機関の専門医配置の有無等、がん

患者にとって分かりやすく提示できる体制の整備を目標とする。

また、関連学会などの協働を促し、がん診療に携わる専門医のあり方を整理

するとともに、地域のがん医療を担う専門の医療従事者の育成を推進し、がん

医療の質の向上を目標とする。

(3 ) がんと診断された時からの緩和ケアの推進

(現状)

緩和ケアとは、 「生命を脅かす疾患による問題に直面している患者とその家

族に対して、痛みやその他の身体的問題、心理社会的問題、スピリチユアルな



問題を早期に発見し、的確なアセスメントと対処を行うことによって、 苦しみ

を予防し、和らげることで、 QOしを改善するアプローチであるJ (世界保健

機関より)とされている。したがって、緩和ケアは精神心理的、社会的苦痛を

含めた全人的な対応が必要であり、その対象者は、患者のみならず、その家族

や遺族も含まれている。

このため、前基本計画の重点課題に「治療の初期段階からの緩和ケアの実施」

を掲げ、全ての拠点病院を中心に、緩和ケアチームを整備するとともに、がん

診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催の他、緩和ケアの地域連携な

どについても取り組んできた。

しかし、日本の医療用麻薬消費量は増加傾向にあるが、欧米先進諸国と比較

すると依然として少なく、がん性疹痛に苦しむがん患者の除痛がまだ十分に行

われていないことが推測される他、がんと診断された時から、身体的苦痛だけ

でなく、不安や抑うつなどの精神心理的苦痛、就業や経済負担などの社会的苦

痛など、患者とその家族が抱える様々な苦痛に対して、迅速かっ適切な緩和ケ

アががん診療の中でまだ十分に提供されていない。

また、拠点病院に設置されている専門的緩和ケアを提供すべき緩和ケアチー

ムの実績や体制等に質の格差が見られる他、専門的な緩和ケアを担う医療従事

者が不足している。さらに、こうした緩和ケアの質を継続的に評価し還元でき

る体制も不十分である。

この他、国民の医療用麻薬への誤解や緩和ケアが終末期を対象としたものと

する誤った認識があるなど、依然として国民に対して緩和ケアの理解や周知が

進んでいない。

(取り組むべき施策)

患者とその家族が抱える様々な苦痛に対する全人的なケアを診断時から提供

し、確実に緩和ケアを受けられるよう、患者とその家族が抱える苦痛を適切に

汲み上げ、がん性疹痛をはじめとする様々な苦痛のスクリーニングを診断時か

ら行うなど、がん診療に緩和ケアを組み入れた診療体制を整備する。また、患

者とその家族等の心情に対して+分に配慮した、診断結果や病状の適切な伝え

方についても検討を行う。

拠点病院を中心に、医師をはじめとする医療従事者の連携を図り、緩和ケア

v 



チームなどが提供する専門的な緩和ケアへの患者とその家族のアクセスを改善

するとともに、個人・集団カウンセリングなど、患者とその家族や遺族などが

いつでも適切に緩和ケアに関する相談や支援を受けられる体制を強化する。

専門的な緩和ケアの質の向上のため、拠点病院を中心に、精神腫蕩医をはじ

め、がん看護の専門看護師・認定看護師、社会福祉士、臨床心理士等の適正配

置を図り、緩和ケアチームや緩和ケア外来の診療機能の向上を図る。

拠点病院をはじめとする入院医療機闘が在宅緩和ケアを提供できる診療所な

どと連携し、患者とその家族の意向に応じた切れ目のない在宅医療の提供体制

を整備するとともに、急変した患者や医療ニーズの高い要介護者の受入れ体制

を整備する。

がん性疹痛で苦しむ患者をなくすため、多様化する医療用麻薬をはじめとし

た身体的苦痛緩和のための薬剤の迅速かつ適正な使用と普及を図る。また、精

神心理的聞社会的苦痛にも対応できるよう、医師だけでなく、がん診療に携わ

る医療従事者に対する人材育成を進め、基本的な緩和ケア研修を実施する体制

を構築する。

学会などと連携し、精神心理的苦痛に対するケアを推進するため、精神腫蕩

医や臨床心理士等の心のケアを専門的に行う医療従事者の育成に取り組む。

これまで取り組んできた緩和ケア研修会の質の維持向上を図るため、患者の

視点を取り入れつつ、研修内容の更なる充実とともに、必要に応じて研修指導

者の教育技法などの向上を目指した研修を実施する。

医療従事者に対するがんと診断された時からの緩和ケア教育のみならず、大

学等の教育機関では、実習などを組み込んだ緩和ケアの実践的な教育プログラ

ムを策定する他、医師の卒前教育を担う教育指導者を育成するため、医学部に

緩和医療学講座を設置するよう努める。

緩和ケアの意義ゃがんと診断された時からの緩和ケアが必要であることを国

民や医療・福祉従事者などの対象者に応じて効果的に普及啓発する。

(個別目標)

関係機関などと協力し、 3年以内にこれまでの緩和ケアの研修体制を見直し、



5年以内に、がん診療に携わる全ての医療従事者が基本的な緩和ケアを理解し、

知識と技術を習得することを目標とする。特に拠点病院では、自施設のがん診

療に携わる全ての医師が緩和ケア研修を修了することを目標とする。

また、 3年以内に、拠点病院を中心に、緩和ケアを迅速に提供できる診療体

制を整備するとともに、緩和ケアチームや緩和ケア外来などの専門的な緩和ケ

アの提供体制の整備と質の向上を図ることを目標とする。

こうした取組により、患者とその家族などががんと診断された時から身体

的・精神心理的・社会的苦痛などに対して適切に緩和ケアを受け、こうした苦

痛が緩和されることを目標とする。

(4 ) 地域の医療・介護サービス提供体制の構築

(現状)

医療提供体制については、がん患者がその居住する地域にかかわらず等しく

科学的根拠に基づく適切ながん医療を受けることができるよう拠点病院の整備

が進められてきた。 平成24(2012)年1月現在、 388の拠点病院が整

備され、 2次医療圏に対する拠点病院の整備率は67%となっている。

しかし、近年、拠点病院聞に診療実績の格差があることに加え、診療実績や

支援の内容が分かりやすく国民に示されていないとの指摘がある。また、拠点

病院は、 2次医療圏に原則 1つとされているため、既に閉じ医療圏に拠点病院

が指定されている場合は、原則指定することができない。さらに、毘指定の拠

点病院に加え、都府県が独自の要件に従ってがん医療を専門とする病院を指定

しているため、患者にとって分かりにくいとの指摘もあり、新たな課題が浮か

び上がっている。

地域連携については、がん医療の均てん化を目的に、地域の医療連携のツー

ルとして、平成20 (2008)年より地域連携クリテイカルパスの整備が開

始された。

しかし、多くの地域で地域連携クリテイカルパスが十分に機能しておらず、

十分な地域連携の促進につながっていないと指摘されている。

また、在宅医療・介護サービスについては、がん患者の聞でもそのニーズが

高まっているが、例えば、がん患者の自宅での死亡割合は過去5年間大きな変

化が見られていない。



こうした状況の中、施設中心の医療から生活の場で必要な医療・介護サービ

スを受けられる体制を構築することにより、住み慣れた場で安心して自分らし

い生活を送ることのできる社会の実現が求められている。

そのため、入院医療機関では、在宅療養を希望する患者に対し、患者とその

家族に十分に説明した上で、円滑に切れ目なく在宅医療凶介護サービスへ移行

できるよう適切に対応することが必要である。また、在宅医療や介護を担う医

療福祉従事者の育成に当たっては、在宅療養中のがん患者が非がん患者と比較

して症状が不安定な場合が多いことを踏まえ、がん患者への医療・介護サービ

スについて、よりきめ細かな知識と技術を習得させることが必要である。さら

に、市町村等でも、急速な病状の変化に対応し、早期に医療・介護サービスが

提供されるよう、各制度の適切な運用が求められている。

(取り組むべき施策)

拠点病院のあり方(拠点病院の指定要件、拠点病院と都道府県が指定する拠

点病院の役割、国の拠点病院に対する支援、拠点病院と地域の医療機関との連

携、拠点病院を中心とした地域のがん医療水準の向上、国民に対する医療・支

援や診療実績等の情報提供の方法、拠点病院の客観的な評価、地域連携クリテ

イカルパスの運用等)について、各地域の医療提供体制を踏まえた上で検討す

る。

拠点病院は、在宅緩和ケアを提供できる医療機関などとも連携して、医療従

事者の在宅医療に対する理解を一層深めるための研修などを実施するとともに、

患者とその家族が希望する療養場所を選択でき、切れ目なく質の高い緩和ケア

を含めた在宅医療・介護サービスを受けられる体制を実現するよう努める。ま

た、国はこうした取組を支援する。

地域連携や在宅医療・介護サービスについては、患者の複雑な病態や多様な

ニーズにも対応できるよう、地域の経験や創意を取り入れ、多様な主体が役割

分担の下に参加する、地域完結型の医療・介護サービスを提供できる体制の整

備、各制度の適切な運用とそれに必要な人材育成を進める。

(個別目標)

がん患者がその居住する地域にかかわらず等しく質の高いがん医療を受けら

れるよう、 3年以内に拠点病院のあり方を検討し、 5年以内に検討結果を踏ま

えてその機能を更に充実させることを目標とする。



また、がん患者が住み慣れた家庭や地域での療養や生活を選択できるよう在

宅医療・介護サービス提供体制の構築を目標とする。

(5) 医薬品・医療機器の早期開発・承認等に向けた取組

(現状)

がん医療の進歩は目覚ましいが、治験着手の遅れ、治験の実施や承認審査に

時間がかかる等の理由で、欧米で標準的に使用されている医薬品・医療機器が

日本で使用できない状況であるいわゆる「ドラッグ・ラグj rデバイス・ラグ」

が問題となっている。

こうした問題に取り組むため、政府では「革新的医薬品・医療機器創出のた

めの 5か年戦略j (平成 19(2007)年)、「新たな治験活性化5カ年計画」

(平成 19(2007)年)、「医療機器の審査迅速化アクシヨンプログラムj(平

成 20 (2008)年)に基づき医薬品・医療機器の早期開発・承認に向けた

取組が行われ、審査期間の短縮等が図られてきている。

また、欧米では使用が認められているが、圏内では承認されていない医薬品

や適応(未承認薬・適応外薬)に係る要望の公募を実施し、「医療上の必要性の

高い未承認薬・適応外薬検討会議」の中で、医療上の必要性を判断し、企業へ

の開発要請や開発企業の募集を行う取組が平成 21 (2009)年より進めら

れている。

具体的には、学会や患者団体等から平成 21 (2009) 年当時、未承認薬

のみならず、適応外薬についても多くの要望が提出され、そのうち医療上の必

要性の高い未承認薬・適応外薬について、承認に向けた取組が進められている。

しかしながら、国際水準の質の高い臨床研究を行うための基盤整備が十分で

ないほか、がんの集学的治療開発を推進するための研究者主導臨床試験を実施

する基盤も不十分である。特に希少がん・小児がんについては患者の数が少な

く治験が難しいためドラッグ・ラグの更なる拡大が懸念されており、一層の取

組が求められている。

(取り組むべき施策)

質の高い臨床研究を推進するため、国際水準の臨床研究の実施や研究者主導

治験の中心的役割を担う臨床研究中核病院(仮称)を整備していくほか、引き

続き研究者やCRC (臨床研究コーディネーター)等の人材育成に努める。



独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下 rpMDAJという。)は、引き

続き薬事戦略相談事業を継続するなど体制を強化しつつ、 PMDAと大学・ナ

ショナルセンタ一等の人材交流を進め、先端的な創薬・医療機器等の開発に対

応できる審査員の育成を進めていく。

未来認薬・適応外薬の開発を促進するため、引き続き、「医療上の必要性の高

い未承認薬・適応外薬検討会議」を定期的に開催し、欧米等で承認等されてい

るが圏内で未承認・適応外の医薬品等であって医療上必要性が高いと認められ

るものについて、関係企業に治験実施等の開発を要請する取組を行う。また、

こうした要請に対して企業が治験に取り組めるよう、企業治験を促進するため

の方策を、既存の取組の継続も含めて検討する。未承認薬のみならず適応外薬

も含め、米国等の承認の状況を抱握するための取組に着手する。

「医療上の必要性の高Jい未承認薬・適応外薬検討会議」の中で、医療上の必

要性が高いと判断されたfにもかかわらず、長期間治験が見込まれない抗がん剤

についても、保険外併用療養費制度の先進医療の運用を見直し、先進医療の迅

速かっ適切な実施について取り組んでいく。

なお、がんを含め、致死的な疾患等で他の治療法がない場合に、未承認薬や

適応外薬を医療現場でより使いやすくするための方策については、現行制度の

基本的な考え方や患者の安全性の確保といった様々な観点や課題を踏まえつつ、

従前からの議論を継続する。

希少疾病用医薬品・医療機器について、専門的な指導・助言体制を有する独

立行政法人医薬基盤研究所を活用するなど、より重点的な開発支援を進めるた

めの具体的な対策を検討する。

臨床研究や治験を進めるためには患者の参加が不可欠であることから、国や

研究機関等は、国民や患者の目線に立って、臨床研究・治験に対する普及啓発

を進め、患者に対して臨床研究・治験に関する適切な情報提供に努める。

(個別目標)

医薬品・医療機器の阜期開発・承認等に向けて、臨床研究中核病院(仮称)

の整備、 PMDAの充実、未承認薬開適応外薬の治験の推進、先進医療の迅速

かつ適切な実施等の取組を一層強化し、患者を含めた国民の視点に立って、有



効で安全な医薬品を迅速に提供するための取組を着実に実施することを目標と

する。

(6) その他

(現状)

病理診断医については、これまで拠点病院では、病理・細胞診断の提供体制

の整備を行ってきたが、依然として病理診断医の不足が深刻な状況にある。

リハビリテーションについては、治療の影響から患者の瞭下や呼吸運動など

の日常生活動作に障害が生じることがあり、また、がん患者の病状の進行に伴

い、次第に日常生活動作に次第に障害を来し、著しく生活の質が悪化すること

がしばしば見られることから、がん領域でのリハビリテーションの重要性が指

摘されている。

希少がんについては、様々な希少がんが含まれる小児がんをはじめ、肉腫、

口腔がんや成人T細胞白血病(以下 rA T LJという。)など、数多くの種類が

存在するが、それぞれの患者の数が少なく、専門とする医師や施設も少ないこ

とから、診療ガイドラインの整備や有効な診断・治療法を開発し実用化するこ

とが難しく、現状を示すデータや医療機関に関する情報も少ない。

(取り組むべき施策)

病理診断については、若手病理診断医の育成をはじめ、細胞検査士等の病理

関連業務を専門とする臨床検査技師の適正配置などを行い、さらに病理診断を

補助する新たな支援のあり方や病理診断システムや情報技術の導入、中央病理

診断などの連携体制の構築などについて検討し、より安全で質の高い病理診断

や細胞診断の均てん化に取り組む。

リハビリテーションについては、がん患者の生活の質の維持向上を目的とし

て、運動機能の改善や生活機能の低下予防に資するよう、がん患者に対する質

の高いリハビリテーションについて積極的に取り組む。

希少がんについては、患者が安心して適切な匡療を受けられるよう、希少が

んに関する標準的治療の提供体制、情報の集約・発信、相談支援、研究開発等

のあり方について、希少がんが数多く存在する小児がん対策の進捗等を参考に

しながら検討する。



(個別目標)

3年以内に、拠点病院などで、病理診断の現状を調査し、がん診療の病理診

断体制のあり方などについて検討する。また、拠点病院などで、がんのリハビ

リテーションに関わる医療従事者に対して質の高い研修を実施し、その育成に

取り組む。希少がんに対しては、臨床研究体制の整備とともに個々の希少がん

に見合った診療体制のあり方を検討する。

2. がんに関する相談支援と情報提供

(現状)

医療技術の進歩や情報端末の多様化に伴い多くの情報があふれる中、患者や

その家族が医療機関や治療の選択に迷う場面も多くなっていることから、これ

まで拠点病院を中心に相談支援センターが設置され、患者とその家族のがんに

対する不安や疑問に対応してきた。

また、国立がん研究センターでは、様々ながんに関連する情報の収集、分析、

発信、さらに相談員の研修や各種がんに関する小冊子の作成配布等、相談支援

と情報提供の中核的な組織として活動を行ってきた。さらに、学会、医療機関、

患者団体、企業等を中心として、がん患者サロンや患者と閉じような経験を持

つ者による支援(ピア・サポート)などの相談支援や情報提供に係る取組も広

がりつつある。

しかしながら、患者とその家族のニーズが多様化している中、相談支援セン

ターの実績や体制に差がみられ、こうした差が相談支援や情報提供の質にも影

響していることが懸念されている。また、相談に対応可能な人員が限られる中、

最新の情報を正確に提供し、精神心理的にも患者とその家族を支えることので

きる体制の構築などの課題が指摘されている。

(取り組むべき施策)

国岡地方公共団体・拠点病院等の各レベルでどのような情報提供と相談支援

をすることが適切か明確にし、学会、医療機関、患者団体、企業等の力も導入

したより効率的・効果的な体制構築を進める。

拠点病院は、相談支援センターの人員確保、院内・院外の広報、相談支援セ

ンター聞の情報共有や協力体制の構築、相談者からフィードパックを得るなど

の取組を実施するよう努め、園はこうした取組を支援する。



拠点病院は、相談支援センターと院内診療科との連携を図り、特に精神心理

的苦痛を持つ患者とその家族に対して専門家による診療を適切な時期に提供す

るよう努める。

がん患者の不安や悩みを軽減するためには、がんを経験した者もがん患者に

対する相談支援に参加することが必要であることから、固と地方公共団体等は、

ピア・サポートを推進するための研修を実施するなど、がん患者・経験者との

協働を進め、ピア・サポートをさらに充実するよう努める。

国立がん研究センターは、相談員に対する研修の充実や情報提供・相談支援

等を行うとともに、希少がんや全国の医療機関の状況等についてもより分かり

やすく情報提供を行い、全国の中核的機能を担う。

PMDAは、関係機関と協力し、副作用の情報収集・評価と患者への情報提

供を行う。

(個別目標)

患者とその家族のニーズが多様化している中、地方公共団体、学会、医療機

関、患者団体等との連携の下、患者とその家族の悩みや不安を汲み上げ、がん

の治療や副作用・合併症に関する情報も含めて必要とする最新の情報を正しく

提供し、きめ細やかに対応することで、患者とその家族にとってより活用しや

すい相談支援体制を早期に実現することを目標とする。

3. がん登録

(現状)

がんの擢患数や擢患率、生存率、治療効果の把握など、がん対策の基礎とな

るデータを得ることにより、エビデンスに基づ、いたがん対策や質の高いがん医

療を実施するため、また、国民や患者への情報提供を通じてがんに対する理解

を深めるためにもがん登録は必須である。

地域がん登録は健康増進法(平成 14年法律第 103号)第 16条に基づき

平成24(2012)年1月現在、 45道府県で実施され、平成24 (201 

2)年度中に全都道府県が実施する予定となっている。また、地域がん登録へ

の積極的な協力と院内がん登録の実施は拠点病院の指定要件であり、拠点病院

で全国の約6割の患者をカバーしていると推定されている。平成23 (201 

1 )年5月、国立がん研究センターが拠点病院の院内がん登録情報を初めて公



関した。

地域がん登録の取組は徐々に拡大し、登録数も平成 19(2007)年35

万件から平成22(2010)年59万件へと順調に増加しているが、医療機

関に届出の義務はなく、職員も不足している等の理由から院内がん登録の整備

が不十分であること、現在の制度の中で、患者の予後情報を得ることは困難又

はその作業が過剰な負担となっていること、地域がん登録は各都道府県の事業

であるため、データの収集、予後調査の方法、人員、個人情報保護の取扱いな

どの点でばらつきがみられることなどが課題としてあげられる。 さらに、国の

役割についても不明確であり、こうした理由から、地域がん登録データの精度

が不十分であり、データの活用(国民への還元)が進んでいないとの指摘があ

る。

(取り組むべき施策)

法的位置付けの検討も含めて、効率的な予後調査体制を構築し、地域がん登

録の精度を向上させる。また、地域がん登録を促進するための方策を、既存の

取組の継続も含めて検討する。

園、地方公共団体、医療機関等は、地域がん登録の意義と内容について周知

を図るとともに、将来的には検診に関するデータや学会による臓器がん登録等

と組み合わせることによって更に詳細にがんに関する現状を分析していくこと

を検討する。

国立がん研究センターは、拠点病院等への研修、データの解析・発信、地域・

院内がん登録の標準化への取組等を引き続き実施し、各医療機関は院内がん登

録に必要な人材を確保するよう努める。

(個別目標)

5年以内に、法的位置付けの検討も含め、効率的な予後調査体制の構築や院

内がん登録を実施する医療機関数の増加を通じて、がん登録の精度を向上させ

ることを目標とする。

また、患者の個人情報の保護を徹底した上で、全てのがん患者を登録し、予

後調査を行うことにより、 E確ながんの擢患数や擢患率、生存率、治療効果等

を把握し、国民、患者、医療従事者、行政担当者、研究者等が活用しやすいが

ん登録を実現することを目標とする。



4. がんの予防

(現状)

がんの原因は、喫煙(受動喫煙を含む)、食生活、運動等の生活習慣、ウイル

スや細菌への感染など様々なものがある。特に、喫煙が肺がんをはじめとする

種々のがんの原因となっていることは、科学的根拠をもって示されている。

たばこ対策については、 f 2 1世紀における国民健康づくり運動j や健康培

進法に基づく受動喫煙対策を行ってきたが、平成 17(2005)年に「たば

この規制に関する世界保健機関枠組条約』が発効したことから、日本でも、同

条約の締約国として、たばこ製品への注意文言の表示強化、広告規制の強化、

禁煙治療の保険適用、公共の場は原則として全面禁煙であるべき旨の通知の発

出等対策を行ってきた。また、平成 22(2010)年 10月には、国民の健

康の観点から、たばこの消費を抑制するという考え方の下、 1本あたり 3. 5 

円のたばこ税率の引上げを行った。

こうした取組により、成人の喫煙率は、 24. 1 % (平成 19 (2007) 

年)から 19.5%(平成22(2010)年)と減少したところであるが、

男性の喫煙率は、 32. 2%  (平成 22(2010)年)と諸外国と比較する

と依然高い水準である。

また、成人の喫煙者のうち、禁煙を希望している者は、 28.9% (平成 1

9 (2007)年)から 37. 6%  (平成 22(2010)年)と増加してい

る。

受動喫煙の機会を有する者の割合については、行政機関は 16. 9%  (平成

20  (2008)年)、医療機関は 13. 3 %  (平成20 (2008)年)とな

っている。一方、職場の受動喫煙の状況については、「全面禁煙j又は「喫煙室

を設けそれ以外を禁煙Jのいずれかの措置を講じている事業所の割合が64%、

職場で受動喫煙を受けている労働者が44%(平成 23(2011)年)とさ

れ、職場の受動喫煙に対する取組が遅れている。また、家庭で日常的に受動喫

煙の機会を有する者の割合は 10.7%(平成 22 (2010)年)、飲食庖で

受動喫煙の機会を有する者の割合は 50. 1%  (平成 22(2010)年)と

なっている。

また、ウイルスや細菌への感染は、男性では喫煙に次いで 2番目、女性では

最もがんの原因として寄与が高い因子とされている。例えば、子宮頚がんの発

がんと関連するヒトパピローマウイルス(以下 fHP V Jという。)、肝がん



と関連する肝炎ウイルス、 ATLと関連するヒトT細胞白血病ウイルス 1型(以

下 rHT L Vー 1Jという。)、胃がんと関連するへリコパクター・ピロリな

どがある。この対策として、子宮頚がん予防 (HP V) ワクチン接種の推進、

肝炎ウイルス検査体制の整備、 HTLVー 1の感染予防対策等を実施している。

がんと関連する生活習慣等については、 r 2 1世紀における国民健康づくり

運動」等で普及・啓発等を行ってきたが、多量に飲酒する人の割合や野菜の摂

取量に変化が見られず、果物類を摂取している人の割合が低下しているなど、

普及啓発が不十分な部分がある。

(取り組むべき施策)

たばこ対策については、喫煙率の低下と受動喫煙の防止を達成するための施

策等をより一層充実させる。具体的には、様々な企業・団体と連携した喫煙が

与える健康への悪影響に関する意識向上のための普及啓発活動の一層の推進の

他、禁煙希望者に対する禁煙支援を図るとともに、受動喫煙の防止については、

平成 22(2010)年に閣議決定された「新成長戦略」の工程表の中で、「受

動喫煙のない職場の実現」が目標として掲げられていることを踏まえ、特に職

場の対策を強化する。また、家庭における受動喫煙の機会を低下させるに当た

っては、妊産婦の喫煙をなくすことを含め、受動喫煙防止を推進するための普

及啓発活動を進める。

感染に起因するがんへの対策のうち、 HPVについては、子宮頚がん予防 (H

P V)ワクチンの普及啓発、ワクチンの安定供給に努めるとともにワクチン接

種の方法等のあり方について検討を行う。また、引き続き子宮頚がん検診につ

いても充実を図る。肝炎ウイルスについては、肝炎ウイルス検査体制の充実や

普及啓発を通じて、肝炎の早期発見・早期治療につなげることにより、肝がん

の発症予防に努める。また、 B型肝炎ウイルスワクチンの接種の方法等のあり

方について検討を行う。 HTLV-1については、感染予防対策等に引き続き

取り組む。ヘリコパクタ一回ピロリについては、除菌の有用性について内外の

知見をもとに検討する。

その他の生活習慣等については、「飲酒量の低減」、「定期的な運動の継続J、

「適切な体重の維持」、 「野菜個果物摂取量の増加」、 「食塩摂取量の減少」

等の日本人に推奨できるがん予防法について、効果的に普及啓発等を行う。



(個別目標)

喫煙率については、平成34 (2022)年度までに、禁煙希望者が禁煙す

ることにより成人喫煙率を 12%とすることと、来成年者の喫煙をなくすこと

を目標とする。さらに、受動喫煙については、行政機関及び医療機関は平成3

4 (2022)年度までに受動喫煙の機会を有する者の割合を0%、職場につ

いては、事業者が「全面禁煙」文は「喫煙室を設けそれ以外を禁煙」のいずれ

かの措置を講じることにより、平成32 (2020)年までに、受動喫煙の無

い職場を実現することを目標とする。また、家庭、飲食庖については、喫煙率

の低下を前提に、受動喫煙の機会を有する者の割合を半減することにより、平

成34 (2022)年度までに家庭は3%、飲食庖は 15%とすることを目標

とする。

また、感染に起因するがんへの対策を推進することにより、がんを予防する

ことを目標とする。

さらに、生活習慣改善については、 「ハイリスク飲酒者の減少」、 「運動習

慣者の増加」、 「野菜と果物の摂取量の増加」、 「塩分摂取量の減少」等を目

標とする。

5. がんの早期発見

(現状)

がん検診は健康増進法に基づく市町村(特別区を含む。以下閉じ。)の事業

として行われている。

国は、平成23 (2011)年度までにがん検診受診率を 50%以上にする

ことを目標に掲げ、がん検診無料クーポンと検診手帳の配布や、企業との連携

促進、受診率向上のキャンペーン等の取組を行ってきた。また、がん検診の有

効性や精度管理についても検討会を開催する等、科学的根拠に基づくがん検診

を推進してきた。さらに、地方公共団体でも、普及啓発活動や現場の工夫によ

り受診率向上のための取組を実施してきた。

しかしながら、がん検診の受診率は、子宮頚がん開乳がん検診で近年上昇し、

年代!とよっては40%を超えているが、依然として諸外国に比べて低く、 20%

から 30%程度である。この理由としてがん検診へのアクセスが悪い、普及啓

発が不十分であること等が指摘され、また、厚生労働省研究班によると対象者

全員に受診勧奨をしている市町村は約半数に留まっている。

また、科学的根拠に基づくがん検診の実施についても十分でなく、国の指針



以外のがん種の検診を実施している市町村と国の指針以外の検診項目を実施し

ている市町村の数はそれぞれ 1000を超えている。また、精度管理を適切に

実施している市町村数は徐々に増加しているが、依然として少ない。

さらに、現状、がん検診を受けた者の 40%から 50%程度が職域で受けて

いるほか、個人でがん検診を受ける者もいる。しかしながら、職域等のがん検

診の受診率や精度管理については定期的に把握する仕組みがないことも課題と

なっている。

(取り組むべき施策)

市町村によるがん検診に加えて、職域のがん検診や、個人で受診するがん検

診、さらに、がん種によっては医療や定期健診の中でがん検診の検査項目が実

施されていることについて、その実態のより正確な分析を行う。

がん検診の項目について、国内外の知見を収集し、科学的根拠のあるがん検

診の方法等について検討を行う。都道府県は市町村が科学的根拠に基づ、くがん

検診を実施するよう、引き続き助言を行い、市町村はこれを実施するよう努め

る。さらに、職域のがん検診についても科学的根拠のあるがん検診の実施を促

すよう普及啓発を行う。

都道府県は、生活習慣病検診等管理指導協議会の一層の活用を図る等により、

がん検診の実施方法や精度管理の向ょに向けた取組を検討する。

精度管理の一環として、検診実施機関では、受診者へ分かりやすくがん検診

を説明するなど、受診者の不安を軽減するよう努める。

受診率向上施策については、これまでの施策の効果を検証した上で、検診受

診の手続きの簡便化、効果的な受診勧奨方法の開発、職域のがん検診との連携

など、より効率的・効果的な施策を検討する。

がん検診の意義、がんの死亡率を下げるため政策として行う対策型検診と人

間ドックなどの任意型検診との違いや、がん検診で必ずがんを見つけられるわ

けではないことやがんがなくてもがん検診の結果が「陽性」となる場合もある

などがん検診の欠点についても理解を得られるよう普及啓発活動を進める。



(個別目標)

5年以内に、全ての市町村が、精度管理・事業評価を実施するとともに、科

学的根拠に基づくがん検診を実施することを目標とする。

がん検診の受診率については、 5年以内に50%(胃、肺、大腸は当面40%)

を達成することを目標とする。目標値については、中間評価を踏まえ必要な見

直しを行う。また、健康増進法に基づくがん検診では、年齢制限の上限を設け

ず、ある一定年齢以上の者を対象としているが、受診率の算定に当たっては、

海外諸国との比較等も踏まえ、 40歳から 69歳(子宮頚がんは20歳から 6

9歳)までを対象とする。

がん検診の項目や方法については、国内外の知見を収集して検討し、科学的

根拠のあるがん検診の実施を目標とする。

6. がん研究

(現状)

日本のがん研究は、平成 16 (2004)年度に策定された「第3次対がん

1 0か年総合戦略」を基軸として、戦略的に推進されるとともに、これまでの

基本計画で掲げられた、難治性がんの克服や患者のQOL向上に資する研究な

ど臨床的に重要性の高い研究や、がん医療の均てん化など政策的に必要性の高

い研究に重点的に取り組んできている。

また、圏内のがん研究に対する公的支援は、厚生労働省、文部科学省、経済

産業省など複数の関係省庁により実施され、内閣府の総合科学技術会議と内閣

官房医療イノベーション推進室によって各省庁によるがん研究事業の企画立案

から実施状況までの評価が行われ、省庁聞の一定の連携が図られるとともに、

がん研究の推進体制や実施基盤に多様性をもたらしている。

しかし、依然として、多くのがん種でその本態には未だ解明されていない部

分も多く、がんの予防や根治、治療に伴う副作用の軽減等を目指した基礎研究

をさらに推進する必要がある。また、近年は、国際的に進められているがんワ

クチン開発等の免疫療法をはじめ、日本発のがん治療薬や医療機器の開発の遅

れが指摘され、特に難治性がんや小児がんを含めた希少がんについては、創薬

や機器開発をはじめとして、有効な診断・治療法を早期に開発し、実用化する

ことが求められている。

また、基礎研究、臨床研究、公衆衛生研究等、全ての研究分野でその特性に

適した研究期間の設定や研究費の適正配分が行われてなく、研究に関わる専門



の人材育成等を含めた継続的な支援体制が十分に整備されていないことが、質

の高い研究の推進の障害となっている。

さらに、各省庁による領域毎のがん研究の企画・設定と省庁間連携、圏内の

がん研究の実施状況の全貌の把握と更なる戦略的・一体的な推進が求められて

いる。

この他、全てのがん研究に関して、その明確な目標や方向性が患者や国民に

対して適切に伝えられてなく、その進捗状況を的確に把握し評価するため体制

も不十分である。

(取り組むべき施策)

ドラッグ・ラグとデバイス・ラグの解消の加速に向け、より質の高い臨床試

験の実施を目指し、がんの臨床試験を統合・調整する体制や枠組みを整備する。

また、日本発の革新的な医薬品・医療機器を創出するため、がん免疫療法の

がんワクチンや抗体薬の有用性を踏まえた創薬研究をはじめ、国際水準に準拠

した上で、 fi r st-i n-human試験(医薬品や医療機器を初めてヒトに使用する試

験をいう。)、未承認薬などを用いた研究者主導臨床試験を実施するための基盤

整備と研究施設内の薬事支援部門の強化を推進する。

より効率的な適応拡大試験などの推進のため、平成 24(2012)年度よ

り臨床試験グループの基盤整備に対する支援を図る。

固形がんに対する革新的外科治療・放射線治療の実現、新たな医療機器導入

と効果的な集学的治療法開発のため、中心となって臨床試験に取り組む施設を

整備し、集学的治療の臨床試験に対する支援を強化する。

がんの特性の理解とそれに基づく革新的がん診断・治療法の創出に向け、先端

的生命科学をはじめとする優良な医療シーズ(研究開発に関する新たな発想や

技術などをいう。)を生み出すがんの基礎研究への支援を一層強化するとともに、

その基礎研究で得られた成果を臨床試験等へつなげるための橋渡し研究などへ

の支援の拡充を図る。

限られた研究資源を有効に活用するため、公的なバイオパンクの構築や解析

研究拠点等の研究基盤の整備と情報の共有を促進することにより、日本人のが



んゲノム解析を推進する。

園内の優れた最先端技術を応用した次世代の革新的医療機器開発を促進する。

また、実際に一定数のがん患者に対して高度標準化治療を実施している施設に

医療機器開発プラットフオームを構築し、それを活用した効率的な臨床試験の

推進に対して継続的に支援する。

がんの予防方法の確立に向けて、大規模な公衆衛生研究や予防研究が効率的

に実施される体制を整備し、放射線・化学物質等への健康影響、予防介入効果、

検診有効性等の評価のための大規模疫学研究を戦略的に推進するとともに、公

衆衛生研究の更なる推進のため、個人情報保護とのバランスを保ちつつ、がん

に関する情報や行政資料を利用するための枠組みを整備する。
、
、日

社会でのがん研究推進全般に関する課題を解決するため、研究成果に対する

透明性の高い評価制度を確立・維持するとともに、がん研究全般の実施状況と

その成果を国民に積極的に公開することにより、がん研究に対する国民ゃがん

患者の理解の深化を図り、がん患者が主体的に臨床研究に参画しやすい環境を

整備する。

がん登録の更なる充実を通じて、がん政策科学へのエビデンスの提供を推進

するとともに、 予防掴検診 E 診断ガイドラインの作成や、がん予防の実践、が

ん検診の精度管理、がん医療の質評価、患者の経済的負担や就労等に関する政

策研究に対して効果的な研究費配分を行う。

若手研究者(リサーチ・レジデント等)や研究専門職の人材をはじめとする

がん研究に関する人材の戦略的育成や、被験者保護に配慮しつつ倫理指針の改

定を行うとともに、研究と倫理審査等の円滑な運用に向けた取組を行う。

(個別目標)

国は、「第3次対がん 10か年総合戦略」が平成25(2013)年に終了す

ることから、 2年以内に、圏内外のがん研究の推進状況を傭敵し、がん研究の

課題を克服し、企画立案の段階から基礎研究、臨床研究、公衆衛生学的研究、

政策研究等のがん研究分野に対して関係省庁が連携して戦略的かっ一体的に推

進するため、今後のあるべき方向性と具体的な研究事項等を明示する新たな総

合的ながん研究戦略を策定することを目標とする。

また、新たながん診断・治療法ゃがん予防方法など、がん患者の視点に立つ

¥ 



て実用化を目指した研究を効率的に推進するため、がん患者の参画などを図り、

関係省庁の連携や研究者間の連携を促進する機能を持った体制を整備し、有効

で安全ながん医療をがん患者を含めた国民に速やかに提供することを目標とす

る。

7 小児がん

(現状)

「がん」は小児の病死原因の第 1位である。小児がんは、成人のがんと異な

り生活習慣と関係なく、乳幼児から思春期、若年成人まで幅広い年齢に発症し、

希少で多種多様ながん種からなる。

一方、小児がんの年間患者の数は 2000人から 2500人と少ないが、小

児がんを扱う施設は約 200程度と推定され、医療機関によっては少ない経験

の中で医療が行われている可能性があり、小児がん患者が必ずしも適切な医療

を受けられていないことが懸念されている。

また、強力な治療による合併症に加え、成長発達期の治療により、治癒した

後も発育・発達障害、内分泌障害、臓器障害、性腺障害、高次脳機能障害、二

次がんなどの問題があり、診断後、長期にわたって日常生活や就学関就労に支

障を来すこともあるため、患者の教育や自立と患者を支える家族に向けた長期

的な支援や配慮が必要である。

さらに、現状を示すデータも限られ、治療や医療機関に関する情報が少なく、

心理社会的な問題への対応を含めた相談支援体制や、セカンドオピニオンの体

制も不十分である。

(取り組むべき施策)

小児がん拠点病院(仮称)を指定し、専門家による集学的医療の提供(緩和

ケアを含む)、患者とその家族に対する心理社会的な支援、適切な療育・教育環

境の提供、小児がんに携わる医師等に対する研修の実施、セカンドオピニオン

の体制整備、患者とその家族、医療従事者に対する相談支媛等の体制を整備す

る。

小児がん拠点病院を整備したのち、小児がん拠点病院は、地域性も踏まえて、

患者が速やかに適切な治療が受けられるよう、地域の医療機関等との役割分担

と連携を進める。また、患者が、発育時期を可能な限り慣れ親しんだ地域に留



まり、他の子どもたちと同じ生活・教育環境の中で医療や支援を受けられるよ

うな環境を整備する。

小児がん経験者が安心して暮らせるよう、地域の中で患者とその家族の不安

や治療による合併症、二次がんなどに対応できる長期フォローアップの体制と

ともに、小児がん経験者の自立に向けた心理社会的な支援についても検討する。

小児がんに関する情報の集約圃発信、診療実績などのデータベースの構築、

コールセンタ一等による相談支援、全国の小児がん関連施設に対する診療、連

携、臨床試験の支援等の機能を担う中核的な機関のあり方について検討し整備

を開始する。

(個別目標)

小児がん患者とその家族が安心して適切な医療や支援を受けられるような環

境の整備を目指し、 5年以内に、小児がん拠点病院を整備し、小児がんの中核

的な機関の整備を開始することを目標とする。

8. がんの教育関普及啓発

(現状)

健康については子どもの頃から教育することが重要であり、学校でも健康の

保持増進と疾病の予防といった観点から、がんの予防も含めた健康教育に取り

組んでいる。しかし、がんそのものやがん患者に対する理解を深める教育は不

十分であると指摘されている。

また、患者を含めた国民に対するがんの普及啓発は、例えば「がん検診50%

集中キャンペーン」の開催、国立がん研究センターや拠点病院等の医療機関を

中心とした情報提供や相談支援、民間を中心としたキャンペーン、患者支援、

がん検診の普及啓発や市民公開講座など様々な形で行われている。しかし、い

まだがん検診の受診率は20%から 30%程度であるなどがんに対する正しい

理解が必ずしも進んでいない。

さらに、職域でのがんの普及啓発、がん患者への理解、がんの薬が開発され

るまでの過程や治験に対する理解、様々な情報端末を通じて発信される情報に

よる混乱等新たなニーズや問題も明らかになりつつある。



(取り組むべき施策)

健康教育全体の中で「がん」教育をどのようにするべきか検討する。

地域性を踏まえて、がん患者とその家族、がんの経験者、がん医療の専門家、

教育委員会をはじめとする教育関係者、園、地方公共団体等が協力して、対象

者ごとに指導内容聞方法を工夫した「がんJ教育の試行的取組や副読本の作成

を進めていくとともに、国は民間団体等によって実施されている教育活動を支

援する。

国民への普及啓発について、国や地方公共団体は引き続き、検診や緩和ケア

などの普及啓発活動を進めるとともに、民間団体によって実施されている普及

啓発活動を支援する。

患者とその家族に対しても、国や地方公共団体は引き続き、拠点病院等医療

機関の相談支援 E 情報提供機能を強化するとともに、民間団体によって実施さ

れている相談支援=情報提供活動を支援する。

(個別目標)

子どもに対しては、健康と命の大切さについて学び、自らの健康を適切に管

理し、がんに対する正しい知識とがん患者に対する正しい認識を持つよう教育

することを目指し、 5年以内に、学校での教育のあり方を含め、健康教育全体

の中で「がんJ教育をどのようにするべきか検討し、検討結果に基づく教育活

動の実施を目標とする。

国民に対しては、がん予防や早期発見につながる行動変容を促し、自分や身

近な人ががんに擢患しでもそれを正しく理解し、向かい合うため、がんの普及

啓発活動をさらに進めることを目標とする。

患者に対しては、がんを正しく理解し向き合うため、患者が自分の病状、治

療等を学ぶことのできる環境を整備する。患者の家族についても、患者の病状

を正しく理解し、患者の心の変化、患者を支える方法などに加え、患者の家族

自身も心身のケアが必要であることを学ぶことのできる環境を整備することを

目標とする。

9. がん患者の就労を含めた社会的な問題

(現状)

毎年 20歳から 64歳までの約 22万人ががんに擢患し、約7万人ががんで

死亡している一方、がん医療の進歩とともに、日本の全がんの 5年相対生存率



は 57%であり、がん患者 E 経験者の中にも長期生存し、社会で活躍している

者も多い。

一方、がん患者・経験者とその家族の中には就労を含めた社会的な問題に直

面している者も多い。例えば、厚生労働省研究班によると、がんに擢患した勤

労者の 30%が依願退職し、 4%が解雇されたと報告されている。こうしたこ

とから、就労可能ながん患者・経験者さえも、復職、継続就労、新規就労する

ことが困難な場合があると想定される。

また、拠点病院の相談支援センターでも、就労、経済面、家族のサポートに

関することなど、医療のみならず社会的な問題に関する相談も多い。しかしな

がら、必ずしも相談員が就労に関する知識や情報を十分に持ち合わせていると

は限らず、適切な相談支援や情報提供が行われていないことが懸念される。

(取り組むべき施策)

がん以外の患者へも配慮しつつ、がん患者・経験者の就労に関するニーズや

課題を明らかにした上で、職場でのがんの正しい知識の普及、事業者・がん患

者やその家族・経験者に対する情報提供・相談支援体制のあり方等を検討し、

検討結果に基づいた取組を実施する。

働くことが可能かつ働く意欲のあるがん患者が働けるよう、医療従事者、産

業医、事業者等との情報共有や連携の下、プライパシ一保護にも配慮しつつ、

治療と職業生活の両立を支援するための仕組みについて検討し、検討結果に基

づき試行的取組を実施する。

がん患者も含めた患者の長期的な経済負担の軽減策については、引き続き検

討を進める。

医療機関は、医療従事者にとって過度な業務負担とならないよう健康確保を

図った上で、患者が働きながら治療を受けられるように配慮するよう努めるこ

とが望ましい。

事業者は、がん患者が働きながら治療や療養できる環境の整備、さらに家族

ががんになった場合でも働き続けられるような配慮に努めることが望ましい。

また、職場や採用選考時にがん患者・経験者が差別を受けることのないよう十

分に留意する必要がある。



(個別目標)

がん患者・経験者の就労に関するこーズや課題を 3年以内に明らかにした上

で、園、地方公共団体、関係者等が協力して、がんやがん患者・経験者に対す

る理解を進め、がん患者・経験者とその家族等の仕事と治療の両立を支援する

ことを通じて、抱えている不安の軽減を図り、がんになっても安心して働き暮

らせる社会の構築を目標とする。

|第5 がん対策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事調

1 . 関係者等の連携協力の更なる強化

がん対策の推進に当たっては、園、地方公共団体と関係者等が、適切な役割

分担の下、相互の連携を図りつつ一体となって努力していくことが重要である。

2. 都道府県による都道府県計画の策定

都道府県では、基本計画を基本として、平成25(2013)年度からの新

たな医療計画等との調和を図り、がん患者に対するがん医療の提供の状況等を

踏まえ、地域の特性に応じた自主的かつ主体的な施策も盛り込みつつ、なるべ

く早期に「都道府県がん対策推進計画j の見直しを行うことが望ましい。

3. 関係者等の意見の把握

がん対策を実効あるものとして総合的に展開していくため、固と地方公共団

体は、関係者等の意見の把握に努め、がん対策に反映させていくことが極めて

重要である。

4. がん患者を含めた国民等の努力

がん対策は、がん患者を含めた国民を中心として展開されるものであるが、

がん患者を含めた国民は、その恩恵を受けるだけでなく、主体的かつ積極的に

活動する必要がある。また、企業等には、国民のがん予防行動を推進するため

の積極的な支援・協力が望まれる。

なお、がん患者を含めた国民には、基本法第6条のとおり、がんに関する正

しい知識を持ち、がんの予防に必要な注意を払い、必要に応じがん検診を受け



るよう努めることの他、少なくとも以下の努力が望まれる。

- がん医療はがん患者やその家族と医療従事者とのより良い人間関係を

基盤として成り立っていることを踏まえ、医療従事者のみならず、がん患

者やその家族も医療従事者との信頼関係を構築することができるよう努

めること。

- がん患者が適切な医療を受けるためには、セカンドオピニオンに関する

情報の提示等を含むがんに関する十分な説明、相談支援と情報提供等が重

要であるが、がん患者やその家族も病態や治療内容等について理解するよ

う努めること。

- がん患者を含めた国民の視点に立ったがん対策を実現するため、がん患

者を含めた国民や患者団体も、園、地方公共団体、関係者等と協力し、が

ん対策を議論する場に参加し、がん医療やがん患者とその家族に対する支

援を向上させるという自覚を持って活動するよう努めること。

- 治験を含む臨床試験を円滑に実行するためには、がん患者の協力が不可

欠であり、理解を得るための普及啓発は重要であるが、がん患者を含めた

国民も、がんに関する治験と臨床試験の意義を理解するよう努めること。

5. 必要な財政措置の実施と予算の効率化・重点化

基本計画による取組を総合的かつ計画的に推進し、全体目標を達成するため

には、がん対策を推進する休制を適切に評価するようなきめ細やかな措置を講

じるなど、各取組の着実な実施に向け必要な財政措置を行っていくことが重要

である。

一方で、近年の厳しい財政事情の下では、限られた予算を最大限有効に活用

することにより、がん対策による成果を収めていくという視点が必要となる。

このため、より効率的に予算の活用を図る観点から、選択と集中の強化、各

施策の重複排除と関係府省聞の連携強化を図るとともに、官民の役割と費用負

担の分担を図る。



6. 目標の達成状況の把握とがん対策を評価する指標の策定

基本計画に定める目標については、適時、その達成状況について調査を行い、

その結果をインターネットの利用その他適切な方法により公表する。また、が

ん対策の評価に資する、医療やサービスの質も含めた分かりやすい指標の策定

について必要な検討を行い、施策の進捗管理と必要な見直しを行う。

なお、国は基本計画に基づくがん対策の進捗状況について 3年を目途に中間

評価を行い、必要に応じて施策に反映する。また、協議会は、がん対策の進捗

状況を適宜把握し、施策の推進に資するよう必要な提言を行う。

7. 基本計画の見直し

基本法第9条第7項では、「政府は、がん医療に関する状況の変化を勘案し、

及びがん対策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも 5年ごとに、基本計画

に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならない」

と定められているが、がんに関する状況の変化、がん対策の進捗状況と評価を

踏まえ、必要があるときは、計画期聞が終了する前であっても、これを変更す

る。



第 8回がん診療連携拠点病院の指定に関する検討会

都道府県プレゼンテーション資料及び推薦意見書等

1、新規指定推薦する医療機関のある都道府県

群馬県・ =・ 1- 6頁

東京都・ 7-43頁

(条件付き指定を受けた医療機関についての内容も含む)

神奈川県・・ .44-57頁

高知県・・ .58......68頁

鹿児島県= • .69......76頁

2、前回検討会にて条件付き指定となった医療機関のある都道府県

北海道圃 g .77......89頁

青森県・ . .90......94頁

3、その他

熊本県 E ・2 ・・・・・・・・・ .95-98頁





群 馬 県

匡E
群馬県 2次医療圏の概要

平成23年9月1日現在

人口割合
がん診療連携拠点病院

Z次医療園名 面積(km) 人口 人口密度 病院数
(略) 既指定病院数 今回推薦病院数 言十

自IJ橋保健医療圏 311.64 339，509 16.99 1，089.4 21 2 。2 

晶崎・安中保健医療圏 735.70 433，377 21.68 589.1 33 。1 

渋川保健医療圏 288.86 118，489 5.93 410.2 11 。
藤岡保健医療圏 476.64 72，824 3.64 152.8 5 。1 

富岡保健医療掴 488.52 78，022 3.90 159.7 4 。1 

吾妻保健医療圏 1，278.27 62，123 3.11 48.6 9 。 。。l

沼岡保健医療圏 1，765.75 90，886 4.55 51.5 7 。 1 

伊勢崎保健医療圏 165.19 237，221 11.87 1，436.1 11 。
桐生保健医療圏 482.80 174，804 8.75 362.1 13 1 。1 

太困・館林保健医療圏 369.80 391，303 19.58 1，058.2 19 。
計 6，363.17 1，998，558 133 9 1 



匡E
平成23年4月 1日現在の指定状況と患者受療動向群馬県

匡E

沼田医療圏に住むがん患者は、
都道府県がん診療連携拠点病院

である(])*群馬大学医学部附属
病院がカバーしている。

①群馬大学医学部附属病院女(平成22年4月1B) 
②前橋赤十字病院(平成22年4月1日〕
③高崎総合医療セン告ー(平成22年4月1日)

④国立病院機構西群馬病院(平成22年4月1日)

⑤公立藤岡総合病院(平成22年4月1日)

⑥公立富岡総合病院(平成22年4月T日)

⑦伊勢崎市民病院(平成22年4月1日)

⑧桐生厚生総合病院(平成22年4月1日〉
⑨群馬県立がんセン告ー(平成22年4月1日)

沼田医療圏

(空白の医療圏)

了一一一

吾妻医療圏に住むがん患者は、

都道府県がん診療連携拠点病院
である①女群馬大学医学部附属
病院がカバーしているロ

( )肉は平成22年1日月末提出の数値、下段は平成23年，0月末提出の数値
※1については、 ESD+EMRの合計数
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I ~*441 
群馬県平成24年度の指定推薦等状況と想定される患者受療動向

吾妻医療闘に住むがん患者
は、①脅都道府県がん診療
連携拠点病院・群馬大学医
学部附属病院がカバーする。

沼田医療圏に住むがん患
者は、地域内の⑩沼田病院
を受診する。

①群馬大学医学部附属病院女(現況)
②前橋赤十字病院(現況)
③高崎総合医療セン聖一(現況)
④酋群馬病院(現況)
⑤公立藤岡総合病院(現況)
⑥公立富岡総合病院(現;兄)
⑦伊勢崎市民病院(現況)
③桐生厚生総合病院(現況)
⑨群馬県立がんセン告ー(現況)
⑩沼田病院(新規)

資料5-1

地域がん診療連携拠点病院の新規指定推薦について

点

造現状と課題

・県北部の沼田医療圏・吾妻医療圏は‘拠点病院が不在の「空白の医療圏」である。

E 県北部の県民に質の高いがん医療を提供することができるようJ均てん化』の推進が

求められる。

22対応

!。遺畳屋盛盟 i 
i ・「沼田病院Jを、地域がん診療連携拠点病院に指定推薦する。

; ・沼田医療菌のがん患者は、地域内の医療機関でがん診療を完結させる体制を構築する。

i。査室医室園
i・吾妻医療圏については、都道府県がん診療連携拠点病院である『群馬大学医学部附属

i 病院』がカバーする。

し一一一一一一一一一一一一一一一一一一…一一一一…一…一一一一一一一一一一一一_____i



25群馬県がん診療連携拠点病院の現状と今後の展開

|資料5-21

病院名
平成21年度 平成22年度 平成23年度

園療医区
分
一
都
道
府
県

群馬大学
医学部附属病院

沼田病院

選|吾妻 I (空白の医療園) 11. 



がん診療連携拠点病院新規指定推薦に係る意見書(群馬県)

「がん診療連携拠点病院の整備に関する指針J(平成20年3月1日付け健発第0301001

号健康局長通知の別添) 1の1の規定に基っき、沼田保健医療圏におけるがん診療連

携拠点病院の新規指定について、以下のとおり意見を付して推薦します。

回新規推薦病院名 独立行政法人国立病院機構沼田病院

圃医療圏名 沼田保健医療圏

-区分

圃指定の経緯

地域がん診療連携拠点病院

平成 18年8月24日~平成22年3月31日

がん診療連携拠点病院指定

・新規指定に係る意見

1 経緯

E 沼田病院は、平成 18年8月にがん診療連携拠点病院に指定されたが、平成22年に

は、新指針に規定された要件の一部が未充足であったため、指定の更新を見送った。

-平成22年4月以降、がん診療連携拠点病院の再指定を目指して診療体制を整えて

きたところ、指定要件を充足することとなったため、推薦しようとするものである。

2 現 状

医本県では 10の2次保健医療圏があり、現在9のがん診療連携拠点病院が指定を

受けている。

-県北部の沼田及び吾妻保健医療閣は、がん診療連携拠点病院が不在となっており、

都道府県がん診療連携拠点病院である群馬大学医学部附属病院が地域の医療機関

と連携しカバーしているが、県北部におけるがん医療の均てん化の推進が課題とな

っている。

3 新規指定推薦に係る本県の考え方

-沼田保健医療恩は、北は新潟県に接する県北部に位置し、面積では県土の約28%

を占めているが、人口は約9万1干人と人口規模が非常に小さい医療圏である。

-沼田市を中心に片品村、川場村、みなかみ町、昭和村の 1市1町3材で構成されて

いるが、地域の地勢・地形条件から一体感の強い地域であり、地域全体として、人

口の減少、急速な高齢化社会への移行、公共交通機関の不便等の課題を抱えている。



-沼田病院の年間新入院がん患者数は817人で入院患者の約33%を占める。また、年

間の新入院がん患者及び外来がん患者の約 9害IJは、沼田保健医療圏肉に居住してお

り、当該地域のがん診療を支えている。

-特に、放射線治療については、平成 23年度にリニアックを更新するなどがん診療

体制の充実を図っている。

-がん診療連携拠点病院が不寄となっている当該医療圏において、指定要件を充足す

る医療機関は他になく、沼田病院を新たにがん診療連携拠点病院として指定するこ

とにより、当該医療圏内のがん診療連携及びがん患者への相談支援等の機能の更な

る強化を図り、本県北部におけるがん医療の均てん化を推進していくものである。



東 吉小 都

匡日

東京都2次医療圏の概要
平成23年9月1日現在

人口割合
がん君主療連接拠点病院

Z次医療闇名 面積 (k凶) 人口 人口密度 病院数 既指定 今回推薦(目)
病院数 病院数

言十

区中央部 63.55 766. 071 5.8% 12.054.6 54 5 2 7 

区南部 82.18 1，062，022 8. 1唱 12，923.1 42 2 3 

区西南部 87.89 1，357，319 10.3目 15，443.4 54 2 

区西部 67.84 1， 187， 512 9.0目 17，504.6 45 3 。 3 

区西北部 113.93 1，871，363 14.2覧 16，425.6 94 2 。 2 

区東北部 98.24 1，333，852 10.1% 13，577. 5 82 。 。 。
区東部 103.55 1，391，486 10.6首 13，437.8 52 。
西多摩 572. 71 394，965 3.0目 689.6 30 。
南多摩 324.52 1，420，937 10.8% 4，378.6 81 。
北多摩酉部 90.25 641，638 4.9首 7，109.6 25 。 。 。
北多摩南部 95.82 1， 002， 838 7.6品 10，465.9 47 3 。 3 

北多摩北部 76.59 729，826 5.5首 9，529.0 42 。
島しょ 405.78 27，632 0.2百 68.1 。 。 。

計 2，182.85 13，187，461 100.0% 6，041.4 649 20 4 24 

※病院数は平成21年10月1日現在(厚生労働省「医療施設調査』より)



①東京都立駒込病院女
②公益財団法人がん研究会有明暗院女 f軍戚2耳4晶<-13)
③東京大学医学部附属病院 {平成22年4月1日1
④順天堂大学医学部附属順天堂医院 (平成22年4月1日)
⑤日本医科大学付属病院 (平成22年4月1日}
⑥聖路加国際病院 (平成22年4月1日}
⑦ NTT車日本関東病院 (平成22年4月1日)
@昭和大学病院 (平成22年4月1日)
⑨日本赤十字社医積センター (平成22年4月1日)
⑩東京女子医科大学病院 (平成22年4月1日)
⑪贋臆犠塾大学病院 (平成23年4月1日)
⑫東京医科大学病院 (平成23年4月1日〉
⑬日本大学医学部附属板橋病院 (平成22年4月1日)
⑪帝京大学医学部附属病院 (平成22年4月1日}
⑮青梅市立総合描院 (平成22年4月1日]
⑩東京医科大学八王子医揖センター [平成22年4月1日)
⑪武蔵野罪+字病院 {平成22年4月1日)
⑮杏林大学医学部付属病院 〈平成22拝4!'!1日]
⑮東京都立多摩総合医樺センター (平成23年4月1日)
⑩公立昭和病院 (平成23年4月1日)

匡回
東京都 平成23年4月1日現在の指定状況と患者受療動向
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( )肉は平成22年10月末提出の数値、下段は平成23年10月末提出の数値
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| 治楓州(輔州問附 (4…-

訣 肺がん 胃がん手衛大腸がん手術肝臓がん Tt慢話干草官話9ベ緩和ケ E2. 
院患 アチー

年間新 病診
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月)の割 手術手術手術手術 E手術手術術手街zzz手術射 療 者数者数月の集 21 
合滋l 柿 計] 集計)(%) 

1 * 現況 都立駒 (6579) (62.9) (942) (4) (57) (34) (26) (7)(106) (23) (0) (13) (1) (160) (1464) (43) (640) (1016) (30) (1253) (732) 
込病院 7912 63.7 1345 8 43 73 36 67 135 28 348 17 8 3 112 1141 22 1301 732 37 1268 634 

2 * 現況 がん研 (11436)(61.5)(1799)何回 (68)(97) (69)(135) (37) (62)(161) (50) 間 (369)(1田4) (97) (1696) (6735) (46) (1602)(3225) 
有明 11176 81.4 163B 34 41 13 田 'd2 2.1 124 10 目。 11 田4 1709 105 112.4 6682 37 624 22M 
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痛院 3996 26.0 611 5 21 1 17 29 5 38 11 9 9 15 111 234 24 341 621 45 134 704 
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匡回
東京都 平成24年度の指定推薦等状況と想定される患者受療動向

① 
@ 

③ 
@ 

⑤ 
⑥ 
① 
⑥ 
⑨ 

仁璽E

⑪東京女子医科大学病院 {現況)
⑪塵慮義塾大学病院 {現現)
@東軍医科大学病院 (現況)
⑬日本大学医学部附属板橋病院 (現況}
⑬帝京大学医学部附属病院 (現担}
⑮青梅市立総合病院 [現況)
⑮東京医科大学八王子震療センター (現況)
⑪武蔵野罪十字病院 {現況)
⑩杏林大学医学部付属病院 (現;見)
⑮東京都立多摩総合医蝿センター (現況)
⑮公立昭和病院 (現現}
21車京睦恵会医科大学附置病院 [新規}
22困窮公務員共済組合連合会虎の門病院[新規)
23東邦大学医癌センター大轟病院 (新規)
24独立行政法人国立病院機構東京医療センター

(新規〉

緩和医療由積極的な取組がある⑨と
放射線拍車由実績が高い24が連携し、
がん泊療実績回向上、緩和ケア由晋
且促進を図る。

①がん患者が全国の 10分の 1、一方、
拠点病院数が全国の 19分の 1

~拠点病院が足りない~

約1. 300万人司 全国の 1/10
・都民の総がん患者数(推計) 約15万B千人時全国の 1/10
・二次医療圏の平均人口約 10 1万人司会国平均の約2. 7倍

・都内の拠点病院数 20か所司全国 (388)の1/19

②他道府県からのがん患者流入割合が全国の約3. 3倍

~他県のがん医療も支えている~

《他県からのがん患者流入割合》
.23区 2 1. 自助 L 
・区中央部 33. 3拍 J
・全国平均 6. 6拍

神奈川県、埼玉県、千葉県
からの流入が多い

③二次医療圏外からのがん患者流入割合が高い

~がん患者受療動向lま二次医療圏を超える~

《二次医療圏外からのがん患者流入割合》
{②他道府県からの流入割合を含む)・23区 47. 6拍

・区中央部 82. 5%  

地境白医癒連携の中核を担う⑦、特定機
能病院として高度ながん診軍機能・教育
機能を耐えた@、在宅医療を吉めた緩和
ケアの積極的な取組がある23が連揮し、
がん匡曹の充実を図る。

|資料5ー 1

東京都における拠点病院
の必要数及ぴ整備方針

34-35か所程度
(1 3医療圏x2. 7倍)



二次医療圏を超えて拠点病院を整備することによる効果

《効果1>> 
がん患者の通院圏域に応じたがん医療の提供

《二次医療圏外からのがん患者流入割合》・23区 47. 自助 ; 交通網田発達
・区中央部 82. 5%  ~多機な受療動向 : 

よエニ次医揮国を超えて拠点病起を芸術.“。

《効果2>>
専門的ながん医療提供体制の充実

《悪性腿蕩の手術件数(平成22年4-7月)>> 
・都内拠点病院平均 565件
・全国拠点病院平均 296件

全国トップヴラスの 研修の拡大
医療機関が集積 li が必要

《医師緩和ケア研修》
・ 1か所の拠点病院で研修を受けられる医師数には限りがある

4ユζ 次医療園を超えて拠点描院を整冊

《効果3>> 
地域の中小病院・診療所との連携促進

《効果4>>
相談支援体制iの充実

《相談支援セン告ーの相談件数(平成22年 6-7月)>> 
・都内拠点病院平均 374件 :…茅く必着融支撮 .. 

・全国拠点病院平均 1 86件 ， こーズに対応 l 

よJ_.こま医療圏在超えて加点病院を整冊

《地域がん登録の必要数》

・必要数 約6万件(1 M比2. 0) 
・拠点病院を34とした場合の推計

約5万件 、.

よLこま医療圏在超えて拠点摘院を整欄

ーニ;X1l!l擦圏在超えて拠点甫院を整備
《拠点病院1か所あたりの診療所数》 拠点病院の規模L.:i:
・都平均 705か所 j 拡充が必要 ;口・都肉共通の抽域部機パス「軍軍部開棚手帳lの一層の普及
・全国平均 298か所 、 …........: '・切れ日のないがん医療提供の推進

・拠点病院を34とした場合の都平均 3 9 7 !J¥pli 

凪 東京都がん診療連携拠点病院推薦施設について

-非常に多くのがん患者・症例
(延べがん患者数 7. 433人/年)

・小児がんの実績(網膜芽細胞極〕

・甲状腺がんの実績
.婦人科がん・小児がんの臨床研究
.腫癒セン$1ー

区南部医療圏

東邦大学医療セン事一大意病院

・肝がんの実績(腹腔鏡下肝切除)
• Jj児がんの実績(小児白血病)
・骨軟部1重煽の実績 ・医療従事者の育成(がんプロ)
.緩和ケ7 ・在宅医擦のlIll細

・大田区のがん患者で都内拠点・認定
受療する患者の46怖が受療

-前立腺がんの実績(密封小線源治療)
・・全国トップレベル

・放射線治療の実績(食道がん、前立腺がん、子宮がん、

口腔がん) ・乳がんの地域連携(パス‘研究会)
目黒区・世田谷区のがん患者で都内拠点・

3 1 



東京医科大学病院における緩和ケア機能及び相談支援機能
の充実に向けた取組について

緩和ケア機能の充実に向けた取組

①緩和ケアチームの取組

《緩和ケアチームに対する新規診療症例数》

mc::二〉

相談支援機能の充実に向けた取組

①相談支援件数

.院内周知の徹底による医療者側への働き掛け

.市民公開講座における紹介による患者側への働き掛け
→相談支接セン告ーへの相談件数の増加

②相談支援体制:組織統合による体制強化

-組織統合による窓口の一本化、各サービスの連携強化

北多摩南部医療圏におけるがん診療連携拠点病院

3病院整備の必要性について

がん医療における多摩地域の特性・患者受療動向 1
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1 盤重量陸

東京都では、次のとおり、地域がん診療連携拠点病院(以下、「地域拠点病院」

という。〉を4施設推薦する。

地域拠点病院

医療機関名 区分 所在圏域

東京慈恵会医科大学附属病院 新規 区中央部

国家公務員共済組合連合会虎の門病院 新規 区中央部

東邦大学医療センター大森病院 新規 区南部

独立行政法人国立病院機構東京医療セッター 新規 区西南部

2 がん診療連携拠点病院の推薦にあたって

( 1 )がん医療における都の地域特性

①がん患者が全国の 10分のに一方、拠点病院が全国の 19分の 1

。都の人口規模・がん患者数等

0都の人口 約1，300万人 =キ全国の1/10

=宇全国の1/10

全国平均の約2.7倍

全国の1/19

O 都民の総がん患者数(推計〉 約15万8千人

0二次医療圏の平均人口 約101万人=争

O 都内の拠点病院数 20か所 =争

都には、日本の人口の1害|階にあたる約 1，300万人が居住しており、二次医療圏

の人口規模が 100万人を越える医療圏は、最大である区西北部医療圏(誼 187互
ムミ、区東北部医療圏(約 139万人〉、区西南部医療圏(約 136万人〉、区東部医療

薗〈約 133万人〉、区西部医療圏(約 119万人〉、区南部医療圏(約 106万人〉、南

多摩医療圏(約 142万人〉、北多摩南部医療圏(約 101万人〉と 8つあり、平均人

口は組旦1亙ムである。

これは、標準的な二次医療圏の人口規模(約 37万人〉の飽 2.7藍であり、全国

平均を大きく上回っている。
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都では現在、都道府県がん診療連携拠点病院が2か所、地I或がん診療連携拠点病

院が 18 1]'所あり、合わせて 20 病院が拠点病院として指定されているが、主~

拠点病院数 (388か所〕と比較すると 19分の 1という状況である。人口・がん患

者数に比レて拠点病院が少ないのが都の現状である。

②他道府県からのがん患者流入割合が全国の3‘ 3f音

φ 他道府県からのがん患者流入割合

60.0% 

50.0% 

40.0% 

30.0% 

20.0% 

10.0% 

0.0% 
全国 23区

40.0% 

区中央部 怒恵医大病院 虎の門病院
〔今回申請) (今回申請〉

東京都 23区における他道府県からのがん患者の流入割合は 21.8%と、全国平均

の約 3.3倍である。中でも、特定機能病院が6か所設置されている区中央部医療圏

の状況をみると、他道府県からのがん患者の流入割合が 33.3%と、非常に多いこ

とがわかる。

特に、神奈川県、局玉県、千葉県など首都圏からの流入が極めて多く、東京都に

加え、他道府県のがん患者・がん医療を、都内の拠点病院が支えているという実態

がうかがえる。

(2)都における地域拠点病院の必要数及び整備方針

「がん医療水準均てん化の推進に関する検討会」や「がん診療連携拠点病院の整

備に関する指針」等で示されるとおり、地域におけるがん医療の均てん化を図るた

めに、拠点病院に求められる主な役割として、
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0集学的治療、標準的治療、緩和ケアの提供等、専門的ながん医療の提供

(地域において質の高いがん医療を効率的に提供するための診療機能の向上〉

0がん診療の連携協力体制の整備

〈地域の医療機関に対する研修や地域連携クリテイカルパスによる連傍推進)

O がん患者に対する相談支援及び情報提供

があげられる。

都の二次医療圏の平均人口は全国の 2.7倍であり、拠点病院についても二次医療

圏に 1 か所の原則に対して、都の地域特性を踏まえると、 2.7 倍の 34~35 か所程

度 (13医療圏X2.7)が必要である。

さらに、都のがん医療においては、二次医療圏内で患者の受診が完結するような

医療体制を組むことは実態に合っていない。医療機関の専門分化と機能連携の促進

の観点からも、都lω部への医療資源の集中を是正し、二次医療圏内でがん医療を完

結させる体制を整備することは現実的でない。都におけるがん医療の均てん化を准

進し、専門的ながん医療の提供、地域の中小病院・診療所との連携、相談支援の充

実、がん登録の推進など、求められる役割を果たしていくためには、二次医療圏を

超え、都の実態に男合った拠点病院の護備が必要である。

二次医療圏に捉われず、既葎の医療資源を活かして、力のある病院を拠点病院と

して位置位けることが、都民のがん医療への安/s¥につながる。都内全域で誰もが、

高度かつ専門的な医療から、緩和ケアや在宅医療まで切れ目のないがん医療を受け

られる体制を整備する必要がある。

また、各拠点病院の特長・強みを活かし、 Eいの診療ネットワークを活用するこ

とにより、さらなるがん医療の均てん化が図られる。特に、近隣の拠点病院同士が

機能的役割分担を図ることは、都民の利便性の向上につながる。

さらに、区中央部医療圏においては、圏域外からのがん患者の流入割合が82.5%、

このうち他道府県からの流入割合は 33.3%であり、都内全域、首都圏及び全国か

ら多くのがん患者が集まっている。区中央部医療圏に所在する拠点病院は、都内全

域のみならず、他道府県のがん患者・がん医療を支えており、区中央部医療圏では、

特に高い実績・専門性を有する病院をより多く、拠点病院として整備する必要があ

る。
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。都における拠点、病院の必要数 : 34"'-'35か所程度

。都における地域拠点病院の整備方針

0都内全域

高度かつ専門的な医療が提供でき、かつ機能的役割分担を図ることが

できる病院を二次医療圏を超えて復数指定

rO区中央部医療圏

I ~特に高い実績・専門性を有する病院を多数指定

(3)二次医療圏を超えて地域拠点病院を整備することによる効果

二次医療圏に捉われず、拠点病院の拡充を図ることは、都内全域で誰ちが、高度

かつ専門的な医療から、緩和ケアや在宅医療まで切れ目のないがん医療を受けられ

る体制の整備につながる。このとき、がん診療の連携協力体制の整備、がん診療の

質の同上を中山に、次のような刻果が期待される。

①《効果 1>>がん患者の通院圏域に応じたがん医療の提供

。二次医療圏域外からのがん患者流入割合

100.0% 
9O.00;{， 

80.0% 
70.0% 

60.0% 

50.0% 
40.0% 

30.0% 

20.0% 

10.0% 
0.0% 

「

47.6国

52.4% 

23区

82.5首

17.5% 

区中央部

(東京都福祉保健局「平成 20年患者調査」より)

。患者のニーズに合った医療提供の推進
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都は、東西 90km、南北25km、面積2，186.96kmの中に、病院が約 600施設、

診療所が約 12，600施設ある。高度な医療が提供弓能な病院から、住民に身近な地

域でのプライマリーケアを提供する診療所まで、全国で最も多くの医療機関が所在

レており、交通網の発達と相まって、医療機関の診療圏域tJ交錯している。

ここでも、区中央部医療箇の状況をみると、二次医療圏域外からのがん患者の流

入割合が 82.5%と、非常に多いことがわかる。圏域外患者の住所地別割合をみる

と、他道府県 (33.3%)からの流入につづき、都内では、区東北部 (12.8%)、区

西北部 (10.2%)、区東部 (7.7%)からの流入が多く、二次医療圏を越え、広範囲

にわたる患者の受療動向がうかがえる。

がん医療は、一刻を争う事態が生じる山筋梗塞や脳卒中等の疾患と比べ、比較的

緊急性を要することが少ないため、患者が医療機関・専門医等の評判や、主治医の

紹介によって医療機関を決定する揚面が多い。都では、交通網の発達も相まって、

患者自身が、高度かつ専門的な診療機能を有する病院を都内全域から選択し、退院

後は地域の診療所で経過観察を行うケースが多い。

二次医療圏を超えて拠点病院が整備されることにより、患者のニーズに合った医

療提供体制が実現する。

②《効果2>>専門的ながん医療提供体制の充実

@悪性腫療の手術件数(平成22年4月~7月)

0 都内地域拠点病院平均 565件

0 全園地域拠点病院平均 296件

@医師緩和ケア研修の修了予定者累積(平成20年度~平成2.3年度〉

3. 61 9人

↓ 

。専門的ながん医療提供の推進

。医師緩和ケア研修修了者数の拡大(約5，900人〉

都には、全国的にちトップクラスの診療機能を有する医療機関が多くあり、 5大

がん以外のがんについても、集学的な治療を実施するとともに、がんの確定診断、

高度先進医療、放射線治療、緩和ケア等についても、専門スタッフの配置が充実し

ている。

都の拠点病院における悪性腫療の手術件数(平成22年4月から 7月の実績〉を

みると、全国平均の 296件に苅レ、ほぼ倍の 565件であり、多様な疾患に対する

豊富な経験症例を持ち、都におけるがん医療のニーズに的確に対応していることが

わかる。まだ、東京都がん対策推進計画(以下、「都推進計画」という。〉において
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は、早期からの緩和ケアを提供するため、 i5年以内にすべてのがん診療に携わる

医師が緩和ケアに関する研修を受講すること」としている。拠点病院が実施する国

のプログラムに準拠した医師緩和ケア研修は、グループワークを交え、きめ細かな

内容となっているが、反面、 1回あたりの参加人数が30人程度と小規模である。

都内でがん診療に携わる医師は少なくとち約 5.900人と推計され、都推進計画に

定める目標を達成するためには、さらに多くの研修受講の機会が必要である。受講

機会を確保し、緩和ケ?を充実させるためには、拠点痛院の拡充が!凶要であるo

都には、拠点病院と同等の診療機能を有する「東京都認定がん診療病院」等の高

度な診療機能をもっ医療機関が集積している。こうした医療機関をがん診療の中ω
的役割を担う拠点病院に移行させ、拠点病院の拡充を図ることにより、高度先進医

療、集学的治療、放射線治療、緩和ケア等、がん患者に必要な専門的医療を確実に

提供できる体制が整備される。

③《効果3>>地域の中小病院・診療所との連携促進

• t也域拠点病院1か所あたりの診療所数(単純平均〉

0全国平均 298か所

0都平均 705か所

0 拠点病院を34とした場合の都平均 397か所

i 
。都内共通の地域連携パス「東京都医療連携手帳」の一層の普及

。切れ自のないがん医療提供の推進

都には、高度ながん医療が提供可能な病院から、ブライマりーケ?を提供する診

療所まで、全国で最も多くの医療機闘が所在するととちに(病院・診療所数:約

13，200か所〉、医療機関の診療習威力t交錯しているという特徴がある。

拠点病院が中ωとなり、治療と緩和ケアに関する連携を強化し、都全体の医療機

関を支援していくためには、多数の中JJ¥病院・診療所に対応できるだけの拠点病院

が必要である。

また、受療行動が広域化レているがん患者個々に対応した地域の医療機関との連

携体制を構築する必要もある。

都では、東京都がん診療連携協議会が中Is¥となり、地域連携クリティ力ルパスの

都内共通化 (i東京都医療連携手帳」の作成〉を図り、現在その運用促進にあだっ

ているが、二次医療箇を超えて拠点病院が整備されることにより、さらなる医療連

携が推進される。
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• i東京都医療連携手帳」を活用した地域連携の取組

都では、拠点病院、認定病院及び東京都医師会が協力して、都内共通の5
大がん〈肺がん・胃がん・肝がん・大腸がん・乳がん〉の地域連携クリテイ

カルパス「東京都医療連携手帳」を作成し、平成22年2月より運用を開始し

た。さらに、平成22年12月より、前立腺がんのパスの運用を開始した。

平成 22年 4月の診療報酬改定により、がん治療連携計画策定料及びがん指

導連携指導料が新たに評価された。計画策定病院とかかりつけ医などの地域の

医療機関(連携医療機関〕が連携して治療を行うことになるが、東京都医師会

の協力のちと、連携医療機関として約 2，000施設が参加し、平成 22年 7月よ

り取組を開始している。

「東京都医療連携手帳」の活用により、さらなるがん医療連携の推進が期待

できる。

④《効果4>>相談体制の充実

φ相談支援センターの相談件叡(平成22年6月"'7月)

0 都内地域拠点病院平均 374件

0 ぎ園地域拠点病院平均 186件

。きめ細かい相談支援の准進

がん患者からの相談に対して、そのニーズに合った相談・情報提供ができる体制

整備が必要である。拠点病院の相談支援センターにおいては、国立がん研究センタ

ー主催の相談員研修修了者の配置が義務位けられており、質の高い相談体制が整備

されている。

都の拠点病院の相談支援センターにおける相談件数(平成 22年 6用"'7月の実

績〉をみると、全国平均の 186件に対レ、ほぼ倍の 374件であり、都の拠点病院

への相談ニーズの高さが表れている。

都の推計総がん患者数は 15万8千人であり、多くのがん患者及びその家族の相

談に対応するためには、拠点病院の拡充が必要であり、これにより、患者一人ひと

りのニーズに的確に対応できる、きめ細かな相談体制が構築されるb
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⑤《効果5>>がん登録の推進

。地域がん登録の必要数 : 約6万件 (1M比2. 0) 

0拠点病院 (34か所〉等 : 約5万件(推計〉

。拠点病院院内がん登録の患者把握率

0 東京都 41. 5% (拠点病院15か所〉

0 全国 58. 1 % ci処点病院357か所〉
(rがん診療連携拠点痛院院内がん登録2008年金国集計報告書」による〉

↓ 

。地域がん登録の実現

。院内がん登録の推進(がん登録患者把握率の向上)

がん対策の推進にとって、がん登録は欠かせない取組みである。

都では平成24年7月に地域がん登録業務を開始するだめ、現在体制整備を進め

ている。登録の目標として、国比(がん纏春、数とがん死亡者数の比〉が2.0と者

えており、都内の年聞がん死亡者数が3万人以上にのぼることから、年間約6万人

の橿患情報が必要と推計している。がん笠録データを刻率的に収集するためには、

がん医療に積極的に取り組んでいる医療機関の協力が欠かせない。拠点病院 (34

か所〉を中山とする医療機関からの届出件数は約5万件と推計され、特に、拠点病

院では国立がん研究センター主催の院内がん登録実務者研修修了者の配置が義務

{すけられており、精度の高いデータの収集が期待できる。

患者ニーズの高い施設別治療成績等の情報提供を充実させるためには、院内がん

登録の実績・精度向上が重要である。ここでも、患者数が多く、精度の高いデータ

収集を行っている拠点病院が果たす役割は大きい。都の拠点病院のがん登録患者把

握率は、全国でみると偉い状況にあり、拠点病院の砿充が求められる。

拠点病院の拡充は、院内がん登録の実績を上げるとむちに、長年実現の難しかっ

た都における地域がん登録の実現につながると言える。

(4)推薦手続きについて

①東京都がん診療連携拠点病院選考委員会の設置

東京都では「がん診療連携拠点病院の整備に関する指針J(以下「指針」という。〕

に基づき、拠点病院の推薦施設を選定するに当たり、専門的見地からの助言を得る

ため、学識経験者、患者代表などから構成する「東京都がん診療連携拠点痛院選考

委員会J(以下「選考委員会」という。〉を設置し、審査・選考を行った。
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②東京都における選考基準

選考にあたっては、指針に定められた必須要件を満たしている医療機関のうち、

以下の取締状況にかかる充実度を評価し、選考した。

①緩和ケア(緩和ケアチーム、緩和ケア外来等〉の取組状況

②相談支援体制

③院内がん登録の実施状況

④特定機能病院を指定する揚合は放射線療法部門及び化学療法部門の設置

状況

⑤専門的ながん医療の提供状況(新入院がん患者数、治療実績等〕

⑥地域の医療機関への診療支援、連携体制〈研修実績、医療連携の取組等)

上記の取組状況を確認するため、各病院に苅して都職員によるヒアリングを実施

し、選考委員会において、ヒアリング結果や各病院の取組状況等について総合的に

評価を行ったうえで、東京都における拠点病院の推薦施設を選考した。

③選定結果

今回、拠点病院の申請があり、必須要件を満たしている医療機関は6施設であっ

た。選者委員会において、選考基準に沿って評価を行ったうえで、東京都における

拠点病院の推薦施設として、 4施設を選定した。
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3 地域がん診療連携拠点病院の推薦について

( 1 )区中央部医療圏

区中央部医療固には、高度かつ専門的な医療を求め、都内全域、首都圏及び全国

から多くのがん患者が集まっており、これらのがん患者のニーズに苅応できる病院

を多数、拠点病院として整備する必要がある。

現在拠点腐院として指定されている病院は、次のとおりである。

-東京大学医学部附属府院

順天掌大学医学部附属順天堂医院

. 日本医科大学付属癒院

-聖路加国際病院

これら 4病院と同等の高度かつ専門的な医療を提供することカtできる東京慈恵

会医科大学病院、国家公務員共済組合連合会虎の門病院の2病院を、今回新規の拠

点病院として推薦する。それぞれ次のような特徴がある。

①東京慈恵会医科大学附属病院の推薦について

ア 所在する圏域の特性

医療圏名 構成区
人口 面積 病院数 診療所 病院病床数 人口 10万苅

(21.10.1) 住所) (21.10.1) (21.10.1) (21.10.1) 病院病床数

千代田・中央

区中央部 -港・文京・ 767，044 63.55 54 2，030 14，238 1，856 

台東

イ推薦理由

。診療実績

都全域及び他道府県から多くの患者を受け入れ、がん全般にわたり高い治療

実績がある。

《新入院がん患者数 7，433人/年、悪性麗虜手術件数 563件/4ヶ月》

病床数 1，075床

年間新入院がん患者数(割合) 7，433人 (32.1%)/年

年間外来がん患者延数 158，542人/年

悪性腫虜手術総数 563件/4ヶ月

放射線治療(体外照射〉【患者実数】 765人/年

化学療法総数〈入院)【延べ患者数】 566人/4ク月
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化学療法総数(外来)【延べ患者数】

緩和ケアチーム新規依頼件数

相談支援センター相談件数

508人/4ヶ月

35件/2ヶ月

157件/2ヶ月

0がん患者数・症例数が非常に多く、都全域及び全国の患者ヘ高度かつ専門的

ながん医療を提供している。総合病院として、合併症の患者の受入れにも積

極的である。

0小児がんの治療に積極的であり、特に網膜芽細胞腫については、専門外来を

設け、眼球温容療法のうち全身化学療法の分野で全国におけるセンター的な

役割を巣たしている。また、小児臨床伽理士の配置、 JJ¥児がん患者の緩和ケ

ア・在宅医療など、患者のニーズに幅広く対応している。

0甲状腺がんの放射性ヨード内用療法について、全国から多くの患者を受け入

れており、専門委員会に参加し、園内における組織内照射療法の拡大推進に

ち努めている。

0婦人科がんや小児がんをはじめとする臨床研究に力を入れている。

0平成 23年 4月に外来化学療法室、がん相談支援室、緩和ケア室、がん登録

室で槍成される「腫療センター」を開設し、がん治療を行う診療科とがん治

療を支援する診療科との連携強化やキャンサーボードの機能強化を図って

いる。

0平成 20年 4月から東京都認定がん診療痛院として認定されており、相談支

援、院内がん登録、東京都医療連携手帳等を活用した地域連携に積極的に取

り組んでいる。

0高度な医療や豊富な症例を活かした研修会・カンファレンス等を多数主催レ、

地域の医療機関を中Jωとレたがん診療の支援に積極的に取り組んでいる。

②国家公務員共済組合連合会虎の門病院の推薦について

ア所在する圏域の特性

医療圏名 構成区 人口 面積 病院数 診療所 病院病床数 人口 10万苅
(21.10.1) (k ni) (21.10.1) (21.10.1) (21.10.1) 病院病床叡

千代田・中央

区中央部 -港・文京・ 767，044 63.55 54 2，030 14，238 1，8561 

台東

イ推薦理由

。診療実績

都全域及び他道府県から多くの患者を受け入れ、がん全般にわたり高い治療

実績がある。

《新入院がん患者数 5，787人/年、悪性腫虜手術件数 726件/4ヶ月》
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病床鍛 890床

年間新入院がん患者数〈割合〉 5，787人 (33.2%)/年

年間外来がん患者延叡 64，736人/年

悪性腫痩手術総数 726件/4ヶ月

放射線治療〈体外照射)(患者実数] 612人/年

化学療法総数〈入院)(延べ患者数] 514人/4ヶ月

化学療法総数(外来)【延べ患者毅] 475人/4ヶ月

緩和ケアチーム新規依頼件数 32件/2ヶ月

相談支援センター相談件叙 318件/2ヶ月

0各診療科の専門性が高く、多くの症例を有レ、都全域及び全国の患者ヘ高度

かつ専門的ながん医療を提供している。総合病院として、高齢患者や合併症

の患者の受入れにち積極的である。

0 内視鏡手術について、肺がんへの胸腔鏡下手術の実績が全国トップクラスで

あり、胃がん、大腸がんへの内視鏡的粘膜切際術、内視鏡的粘膜下層剥離術

の実績ち多い。

0 白血病や悪性リンパ臆療等の血液がんへの造血幹細胞移値の実績が全国ト

ッブクラスである。

O 在宅医力ツファレジスを定期的に実施するなど、在宅医も所属する緩和ケア

チームの取組みが進んでいる。

0相談支援セッターへの緩和ケア認定看護師の配置、がんサロジでのミ二レク

チャーの実施など、相談支援機能の充実を図っている。

0 平成 22年 4月から東京都認定がん診療病院として認定されており、相談支

援、院内がん登録、東京都医療連携手帳等を活用した地域連携に積極的に取

り組んでいる。

0 研修会・懇談会等を多数主催し、地域の医療機関を中11)¥としたがん診療の支

援や連携体制の構築に積極的に取り組んでいる。

(2)区南部医療圏

①東邦大学医療センタ一大森病院の推薦について

ア 所在する圏域の特性

医療圏名 構成区
人口 面積 病院室長 診療所 病院病床数 人口 10万苅

(21.10.1) 。ζrrf) (21.10.1) (21.10.1) (21.10.1) 病院病床毅

区南部 太B・白川 1，053，692 82.18 42 1，022 7，949 
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イ推薦理由

。診療実績

区南部医療圏の患者を中I~\Iこ、がん全般にわたり高い治療実績がある。
《新入院がん患者数 4，192人/年、悪性腫痩手術件数 458件/4ヶ月》

病床数 972床

年間新入院がん患者数(割合) 4，192人 (21.4%)/年

年間外来がん患者延数 46，870人/年

悪性腫虜手術総数 458件/4ヶ月

放射線治療(体外照射〉【患者実数] 410人/年

化学療法総数〈入院〉【延べ患者数] 492人/4ヶ月

化学療法総数〈外来〉【延べ害者数】 462人/4ヶ月

緩和ケアヨーム新規依頼件数 50件/2ヶ月

相談支援セッター相談件数 105件/2ヶ月

0 進行がん患者の受入れに積極的である一方、早期がんへは値浸襲治療を積極

的に取り入れ、肝がんの腹腔鏡下肝切除については全国における指導的な役

割を担っている。

0 日本がん治療認定医、がん看護専門看護師、緩和ケア認定看護師等のがん治

療にかかる専門医・専門看護師等が多数配置されている。

0 区南部医療置で唯一、iJI児白血病をはじめとする小児がんの治療にあたって

おり、チャイルドライフスペシャリストを配置するなど、フォローアップ体

制の構築にも力を入れている。

0 骨軟部躍療の治療について、区南部医療圏における中山的役割を担っている。

O 東京大学が代表を務めるがんプロフ工ツショナルプランにおいて、専門領域

のがん診療に従事する医師を対象としたインテンシブコースを担当し、がん

医療における人材育成に積極的に取り組んでいる。

0在宅支援診療所、訪問看護ステーションが参加するカンファレンスを毎週開

催するなど、緩和ケア・在宅医療の取組を推進している。

0平成 22年 4月から東京都認定がん診療病院として認定されており、相談支

援、院内がん登録、東京都医療連携手帳等を活用した地域連携に積極的に取

り組んでいる。

0区南部医療圏における既指定がん診療連携拠点病院である NTT東日本関東

病院、昭和大学病院等と共同で東京都医療連携手帳に関する説明会を開催す

るなど、地域の医療連携体制の構築に積極的に取り組んでいる。

0東京都内のがん診療連携拠点病院・東京都認定がん診療病院を受療する患者

の住所地別割合をみると、区南部医療圏においては、大田区のがん患者の

46%が東邦大学医療センター大森病院を受療しており、既指定がん診療連携

拠点病院である NTT東日本関東病院、昭和大学病院と地域分担ちしつつ、
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がん医療の中核を担っていることがわかる。

大田区 昂川区

東邦大学医療センタ一大森病院 46% 6%1 

NTT東日本関東病院 7% 33% 

昭和大学病院 19% 33% 

その他の拠点病院・認定府院 28% 28% 
L一一一一一一一一一一一一

(※拠点病院・認定病院を受療した患者数を 100とした割合〉

②区南部医療圏における地域拠点病院間の機能的役割分担について

区南部医療箇においては、現在、地域拠点病院としてNTT東日本関東病院、昭

和大学病院が指定されており、今回新規の地減拠点病院として東邦大学医療センタ

一大森病院を推薦する。この 3病院については、それぞれ次のような特徴があり、

機能的役割分担が有郊に作用する。

NTT東日本関東病阿

0肝がん、血液がんの診療実績が高い。

0検診の質の向上に向けた取組に力を入れている。

0 緩和ケア病棟を設置し、地域連携をきめ、緩和ケアに積極的に取り組んでい

る。

|昭和大学病閥

O 口腔がん、口腔ケアの取組に力を入れている。

C 医師薬等の教育を推進している。

0 相談支援センターとの連擦による在宅医療を含め、緩和ケアに積極的に取り

組んでいる。

|東邦大学医療センター大森病闘

0 早期がんに対する{昏浸襲治療に積極的であり、肝がんの腹腔鏡下肝切除につ

いては全国における指導的な役割を担っている。

0 区南部医療圏で唯一、小児白血病をはじめとする小児がんの治療に対応して

いる。

O在宅医等との連携による在宅医療を2め、緩和ケ?に積極的に取り組んでい

る。

これらの特長をもっ 3病院が拠点病院とレて連携することにより、 5大がん及び

その他のがんに対する高度かつ専門的ながん医療の提供、充実した緩和ケアの提供、

r 
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地域への緩和ケアの普及などの取組が推進される。

(3)区西南部医療圏

①独立行政法人国立病院機構東京医療センターの推薦について

ア、所在する圏域の特性

医療圏名 構成区
人口 面積 病院叙 診療所 病院病床数 人口 10万対

(21.10.1) (k rrf) (21.10.1) (21.10.1) (21.10.1) 病院癌床数

区西南部
目黒・世田谷・

渋谷

イ推薦理由

O 診療実績

1，315，570 87.89 54 1，629 11，661 

区西南部医療圏の患者を申Js¥に、がん全般にわたり高い治療実績がある。

《新入院がん患者数 3，670人/年、悪性臆虜手術件数 509件/4ヶ用》

病床数 780床

年間新入院がん患者数(割合) 3，670人 (22目5%)/年

年間外来がん患者延数 61，028人/年

悪性腫霧手術総数 509件/4ヶ月

放射線治療(体外照射)[患者実鍛】 720人/4ヶ月

化学療法総数〈入院)【延べ患者数】 489人/4ヶ月

化学療法総数(外来)[延べ患者数】 406人/4ヶ用

緩和ケアチーム新規依頼件数 28件/2ヶ月

相談支援センター相識件数 286件/2ヶ月

o 2003年に前立腺がんの密封小線源治療を全国で初めて実施し、現在 1，500

件を上回る全国トップレベルの治療実績があり、講習会の実施による技術普

及や新規導入施設への技術支援など、当該治療の均てん{じにも力を入れてい

る。

0進行がん患者の受入れに積極的であり、特に放射線治療について、前立腺が

ん、口腔がん、食道がん、子宮がんの実績が多い。

0早くから連携パスを作成するなど、乳がんに関する地域連携の取組に積極的

であり、研究会の主催等も行っている。

0緩和ケア認定看護師を配置するなど、相談支援センターの機能強化に努めて

いる。

O 従来の緩和ケア外来に加え、精神腫虜医による専門外来を設置し、緩和ケア

16 
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の取組み強化に努めている。今後は緩和ケア科を開設予定である。

0平成 20年 4月から東京都認定がん診療痛院としで認定されており、相談支

援、院内がん登録、東京都医療連携手帳等を活用した地域連携に積極的に取

り組んでいる。

0 区西南部医療圏における既指定がん診療連携拠点病院である日本赤十字社

医療センターと共同で東京都医療連握手帳の運用手順書を作成するなど、地

域の医療連携体制の構築に積極的に取り組んでいる。

o Web型電子力ルテを用いた地域の医療機関との診療連携を推進している。

0 東京都内のがん診療連携拠点病院・東京都認定がん診療痛院を受療する患者

の住所地別割合をみると、区西南部医療圏においては、目黒区・世田谷区の

がん患者の 31%が独立行政法人国立病院機構東京医療センターを受療レて

おり、既指定がん診療連携拠点病院である日本赤十字社医療センターと地域

分担ちしつつ、がん医療の中核を担っていることがわかる。

目黒区・世田谷区 渋谷区

独立行政法人国立病院機構
31% 2% 

東京医療センター

日本赤十字社医療センター 4% 16% 

その他の拠点病院・認定病院 65% 82% 

(※拠点病院・認定病院を受療した患者数を 100とした割合〕

②区西南部医療圏における地域拠点病院聞の機能的役割分担について

区西南部医療圏においては、現在、地域拠点病院として日本赤十字社医療センタ

ーが指定されており、今回新規の地域拠点病院として独立行政混入国家公務員機構

東京医療センターを推薦する。この2病院については、それぞれ次のような特徴が

あり、機能的役割分担が有郊に作用する。

|日本赤十字社医療センター|

0 悪性リンパ腫や白血病などの血液がんの治療実績が高い。

0緩和ケア病棟を設置し、地域連携を含め、緩和ケアに積極的に取り組んでい

る。

|東京医療センター|

0前立腺がんの密封小線源治療について全国トップレベルの治療実績があり、

技術普及・技術支援にも力を入れている。

0 放射線治療について、前立腺がん、口腔がん、食道がん、子宮がんの実績が

高い。

17 



これらの特長をもっ2病院が拠点病院として連携することにより、高度な放射線

治療の実施によるがん治療成績の向上、充実した緩和ケアの提供、地域への緩和ケ

アの普及などの取組が進む。

し
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東京医科大学病院における緩和ケア機能及び相談支援機能の充実

に向けた取組について

東京都

「第7回がん診療連携拠点病院の指定に関する検討会」における

「東京医料大挙病院については、緩和ケア機能及び相談支援機能の充実を図る

ζ主.._j_
との意見を受けて、報告するものである。

東京医科大学痛院が所在する区西部医療圏には、次のような特性がある。

区西部医療圏の特性

医療圏名 矯成区
人口 面積 病院数 診療所 病院病床数 人口 10万刻

(21.10.1) 住所) (21.10.1) (21.10.1) (21.10.1) 病院病床数

区西部
新宿・中野

-杉艶
1，169，682 67.84 45 1，443 10，842 926.9 

」ー

東京医科大学病院は、都内の患者を中Is¥に、がん全般にわたる高い診療実績があ

る。平成 22年度、平成 23年度(今回〕の実績については、次のとおりである。

平成22年度

《新入院がん患者数 5，486人/年、悪性1重傷手術件数件 730/4ヶ月》

病床数 1，015床

年間新入院がん患者数〈割合) 5，486人 (27.3%)/年

年間外来がん患者延数 95，207人/年

悪性I重療手術総主主 730件/4ヶ月

放射線治療(体外照射)(患者実数】 684人/年

化学療法総数(入院)(延べ患者数] 520人/4ヶ月

化学療法総数(外来)(延べ患者数】 998人/4ヶ月

緩和ケアチーム新規依頼件数 7件/2ヶ月

相談支援センター相談件数 82件/2ヶ月

よエ
1 



平成23年度 ι 
《新入院がん患者数 5，748人/年、悪性腫履手術件数 758件/4ヶ月》

病床数 1，015床

年間新入院がん患者数〔割合〉 5，748人 (27.7%)/年

年間外来がん患者延数 97，547人/年

悪性l重傷手術総数 758件/4ヶ月

放射線治療(体外照射)【患者実数】 659人/年

化学療法総数〈入院〉【延べ患者数】 585人/4ヶ月

化学療法総鍛〈外釆〕【延べ患者数] 978人/4ヶ月

緩和ケアチーム新規依頼件叡 341牛/2ヶ月

相談支援センター相談件数 394件/2ヶ月

1 緩和ケア機能の充実に向けた取組について

(1)緩和ケアチームの取組

緩和ケアチームに対する新規診療症例数は、次のとおり大きく伸びている。

。緩和ケアチームに対する新規診療症例数

40 
35 
30 34 

25 
20 
15 
10 

刊日 ¥ 5 7 予/。
〈件〉 平成22年6月~7月 平成23年6月~7月

{牛鍛が大きく伸びた主な理由として、次の点が挙げられる。

0緩和ケアチームの活動について院内周知を徹底し、特に医療用麻薬を使用して

いない診療科などの従前は依頼が無かった診療科への働き掛けを積極的に行

ったこと

0 市民公開講座で緩和ケアチームの役割や取組みをテーマとして取り上げるな

ど、患者側への働き掛けにも力を入れたこと

2 



この他、緩和ケアチームと主診療科との緩和ケアカンファレンスは、チームのメ

ンパー、主治医以外ち参加できるように、場所・時閣を決めて毎週定例的に行って

いる。緩和ケアチームの取組みをオープンにすることで、治療の早い段階で患者に

緩和ケアを提供できる体制を整備している。

また、在宅療養支援診療所の医師、訪問看護ステーションの看護師、薬局の薬剤

師等が参加する退院前力ンファレンスち積極的に実施し、退院後のスムーズな医療

連携につなげている。

(2) r緩和ケア相談室」の取組

週2回の緩和ケ7フ外来に加え、2名の緩和ケア認定看護師による「緩和ケ?相談」

を常時行っている。緩和ケアに関する初歩的な知識の提供、日常の不安を和らげる

ためのサポートなど、患者や家族の目線に立ったきめ細かい相談支援を行っている。

(3)緩和ケアに関する研修会の開催

緩和ケアに闘する知識を普及させるために、地域の医療従事者を対象として、医

師緩和ケア研修会のほか、次のような研修会を開催している。

0 看護師を対象とした「エンド・オブ・ライフ・ケア研修会J(年度内 10回〉

O 院内におけるがん疾痛緩和に関する演習を2む研修会

このように、緩和ケアの取組を院内外の医療従事者等や患者ヘ広げる努力により、

苅象患者の増加、対象期間の拡充、きめ細やかなサポート体制の実現など、緩和ケ

ア機能の充実が図られている。
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2 相談支援機能の充実に向けた取組みについて

( 1 )相談支援件数

相談支鍍件数は、次のとおり大きく伸びている。

。棺談支援の件数

450 
400 
350 394 400 

300 
250 
200 
150 

>- 寸日[ 〉100 1111 

50 82 。
(j牛〉 平成22年6月~7用 平成23年6月~7月 平成23年8月~9月

i牛霊長が大きく伸びた主な理由として、次の点が挙げられる。

0 相談支援センターの活動について院内周知を徹底し、相談支援が必要ι宮われ

る患者に相談支援センターを案内できる体制を強化したこと

0市民公開講座で緩和相談支援センターの役割や取組みをテーマとして取り上

げるなど、患者側への働き掛けにも力を入れたこと

0 前年度 (1患者:1力ウント〉と異なり、延ベカウント (1件:1力ウント

※1患者につき複数カウントの揚合あり)を行ったこと
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(2 )相談支援体制:組織統合による体制強化 ~総合相談・支援センター~

東京医科大学病院では、相談窓口を一本化し、各相談担当閣の連携を円滑にする

ため、平成23年 8月 1日に3つの相談支援部門(医療福祉相談室(がん栂訟を含

む〉、医療連携室、在宅医療支援室〉を統合し、「総合相談・支援センター」を開設

した。

φ棺談支援体制:組織統合による体制強化

① 
医療福祖相殺室

受診料相談

主之芝ニ

がん相談

窓口の一本化、

各サービスの連携強化

「総合相談・支援センター」では総合窓口を設け、相談内容に応じて、センター陶

の各担当を案内している。窓口の一本化、各相談担当の横のつながりの強化により、

患者は、

0 ワンストップの相談支援サービス

O 円滑な相談支援サービス

を受けられるようになった。

5 



組織統合、窓口の一本化については、総合相談・支援センターの担当者が各医局

及び看護部門を回り、周知徹底した。院内で案内を受けた患者を毎日トリアージレ、

各担当に割り振って対応している。

人員配置は、専従、専任の社会福祉士各 1 名が中I~\となり、社会福祉士 7 名、精

神保健福祉士 1名、保健師 3名となっている。組織統合に伴い、保健師 3名が加

わっtf:.。多職種による専門的な相識支援を提供している。

(3)がん患者サロンの開設

相談支援体制をより充実させるため、患者サロンの開設を控えている。平成 23

年 11用に第一固とレて、栄養士による「化学療法と食事」をテーマとレた講座と

患者同士のディス力ッションが企画されている。がん患者の生活面に焦点をあてた

内容により、今年度中にもう一度開催予定である。相談支援の一環として「サロン

機能」が重要と考えており、常設揚所や患者団体との共同実施についても検討中で

ある。

このように、がん患者・家族の利便性やニーズを考慮した相談支援体制の見直し

により、対象患者・家族の増加、より多様な要望に対応できる相談支援の実現など、

相談支媛機能の充実が図られている。
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北多摩南部医療圏におけるがん診療連携拠点病院3病院整備

の必要性について

東京都

「第7回がん診療連携拠点病院の指定に関する検討会」における

「東京都立多摩総《医療セッターについては、北多摩南部医療圏において既に

指定されている、

①武蔵野赤十字病院

②杏林大学医挙部付属病院

の2医療機関と連携を図り、同一医療圏内に複数指定されている現状を踏まえ

て、 3s定療機関の関係及び必要性について整理することnJ

との意見を受けて、報告するちのである。

1 多摩地域におけるがん医療の均てん化の推進

(1)がん医療における多摩地鼠の特性

東京都立多摩総合医療センター、武蔵野赤十字病院、杏林大学医学部付属病院の

3医療機関が所在する市部(以下「多摩地域」という。〉には、区部(以下 r23区」

という。)と比べ、次のような特性がある。

人口(人)

23区，
8.969.625 

面積 (krTI)

1 

吃〉

病院数

23区，
423 

if議事71



診療所数

圏島
?~~， 
9iiW~ 

病院蔚床数

23区，
79;398 

地域拠点病院数

23区，
12 

多摩地域の人口は、 23区の約 2分の 1であり、がん患者数ちこれにtじする。地

域拠点病院は、 23区に 12か所あるのに対し、平成23年度から東京都立多摩総合

医療センター、公立昭和病院が加わり、多摩地域全体で6か所整備されている。

(2) 多摩地域におけるがん患者の受療行動

。多摩地域のがん患者が受療する医療機関の所在地

多摩地域以外 (23区等〉

の医療機関

多摩地域の

医療機関 ! 

87.8% 

〈東京都福祉保健局「平成 20年患者調査」より〉

多摩地域の医療機関における多摩地域内のがん患者の割合は 87.8%と、地域内

を中山とする受療行動がうかがえる。

一方、多摩地域に所在する全ての拠点病院について、二次医療圏を超えた患者の

受療行動がみられる。中でも、拠点病院が3か所設置されている北多摩南部医療圏

の状況をみると、 3人に 1人(35.7%)が多摩地域の他の医療圏から流入しており、

特に、東京都立多摩総合医療センター単独ではこの割合が2人に 1人 (56.4%)と

非常に高い。
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。北多摩南部医療圏の3拠点病院におけるがん患者流入割合

他県 4.5国
23区

北多摩南部医療圏内

町
布守，

p
h
u
 

n
d
 

の

圏

鼠

療
地

医

摩

の

多

他

よエ
・多摩総合医療センター(単独〉

多摩地域の

他の医療圏

北多摩南部医療圏内

(平成 23 年 4 月~7月の新入院がん患者の住所地別流入割合調査より)
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1.3% 23区

2.9百他県

北多摩南部

南多摩 39.4% 

北多摩西部

31.4% 

(平成 23 年 4 月~7 月の新入院がん患者の住所地別流入割合調査より〉

東京都立多摩総合医療センターにおける多摩地域の他の医療圏からのがん患者

を詳しくみると、特に北多摩西部医療圏からの患者が多く、現在はまだ拠点痛院が

整備されでいない圏域からの流入割合が高いことがわかる。また、南多摩医療圏や

北多摩北部医療圏からの患者ち相当数カバーしており、多摩地域の全域にわたるが

ん医療を担っていると言える。

がん患者の受療行動をみると、多摩地域を全体とレて捉え、多摩地域内において、

十分な規模の拠点病院を整備する必要性がうかがえる。この拠点病院が、多摩地域

内におけるがん医療の均てん化を推進し、地域の中小病院・診療所と連携してがん

医療にあたっていくことが重要である。これにより、多摩地域の患者が必要とする

医療を安ωして受けられる体制が強化される。

北多摩南部医療圏で拠点病院として整備されている東京都立多摩総合医療セン

ター、武蔵野赤十字病院、杏林大学医学部位属病院は、いずれも高度かつ専門的な

がん医療を提供している病院であり、それぞれが、拠点病院としての強みを有して

いる。これら 3か所の拠点病院同士がEいの特長・強みを活かした連携を図ること

は、同医療圏にとどまらず、多摩地域全体のがん医療提供体制を強化していく中で、

要となる非常に重要な取組である。
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2 北多摩南部医療圏における 3拠点病院の特長及び連携の取組

( 1 )北多摩南部医療圏における 3拠点病院の特長・強み

北多摩南部医療圏に所在する東京都立多摩総合医療センター、武蔵野赤十字病院、

杏林大学医学部位属病院の3医療機関には、それぞれ次のような特長・強みがある。

.武蔵野赤十字病院

0 ラジオ波焼灼法をはじめとする肝がんの治療実績が多い。

0 がん患者療養支援事業(ピア力ウンセリング事業)を実施するなど、がん

患者団体との連携、相談支援体制の充実に積極的に取り組んでいる。

0 東京都地域連携パスを用いた地域の医療機関との連携実績が多い。

。杏林大学医学部付属病院

0消化器がん、肺がん、乳がんの治療実績が多い。

0 キャンサーボードを活用レ、研修医からがん専門医までを対象に、大学病

院として医療従事者の育成実績を十分に積んでいる。

0休日夜間の相談支援を実施するなど、多摩地域でのがん相談支援体制の充

実を図っている。

。東京都立多摩総合医療センター

0消化器がんの腹腔鏡手術に積極的に取り組んでいる。

0 多摩地域唯一の都立総合病院として、地域を幅広くカバーして集学的治療

を実施している。

O 患者サロンの運営など、がん相談支援体制の充実を図っている。

0 地域の医療機関との連携や緩和ケアの普及に積極的に取り組んでいる。

5 



これらの3病院が連携・協力することにより、多摩地域における

。各種がんについての高度かつ専門的な医療の提供

。がん診療に携わる医療従事者の育成

。がん患者・家族のニーズに合ったきめ細やかな相談支援

。がん診療に関する地域連携

。緩和ケアの普及

が一層推進される。

(2) 3病院連携の取組

多摩地域におけるがん医療の均てん化を推進するために、東京都立多摩総合医療

センター、武蔵野赤十字病院、奇林大学医学部位属病院の3医療機関は、互いの特

長・強みを活かしだ連携協力体制を構築するために、次のような取組を行っている。

• rがん診療の推進・向上及び連携にかかる基本方針」の締結

・基本方針に基づいて情報交換を行うための3病院による「情報連絡会」の設

置

@緩和ケアに関する市民参加型学習会、医療従事者勉強会の合同開催

① 「がん診療の推進・向上及び連携にかかる基本方針」の締結

3病院連携の必要性について、各病院長による会議において、北多摩南部医療圏

を中Is¥とする「がん診療の推進・向上及び連携にかかる基本方針」を定めた。これ

により、質の高いがん医療を提供するための診療機能の向上、地域の医療機関との

連携協力体制の構築、がん患者に対する相談支援・情報提供、人材の育成、がんの

研究について、 3病院が連携して重点的に取り組んでいく。また、 3病院が積極的

に情報交換を図るための揚として、「情報連絡会」を設置することも定めている。

② 「情報連絡会」の設置

「がん診療の推進・向上及び連携にかかる基本方針」に関する事項ゃがん診療に

おける3病院の連携協力体制に関する事項について、積極的に情報交換を行うため

の揚として、平成23年 10月、 3病院の合同により、「情報連絡会」を設置した。

当連絡会は、各病院のがんセンター長により構成され、必要に応じて各病院の医

療従事者等が出席するものである。運蛍は当番制により、年2回程度定期的に関催

6 



し、さらに必要に応じて随時開催する。また、 3病院以外の病院の参加も可能とし

ている。

③緩和ケアに関する市民参加型学習会、医療従事者勉強会の合同開催

多摩地域における緩和ケアの取組を推進するため、平成 23年9月から 10月に

かけて、次のとおり、市民参加型学習会を3回、医療従事者勉強会を 1回開催した。

.市民参加型緩和ケア学習会

0平 23成年9月 17日(会場:国分寺市〉

講師:多摩総合医療センター緩和ケアチーム医長

座長:杏林大学医学部位属病院麻酔科講師

O 平成23年 10月 1日(会場:多摩総合医療センター)

講師:多摩総合医療センター 緩和ケアチーム医長

座長:国分寺市在宅療養支援診療所院長

0平成23年 10月 15臼(会揚:国立市〉

講師:多摩総合医療センター緩和ケアチーム医長

座長:武蔵野赤十字病院泌尿器科部長

。医療従事者フ才一ラム(緩和ケア〉

0平成23年 10月 1日〈会場:多摩総合医療センター〉

ワークショップ
講演(国立市在宅療費支援診療所院長〉

講演〔武蔵野赤十字病院泌尿器科部長〉

このように、北多摩南部医療圏における東京都立多摩総合医療センター、武蔵野

赤十字病院、杏林大学医学部付属病院の3医療機関の連携協力体制は強化されてお

り、多摩地域におけるがん診療の推進、地域連携、医療従事者の養成、患者や地域

住民への情報提供など、多摩地域の患者・住民に安l白を与えるがん医療提供体制の

整備におおいに貢献している。多摩地域におけるがん医療の均てん化を推進するた

めには、 3医療機関の連携協力が不可欠である。

7 
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神奈川県 2次医療圏の概要
平成23年9月1日現在

面積 (krrl)
人口割合

人口密度 病院数
がん診療連携拠点病院

2次医療圏名 人口
(首) 既指定病院数 今回推薦病院数 百十

横浜北部 177.10 1，526，718 16.8 8620. 7 50 2 2 

横浜西部 138.20 1，108，527 12.2 8021. 2 50 2 2 

横浜南部 122.08 1， 057， 955 11.7 8666.1 34 2 3 

川崎北部 78.74 824，265 9. 1 10，468.2 18 

川崎南部 63.96 606，907 6. 7 9488.9 23 

横須賀・=浦 206.96 730，330 8.1 3528.8 30 

湘南東部 118.64 696，817 7.7 5873.4 23 

湘南西部 253.22 593，796 6.6 2345.0 22 2 

県 央 292.81 839，755 9.3 2867. 9 34 。
相模原 328.84 719，121 7.9 2186.8 36 2 2 

県 西 635.29 357，496 3.9 562. 7 23 

計 2415.84 9，061，687 100.0 3750.9 343 13 4 17 



神奈川県 平成23年4月1日現在の指定状況と患者受療動向

-⑪田病院1ι 特定機能病院とし
て、
・二次匡樺圏を越えた患者を封言及
とした高虚ながん医横田提供及び
県向全域の摘院を対象とした詰療
支援や研樺愈等由実施
⑫の病院は、

二次医療圏向田患者への質の高
いがん医擦の提供及び医療従事者
への研h舞金等の実施
と世割在分担している.
・⑪由病院は匡擁園南部に、@由
病院は医療関北部に位置しており、
患者由通院園輔が分かれている.

・県央医療固に居住するがん患者
は、相模原医療圏へ畳診するため、
⑪及び⑫の病院が連携し、 2匿慌
圏をカバーする。
・相模原医婿圏、県夫医療聞は県
向田医療固で2番目、 3番目に広
く、ともに人口出増泊目している。

匝函

Qミ

. ( )向は平成22年'0月末提出回融値、下段lま平成23年'0月末提出の数憧

.国1については、 ESD+EMRの合計数

(平成22年4月1日}

(平成22年4月1日)

国担ゴ



国竺

固と2



神奈川県 平成24年度の指定推薦等状況と想定される患者受療動向

人口約B4万人を抱える空自
由医療圏在⑪と⑪の病院が
連接し、カバーしていたが、
平成24年度からは⑪の病院
が整備されることにより、
身近な地培で高度ながん診
療が受けられる体制が盤備
古れている

南北に走る鉄道がなく、匡僚園
南部に居住する愚者が、⑩由病
院へ通院する際.1時間30分以
上四時聞を要していたが、⑪町
病院が盤輔されることにより、換
点病院への遇院の利便性が向
よし、身近な地域で高度ながん
診療が畳けられる体制が盤備さ
れている

ミ〉

神奈川県におけるがん診療連携拠点病院の整備の基本的考え方

1 現在のがん診療連携拠点病院の整備状況

0本県で1;1:、県立がんセン51ーが「都道府県がん診療連携拠点病院」に、

県内11の二次医療固において、 12病院が「地織がん診療連携拠点病院」

に指定されている
0県立がんセン告ーは、 『神奈川県がん診療連携協議会」の運営

や地域がん登録の実施機関等として、拠点病院をリード

O拠点病院として、特定機能病院である大学病院を4箇所分散配置し、

がん診療に携わる人材の育成や先端的治療を推進

三主_;;，白抽R点病院とのネ‘Yトワーウ安活用して‘高度ながん医療の揮供安図つでい品

2 本県の状況及びがん診療連携拠点病院整備に向けた考え方

( 1 )がん患者数が全圏第2位

0全国に先駆け、昭和田年からがんが死亡原因の第一位(神奈川県衛生統計年報)

0悪性新生物総患者数が全国で東京都に次いで多い108.000人(平成20年患者調査より)
A 行政に対するがんへの対策や医療機関に向け品がん医療へのニーズが富〈 対抗が急務

(2)空白医療圏の解消

0県央二次医療圏が唯一の空白医療圏となっている
→すべてのこ次医寝閣においで がんの専門前な診療が受けιれる体制の整備

( 3)都市部への人口集中

O県西二次医療圏を除くすべての医療圏で全国平均である37万人を上回る
4 特定の窮院への蹟者の集申によっで+骨な医擦の摂供が聴合

」二L

-圏構北部に居住する
患者剖⑮四病院で畳診
」圏域南部に居住する
患者が⑩の病院で畳診
することにより、身近な地
域で高度ながん診療が
畳けられる体制が整輔さ
れている
・⑮と⑮の病院が、特定
機能病院である⑤の病
院と連携することにより、
人口100万を超える医聾
圏におけるがん診療の
強化が図られている.

|資料5一 1I 

ζ うした本県の状況を踏まえ、空白の医療圏への拠点病院の整備に加え、同一医療圏に新たな拠点病院を整備し、既存の拠
点病院との役割分担や相互連携により、本県のがん医療水準を向上させていく。



3.新たに拠点病院を整備することによる効果 医恒三
[謹題]盤車部への人口畢虫

I翠豊田 空白墨需園田解消

100万を超える人口を抱える横浜地壊の匡瞭聞をはじめ、県内の医
約84万人白人口を抱える県夫医樟圏への拠点病院の整備により、 瞳圏に拠点病院を複鞍設置 J二L

空白の匿曜圏を解消

ι 撞五市立み主主孟士皇壷臨{撞謹直直匡撞園]圭血直痘瞳
t:Lγ帯情

病0緩棟和をケアす診る療なの専門外来を設置するとともに、緩和ケア
有 るなど、県向由がん匡曹に貢献している

主担車主苗瞳 l畠圭匡壇圏]圭掛車車由主u聾曲 ¥ 
Oがん地域連携クリテイカルパスを独自に量定し、運用す

方る支と援とすもに、地培匡椛支援病い院るとして地増田医療機閣を佳
る位割を果たして 。

0年間新入院患者に占めるがん愚者の割合が県向田他

の拠点病入札院とほぼ同等であり、周辺市からもがん患者
を受け ている 盤墨童書量痘陸{抽選直畳医撞園}圭艶直痘陸として整曲

0患者な実カ句績盟加している乳がんに封する放射線治療等に
顕著 を挙げている 0悪性腫由癌拠手点術病件数及び外の来実績化学が療あ法るのベ車者について、県
O地域の開業医への病院施設のオープン利用、専門知 向の他 点病院と同等 。

識や増技術のの医樺擢水帯準由場のとして由活用など、病診連携によ 0がん末期入院患者由緩和ケアや揖聾先について、 λ院早期
る地 向ょに寄与している. から看誼師がスクリーニングし、在宅移行期白樺々な問題に

O県失高医擢速掴の東端に住置しているが、近隣に鉄道や

¥丹、 道路が通り、主連に関して至恒である
対して他推職進種しで主接する狙自由システムを確立し、がん患者
支援を ている

主塁韮透痘陸{迦直直盤匡撞閉1圭挫畠痘堕として霊園

0急車した在宅患者告常に畳け入れる契約を医揮薗向田各医

師会の医揮機関と締結しており、地域医療支揖楕院として、

かかりつけ匡が安心してがん診揮に取り組める体制を聾惜し

ている，

0拠点描閣として藍価されることにより、拠点病院への通院

に閲する住民由利便性の向ょが図られる。

一竺11
身近な地域で高度ながん診療を受けることができるよう、拠点病院を新たに整備し、全国で2

番目に多いがん患者に対応するとともに、本県の医療水準の向上及び地域連携の強化を図る



1 .神奈川県におけるがん診療連携拠点病院の整備状況

神奈川県内では現在、都道府県がん診療連携拠点病院に神奈川県立がんセンターが、

県内11の二次保健医療圏に12箇所の地域がん診療連携拠点病院が指定されており、県

央二次保健医療圏のみががん診療連携拠点病院の空白医療圏となっている。

神奈川県立がんセンタ}は、本県における高質ながん診療連携体制を整備し、がん

診療連携拠点病院関及び地域医療機関との連携強化等の効果的な展開を図るため設置

された、 「神奈川県がん診療連携協議会」の運営や地域がん登録の実施機関等として、

がん診療連携拠点病院をリードしている。

また、地域がん診療連携拠点病院のうち、特定機能病院である大学病院を4箇所分

散配置しており、県内におけるがん診療に携わる人材の育成や先端的治療を進めてい

る。これら大学病院と他の地域がん診療連携拠点病院が、総合的で住民に身近な医療

を展開している。

そして、これら都道府県がん診療連携拠点病院と地域がん診療連携拠点病院とのネ

ットワークの活用について、木県におけるがん対策推進計画である「がんへの挑戦・

10か年戦略」に位置付け、高度ながん医療の提供を図っている。

2.神奈川県のがん診療連携拠点病院整備の考え方

本県では、全国に先駆け、昭和53年からがんが死亡原因の第一位になっている(神

奈川県衛生統計年報)。また、悪性新生物総患者数が全国で東京都に次いで多い

108，000人であり、全国の7.1別こ上っている(厚生労働省 平成20年患者調査における

都道府県別悪性新生物患者数)。そのため、行政に対するがんへの対策や医療機関に

おけるがん医療へのニ}ズが高く、対応が急務となっている。

本県の二次保健医療圏の人口を見ると、県西二次保健医療圏を除くすべての医療圏

で全国平均である37万人を上回っている。特に人口が集中する都市部では、人口100万

人を超える二次保健医療圏が 3か所存在し、高度ながん医療に対するがん患者のニー

ズが強いため、特定の病院への患者の集中によって十分な医療の提供が懸念されてい

る。一方で、高度ながん診療機能を有し、拠点病院として国の指定要件を満たしてい

る病院が存在している。

そのため、二次保健医療箇ごとに1か所という地域がん診療連携拠点病院整備の原

則に対して、柔軟な対応が必要であることから、地域の状況を踏まえ、新たながん診

療連携拠点病院を整備し、既指定病院と機能と役割を分担させていくことにより、木

県のがん医療の水準を向上させていきたいと考える(この考え方については、国への

要望により、国に対し表明してきている)。

また、課題とされてきた県央二次保健医療圏に拠点病院を整備し、すべての二次保

健医療圏内において、がんの専門的な診療が受けられる体制の整備を目指している。

1 



3.各新規指定推薦病院について

[新規指定推薦病院]大和市立病院

(1 ) 県央二次保健医療圏の状況

0 県央二次保健医療圏の面積は、県西二次保健医療圏、相模原二次保健医療圏に次

いで3番目に広く、人口は平成23年 9月 1日現在約84万人と、二次保健医療圏別人

口数では、 100万を超える横浜北部、西部、南部二次保健医療圏に次いで県内第4位

でありながら、がん診療連携拠点病院がない空白地域である。

0 がん患者の受療動向をご次保健医療圏ごとに見ると、県央二次保健医療圏では、

47%が圏外の病院へ流出しており、県内の二次保健医療圏で最も流出割合が高い。

[神奈川県医療機能調査(平成19年 3月)より]

(幻 大和市立病院の拠点病院としての機能

0 第 5次大和市総合計画(昭和62年~平成4年)において、人口増加によるがん患

者増加を見越した悪性新生物を対象とする特定病床90床の増床計画とがん診療機器

の導入を具体策として掲げるなど、国や県に先駆けて、がんの集学的治療に取り組

む体制・施設の整備を掲げてきた。

0 上記計画の実現により新病院が平成5年に完成し、現在まで多くのがん愚者を診

療している。平成22年度では、年間新入院患者数に占めるがん患者の割合は24.1%

であり、県内の地域がん診療連携拠点病院(平均24.6%) とほぼ同等となっている。

O 県兵二次保健医療圏の東端に位置しているが、近隣には小田急線が通り、国道246

号線や東名高速道路横浜町田インターから近く、鉄道や道路の交通に関しでも至便

である。

0 化学療法について、がん愚者がライフスタイノレを維持したまま入院することなく

治療に取り組めるよう、入院から外来対応へと徐々に移行している。

(3) 県央二次保健医療圏における地域との連携について

0 平成5年から病院施設のオープン利用、専門知識や技術の習得の場としての活用

など、地元医師会及び周辺医療機関どの聞での病診連携事業にも取り組んでおり、

地域のがん医療水準の向上に寄与している。

0 脳卒中や循環器の地域連携パスを稼働させており、これにがん地域連携パスを加

えることで、神奈川県保健医療計画に位置づけられている 4疾病の医療連携のうち

3疾病までの地域連携ノ号スが整うことになり、県央二次保健医療圏における医療連

携がさらに活発となることが期待される。
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( 4)まとめ

以上のことから、拠点病院の空白地域である県央二次保健医療圏において、地域

がん診療連携拠点病院の要件をすべて満たしているだけでなく、拠点病院となるこ

とで医療圏内の地域連携の推進が期待される大和市立病院を、地域がん診療連携拠

点病院として推薦する。
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[新規指定推薦病院]横浜市立みなと赤十字病院

(1)横浜南部二次保健医療圏の状況

0 横浜南部二次保健厚療閣は、横浜北部二次保健医療圏、横浜西部二次保健医療

圏に次いで、 100万人を超える人口(約106万人)を抱えている。

0 がん患者の人数を所在地別に見ると、神奈川県7，400人のうち、 1，100人が同圏

を住所地としており、県内二次保健医療圏の中で最も多い。

[厚生労働省 平成20年患者調査より]

(2)横浜市立みなと赤十字病院の拠点病院としての機能

0 緩和ケア診療について、専門外来を設置し、他施設からの紹介患者を積極的に

受け入れるとともに、市内で最大の25床の緩和ケア病棟を有するなど、患者の状

況に対応した早期から終末期までのケアを行っており、当該医療圏のみならず、

県内のがん医療に対し大きく貢献している。

0 放射線治療について、より病巣に放射線を集中する治療法とされるリニアック

による定位照射に顕著な実績を挙げている。

0 化学療法について、外来化学療法室の拡充を予定している(現在8床→24床)

など、高度かっ幅広いがん診療を提供し、手術による治療を含め、患者の症状等

に応じた集学的医療の充実に努めている。

(3)横浜市立みなと赤十字病院の医療国における役割分担と連携

0 横浜南部二次保健医療圏におけるがん診療連携拠点病院である横浜市立大学附

属病院は、拠点病院として地域にがん医療を提供するだけでなく、特定機能病院

として、二次保健医療圏を越えた高度先端医療の提供や医療人材育成の役割も担

っている。一方、横浜市立みなと赤十字病院は、地域医療支援病院として、緩和

ケアにおいて医療圏内の医療機関の後方支援的な役割を果たすなど、より地域と

密接な関係を持っている。横浜市立みなと赤十字病院を拠点病院として位置づけ

、ることにより、第一次保健医療圏(かか。りつけ医)=争第二次保健医療圏(地域医

療支援病院)=寺第三次保健医療圏(特定機能病院・専門病院等)"'-とつなぐ、機

能的役割分担が構築され、相互に連携することにより、医療圏内におけるがん診

療のさらなる強化が図られる

0 地理的関係から、圏内北部方面にあたる地域を横浜市立みなと赤十字病院、圏

内南部方面にあたる地域を横浜南共済病院が患者の受け入れを担うニとにより、

地域的な役割分担が進む。

0 横浜市立みなと赤十字病院は、 5大がんの地域連携クリテイカルパスを独自に

策定し、積極的に活用してわる(パスの総数11項目、パスを適応じた患者数85人

[H23. 6. 1 ~7. 31) )など、病診連携の協力体制の整備に向け、積極的に取り組ん

でいる。
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(4)まとめ

以上のことから、横浜市立大学附属病院と共にそれぞれの病院の特性を生かした役

割分担と機能連携を進めることにより、多くのがん患者を有する当該医療圏への医療

提供のさらなる充実が期待できることから、横浜市立みなと赤十字病院を地域がん診

療連携拠点、病院として推薦する。
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[新規指定推薦病院]国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院

(1)横浜南部二次保健医療圏の状況

0 横浜南部二次保健医療圏は、横浜北部二次保健医療圏、横浜西部二次保健医療

圏に次いで、 100万人を超える人口(約106万人)を抱えている。

0 がん患者の人数を所在地別に見ると、神奈川県7，400人のうち、 1，100人が同圏

を住所地としており、県内二次保健医療圏の中で最も多い。

[厚生労働省 平成20年患者調査より]

(2)横浜南共済病院の拠点病院としての病院機能

0 平成23年4月から 7月の悪性腫湯手術総数が374件と、県内の地域がん診療連携

拠点病院の平均 (383件)と同等の実績があり、外来化学療法患者のペ数が883人

と地域がん診療連携拠点病院の平均 (690人)を上回っている。

o 5大がんのほか、他の病院において診療実績の少ない、脳腫蕩や血液がん、口

腔がんにひついて、専門のスタッフを配置するなど体制を整備し、地域からの紹介

患者の受け入れを積極的に進めている。

0 緩和ケアについて、従来からの緩和ケアチームの取組みに加え、平成23年7月

に緩和ケア専門外来を設置するなど充実に向けた取組みを進めている。さらに地

域の医療機関の医師等を対象とした、緩和ケア研修会や勉強会を進め、緩和ケア

の普及向上に向けた役割を果たしている。

0 がん末期入院患者の緩和ケアや療養先について、具体的な支援ができるよう、

入院早期から看護師がスクリーニングし、在宅移行期の様々な問題に対して多職

種で支援できる独自のシステムが確立している。

0 平成22年に訪問看護ステーションを開設するなど、入院中のがん患者の退院支

援や、終痛緩和、在宅療養の看取りまで、退院後のがん患者のきめ細かい支援を

行っている。

(3)横浜南共済病院の横浜南部二次保健医療圏域における役割分担と連携

0 特定機能病院である横浜市立大学附属病院と、緩和ケアや在宅療養支援の取組等

を進める横浜南共済病院との間において、機能面での分担が進むことが期待される。

O 病院の立地条件から、横浜南部二次保健医療圏だけでなく、横須賀・三浦地区の

医療圏との連携が進み、県内の医療水準に貢献していくことが期待される。

(4)まとめ

以上のことから、横浜市立大学附属病院と共にそれぞれの病院の特性を生かした役

割分担と機能連携を進めることにより、多くのがん患者を有する当該医療圏への医療
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提供のさらなる充実が期待できることから、横浜南共済病院を地域がん診療連携拠点

病院として推薦する。
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[新規指定推薦病院]国家公務員共済組合連合会 平塚共済病院

(1)湘南西部二次保健医療留の状況

0 湘南西部二次保健医療圏には、北部に小田急線、南部に東海道線が通じており、

人口約四万人のうち、 46%が小田急線沿線地域(秦野市、伊勢原市)に居住して

おり、 54%が東海道線沿線地域(平塚市、大磯町、二宮町)に居住している。

0 当該医療圏には南北に走る鉄道がなぐ、南部の患者が北部に所在する地域がん

診療連携拠点病院である東海大学医学部付属病院まで通院する場合は、主にパス

を利用することになる。しかし、その場合、 3つの路線を乗り継ぐ必要があり、

1時間30分以上の時間を要する場合が多い。また、自家用車でも30分以上要する。

O 救急態勢(輪番制度)も北部と南部の地域でそれぞれ構成されており、患者の

通院圏域も、北部と南部で、分かれる傾向にある。

(2)平塚共済病院の拠点病院としての機能

0 年間で延べ2，000件のがん患者の入院があるが、入院中は、緩和ケアチームに訪

問看護師が構成員として加わっており、患者の希望を考慮し、入院から在宅にお

けるケアがシームレスで実施できる体制を構築している。

0 退院後は、外来担当医が主治医となる場合、かかりつけ医が主治医となる場合、

共に病院に設置されている訪問看護ステーションが訪問看護を実施している。

(3)平塚共済病院の湖南西部二次保健医療圏における役割分担と連携

。‘医療機能分化が推進される中で、地域医療支援病院として急性期医療をはじめ、

地域の第一次保健医療圏(かかりつけ医)の医療機関と積極的に連携し、支援し

ている。

O 当該医療圏の拠点病院である東海大学医学部付属病院は、拠点病院として地域

にがん医療を提供するだけでなく、特定機能病院として二次保健医療圏を越えた

高度先端医療の提供や医療人材育成の役割も担っている。平塚共済病院を拠点病

院として位置づけることにより、第一次保健医療圏(かかりつけ医)=}第二次保

健医療圏(地域医療支援病院)=宇第三次保健医療圏(特定機能病院・専門病院

等)へとつなぐ、機能的役割分担が構築され、相互に連携することにより、医療

圏内におけるがん診療の更なる強化が図られる。

0 在宅患者の急変を24時間365日受け入れる契約を医療圏内の各医師会の医療機関

と締結しており、かかりつけ医が安心してがんの連携診療に取り組める体制を整

備じている。

0 平塚市医師会及び中郡(大磯町、二宮町)医師会の医師との合同懇話会等を開

催しており、 「顔の見える診療Jが可能となっている。また、地域医療支援病院

として、平成22年は約10，800f牛弱の紹介患者を受け入れており、その実績からも

地域の医療機関と円滑な連携が図られる。
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(4) まとめ

以上のことから、患者の拠点病院への通院における利便性が向上され、地域の医療

機関及び特定機能病院である東海大学医学部付属病院と連携することにより、地域で

安心して治療を受けられる体制の更なあ構築が期待できることから、平塚共済病院を

地域がん診療連携拠点病院として推薦する。
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直E

高知県 2次医療圏の概要

平成23年9月1日現在

Z次医療圏名 面積 (km) 人口 人口割合作) 人口密度 病院数
がん診療連携拠点病院

既指定病院数 今回推薦病院数 言十

安芸医療闇 1128. 92 54， 991 7.2 48. 7 B 

中央医療圏 3008. 75 552， 975 72.2 183.8 98 3 3 

高幡医療圏 1405.44 62，336 8.1 44.4 8 

幡多医療圏 1561. 9 95，802 12.5 61. 3 19 

計 7105. 01 766，104 100.0 107.8 133 3 4 



亘回
平成 23年4月 1日現在の指定状況と患者受療動向

中央医療圏がん患者の
自圏内畳療率

入院

外来

J 
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由圏内受療事
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高幡医療圏がん患者自
由圏内受療率
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外来

安芸、高幡、幡多医療圏には、がん診療連携拠点病院が無い。

そのため、

①の病院が、県拠点として県全域の患者をカバーする

②の病院が、安芸、中央、高幡医療圏の患者をカバーする

③の病院は、高知市在中心Iこ中央医療園の患者をカバーする
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自圏内受療車
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外来

(平成22年4月1目指定)
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(平成22年4月1目指定)

①高知大学医学部附属病院決

②高知医療セン聖一

③高知赤十字病院

諜畳揮率等は、平成17年高知県j患者調査結果による
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匝回
高知県平成24年度の指定推薦等状況と想定される患者受療動向

高幡医療圏がん患者は
自閣内で48叫が受療
①由病院に 8舗が受療
②の病院に 8，5目が受療
③由病院に 4，怖が受療

中央医療圏がん患者は
自圏内で98聞が受療
①の荷院に12，2%が畳療
②由病院に 9，1拡充て受療
③の病院に 6，31が受療
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安芸医療圏がん患者は
自圏内で55，01が受療
①の病院に13:1目が畏療
②田病院に10坊が畳療
③田病院に 2，1唱が受渡

日
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い幡多医療圏 I / 
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幡多医療聞がん患者は
自圏内で84.8%が畳療
①の病院に 3怖が畳療
②の病院に 2，1唱が受療
③の病院に 0，3唱が受療
④の病院に31，11が受療

①の病院が、県拠点として県全域の患者をカバーする
②の病院が、安芸、中央、高幡医療圏の患者をカバーする
③の病院は、高知市を中心に中央医療圏の患者をカバーする
④の病院は、幡多医療圏の患者をカバーする

①高知大学医学部附属病院*(現況)
②高知医療セン聖一 (現況)
③高知赤十字病院 (現況)
④幡多けんみん病院 (新規)

来畳療率寄l玄、平成23年園樟・佳期高齢者医療レセプトによる入院及び外来畳療の合計から計算

高知県のがん診療体制についての考え方(1 ) 

( 1 )がん診療の圏域の設定

本県では、保健医療計画において4つの二次医療圏(安芸・中央・高幡・幡多)を設定しているが、がん診療体制について
は、次のような医療機能の集積状況やがん患者の医療圏間移動、地理的条件等を踏まえ、県全体としてがんに関する高度医療
の確保と患者及び家族の利便性の双方を確保できるよう「中・東部診療掴域』と「西部診療圏域Jの2診療圏域を設定する。

①本県の二次医療圏のうち、安芸及び高幡医需圏では、集学的治療を実施できる医療機関がなく十分ながん治療は実施できて

いないことから、その役割を中央医療圏の拠点病院が担っている。
一方、幡多医療圏では、集学的治療が実施可能な医療機関が1病院存在するが、拠点病院の指定は受けていない。

③本県は、東西に長い地形に加えて、中山間部では過疎
化が進行するなど地理的条件が厳しいが、近年の道路

網や鉄道網の整備により、安芸及び高幡医療圏から中
央医療圏への時間距離は大幅に短縮している。

@幡多医療圏1土申臭医療固から地理的に離れた圏鎚であり、

一部最者が中臭医療圏や県外に流出しているものの‘
概ね自閤域肉で医療が完結している。

• 
、ほ実堕旦].，・

工十 |安芸医探聞
、 豊皇笠草壁盟l

r 

-1一一一一..~ ・がん診療連携拠点病院『 幡多医漉園

f関電 空自由医療圏) I 4ノでヨもよ、 =............=7JiU'.. I/ E 圃:新規指定推薦病院

以上の二とにより、がん診療については、 『中・東部診療圏域」と
、手、幡多けんみん病院

『西部診療圏域」のZ診療圏織を設定することとする。

i現在、中・東部診療圏域については3つの拠点病院でカバー

i しているが、西部診療圏域は拠点病院来鞍備の園埠である

西部診療圏域で唯一がゐ診療連携拠点病院
の要件を充足する

幡多けんみん病院を新規指定推薦



高知県のがん診療体制についての考え方 (2) |資料5-21

( ー ん…捕につして 1 
0現在、西部診療圏域(幡多医療圏)には、がん診療連携拠点病院が整備されていないため、

高知県がん対策推進計画及び第5期高知県保健医療計画では、幡多医療圏へのがん診療連携
拠点病院の整備の必要性等について次のように示し、整備に向け取り組んでいる。

・高知県がん対策推進計画
「幡多保健医療圏について、 5年以内(平成24年度末まで)に拠点病院を整備できるように検討するJ

.第5期高知県保健医療計画
「幡多保健医療固に地域がん診療連携拠点病院の護備を進める必要がある」

0幡多けんみん病院は、幡多地域における中核病院として、二次医療圏でほぼ完結する医療を
提供しており、がん医療についても圏域内で集学的治療を唯一実施している病院である。

O同院は、平成23年4月から「高知県がん診療連携推進病院※」として指定されおり、従前から
のがん全般に関する集学的治療に加えて、がん診療における地域の医療機関との連携協力体制
の構築や、がん患者に対する相談支援及び情報提供・情報発信にも積極的に取り組んでいる。

※がん診療連携拠点病院に準ずる機能をもっ病院として県知事が指定

司今回、幡多けんみん病院を西部診療圏域をカバーする地域がん診療連携拠点病院として
新たに整備することにより、すでにがん診療連携拠点病院に指定されている高知大学医学部
附属病院、高知医療センタ一、高知赤十字病院と合わせて、高知県内全域をカバーする
がん診療地域連携体制の構築により、 『がん医療の均てん化Jを実現させる方針である。



がん診療連携拠点病院推薦意見書

高知県

1 推薦の考え方
( 1 )がん診療連携拠点病院の機能及び推薦選考の視点

がん医療の水準が着実に向上しつつあるなかで、集学的治療や、早い段

階から行う緩和ケアなど、全国どこに居住していても質の高いがん医療を

提供できる体制づくりが切望されている。
大都市圏との格差を解消し、県内のがん医療水準の向上を図ることが、

がん診療連携拠点病院の大きな役割jと位置付け、今回推薦する医療機関の

選考・審査にあたっては、次の点を重視した。

①がん医療の実績数が多いこと
②がんにかかる専門的な医療スタッフが充実していること
③地域の医療機関との連携が緊密であるとと

④がん患者の受療動向

(2 )推薦選考の手続き

推薦する医療機関の選考にあたっては、県で指定要件の充足度などを審
査した上で、「高知県がん対策推進協議会」で今回の推薦の同意を得た。

協議会の構成は、高知県医師会、高知県歯科医師会、高知県薬剤師会、
高知県看護協会、がん診療連携拠点病院、患者、患者家族などの代表であ

る。

2 本県のがん診療体制についての考え方
( 1 )がん診療の圏域の設定

本県には、 4つの二次医療圏(安芸・中央・高幡・幡多)があるが、が

ん診療体制については、次のような医療機能の集積状況やがん患者の医療
圏間移動、地理的条件等を踏まえ、県全体として高度医療の確保と患者の

利便性の双方を確保できるよう、 2診療圏域(中・東部及び西部)を設定

する。

①本県では、安芸及び高幡医療圏では、放射線治療及び集学的治療を実

施できる医療機関がなく十分ながん治療は実施できていないことか

ら、その役割を中央医療圏の医療機関が担っている。

また、幡多医療圏内で放射線治療及び集学的治療ができる医療機関は

1 7J¥所のみとなっている。

②がんの入院患者についても、県内の7割近くが中央医療圏に集中して

おり、他の医療箇からの流入も多い。(資料 1を参照)

入院患者の受療完結率 中央医療圏への流出

安芸医療圏 50. 8% 49. 2% 
中央医療圏 100.0% O. 0% (他の医療圏へ流出)

高幡医療圏 33; 9児 61. 5% 
幡多医療圏 77. 5% 20.4% 



③本県は、東西に長くしかも過疎化が進んだ中山間部を抱えるなど、地

理的条件が厳しいが、最近の道路網や鉄道網の発達で、安芸・高幡医

療圏から中央医療圏への時間距離は、大幅に短縮している。

④幡多医療圏は中央圏域から離れた県境の圏域であり、一部患者が中

央医療圏や県外に流出しているものの、概ね自圏内で医療が完結して

いる。

以上のことにより、がん診療については、次の 2診療圏域(中・東部及

び西部)を想定する乙ととする。

2次医療圏

二次
面積(km2) 人口(人) 割合 病院数

医療圏 H23.8末現在 (%) 
H23. 10. 1 地域の特徴

現在

安芸 1. 128. 9 54. 991 7. 2 8 要件を満たす医療機関がなく、

医療圏
半数程度の患者が中央圏域}
流出している。

中央 3， 008.8 552， 975 72.2 98 医療機関が集中しており、結ほの患ぼし

医療圏
完全に自圏内で医療が完
ている。また、他圏域から
者が多く流入している。

高 幡 1， 405. 4 62， 336 8. 1 8 要件を満たす医療機関がなく l 

医療圏
半数程度の患者が中央圏域に
流出している。

幡 多 1. 561. 9 95， 802 12. 5 19 中央圏域から離れた圏域で一|

医療圏
部患者が中央圏域に流出して
いるものの、概ね醐内で医療l
が完結している。

iロL 計 7， 105. 0 766， 104 100.0 133 

がん診療圏域 工土
二次 面積 人口 割合

圏域
医療圏 (km2) (人) (%) 

病院数 地域の特徴

中・東部 安芸 5， 543. 1 670， 302 87.5 114 安芸医療圏・高橋医療圏には、

中央
要件を満たす医療機関がなく、
入院患者でふ6割、外来患者で

高幡 およそ 3割程度が高知市へ流
出しているため、中央医療圏と
一体的に整備する。

西 部 幡多 1， 561. 9 95， 802 12. 5 19 県庁所在地から離れた県境の
医療圏であり、入院・外来患者
ともにおよそ 8割程度が自圏
内で完結している。

i口h 言十 7， 105. 0 766. 104 100.0 133 

2 



(2)がん診療連携拠点病院の整備方針

都道府県拠点病院として、高知大学医学部附属病読を整備している。

また、中・東部(安芸。中央 e 高幡医療圏)の地域拠点病院として、高

知医療センター及び高知赤十字病院を整備している。

現在、空白医療圏となっている西部圏域(幡多医療圏)について、今

回新たに地域拠点、病院として、幡多けんみん病院を整備する。

圏域 医療機関名 各医療機関の機能

全県 高知大学医学部附属病院 φ都道府県拠点病院として、高知がん診療連携協

(都道府県拠点)
議会を主宰する。

φ特定機能病院及び大学病院として、県内全域を

対象に、高度ながん診療のみならず、次の機能

をも発揮する。

-症例の少ないがんの診療を行う。

-全県の医師に対し、大学の教育機能を活かし

た研修を行う。

-全県の医療機関への医師派遣を通じて、県内

の医療技術の向上を図る。

@県内4医療閣の医療機関等の拠点として、遠隔

画像システム等を通じて、診療支援を行ヨ。

φPET-CTセンターを稼働させ、県内全域の

病院・診療所の検査機関として機能している。

中・東部 両知医療センター @中東部の拠点病院であるとともに本県のき|

(地域拠点)
幹病院として、県内全域を対象に高度な医療
fTつv 。

φ高知大学とともに、中央医療圏、安芸医療圏・

高幡医療図の患者の診療と、これら医療圏の医

療機関の診療支援を行う。

φがんの分野でも、地域のかかりつけ医やホスピ

ス病院と共同して、緩和ケアも含めた在宅医療

の充実を推進しておの、がんにおける病病連

携、病診連携、がん在宅医療推進の役割を果た

している。

高知赤十字病院 令中・東部でがん診療の中核となる病院で、高度

(地域拠点)
ながん診療を行うとともに、地域医療支援病院

として医療圏内の医療機関と緊密な連携体制

を築いている。

φ高知市中心部に位置し、 JR高知駅や高速道路

高知 ICに近いなど、県内患者の利便性が図ら

れている。

西 部 幡多けんみん病院 φ幡多地区の基幹病院として、高度ながん診療を

(地域拠点・新規指定)
行うとともに、地域の関係機関との連携のもと

に、地域で完結できる医療の提供を目指す。

3 



3 今回推薦する医療機関(高知県立幡多けんみん病院)について

( 1)高知県立幡多けんみん病院(新規指定)の概要
/戸

病床数 355床

(一般病床 324床J 結核 28床、感染症 3床、その内 1CU6床)

職員数450名

(医療関係職の職員数常勤 395名)

幡多けんみん病院は、平成 11年 4月に、西南病院と宿毛病院の 2つの

病院を統合して整備された、県立病院である。

l幡多地域におけるがん医療の中核となる病院として、放射線治療及び集

学的治療を幡多医療圏で唯一実施しており、二次医療圏でほぼ完結する医

療を提供している。

また同病院は、平成 23年 4月から高知県がん診療連携推進病院{県がが

ん診療連携拠点病院に準ずる機能をもっ病院として指定)として指定を受

け、がん全般に関する集学的治療を行うほか、地域のがん診療の連携協力

体制の構築や、がんj患者に対する相談支援及び、情報提供に積極的に取り組

んでいる。

新規指定の申請にあたって充実強化した機能としては、

① 院内クリテイカルパスの整備

② キャンサーボードの設置

③ セカンドオピニオン実施体制の整備

④ 相談支援センター機能の強化

⑤ 標準登録様式に基づく院内がん登録の実施

(2 )患者の受療動向

l幡多医療圏に居住しているがん患者は、入院治療では74. 4%の患者

が、外来治療では86. 0 %の患者が自圏内の医療機関を受療している。

入院治療と外来治療を合わせた場合、 84. 8%が自圏内の医療機関を受

診している。

また、幡多医療圏に居住しているがん患者で自圏内の医療機関を受診し

ている患者のうち、入院治療では36. 4%、外来治療では37. 8 %、

入院治療と外来治療を合わせた場合37. 7 %の患者が幡多けんみん病院

を受診している。(資料2を参照)

(3 )本県のがん診療体制を整備するうえでの必要性

がん診療については、最新の医療を本県でも提供しうる体制づくりを目

標とし、医療従事者の育成、診療の相互支援、がんに係る情報の収集・提

供等を行うこととしている。その推進体制としては、特定機能病院及び大

学病院である高知大学医学部附属病院が、都道府県がん診療連携拠点病院

4 
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として県全体のがん治療水準の向上と人材の育成、治療連携体制を構築し

ている。

また、安芸医療圏及び高幡医療圏にがん診療連携拠点病院としての要件

を満たす病院が無いことから、高知医療センターと高知赤十字病院の2病

院が、高知大学医学部附属病院と連携して、中央医療圏・安芸医療圏・高

幡医療圏をカバーしている。

さらに、幡多医療圏をカバーする地域がん診療連携拠点病院として、幡

多けんみん病院を整備することにより、高知県内全域をカバーしたがん診

療地域連携体制を構築する方針である。

がん診療連携拠点病院を核としたがん診療連携体制の構築

ょ二十 中国四国広域がんプロフエツシヨナ峰成 っこ〉
高知県がん診療連携拠点病院ネットワーク

…最新の医療技術の導入、医療の質の向上、人材の育成
全県を支援

〔都道府県がん診療連携拠点病院〕 高知大学医学部附属病院

診療連携
診断・診療支援等

工工
中・東部

J (高知赤十字病院

研修

工工
西部

J (儲けんみん病院)

がん医療情報の提供等

県内の病院・診療所

F d 



資料 1 I悪性新生物 患者流出状況j平成 17年高知県患者調査

入院 単位:%。人

よ思?中央 安芸|高幡!幡多 県外 実数

中央医療圏 100.。 。 。 。 。759 

安芸医療圏 49.2 50.8 。 。 。122 

高幡医療圏
ト一一ー

61.5 。33.9 2.8 1.8 109 

幡多医療圏 20.4 0.7j 77.5 1.4 142 

外来 単位:%・人

ム町!中央 安芸 高l幡 幡多 県外 実数

中央医療圏 99.7 0.3 。 。 。604 

安芸医療圏 33.8 63.6 。 。2.6 77 

高幡医療圏 28.6 。71.4 。 。
幡多医療圏 11.1 。5.6 82.2 1.1 90 

がん入院患者の各保健医療圏域内の受療率 がん外来患者の各保健医療圏域内の受療率

入院 外来

[中央岳健医療圏J !中央臨瞳匪蝿闇1

[高幡県健医暗闇】 I .~J.I.."!C~ I _.l [高幡保憧医盟国】

[安芸保憧医療圃]
[安芸保健医療圏]

6 



資料2
入院外来別、医療機関の所在医疲圏別、患者の居住医療国別、がん受療件数

診断名記峨欄1から5に悪性新生物の記載のあるレセプト件数及び受療件数割合

[平成23年6月国保後期高齢者医療レセヰトより}

U 凸_mTz_r:;;'fC' 

医療機関の所在医療圏

患者の
区分

居住医療圏

安芸

入院+外来
中央

のがん受療
再)高知市

件数
高幡

橋幸

総計

安芸

総数に
l中央

占める
再〉晶知市

割合
守幡

幡多

総計

~J、

患者の
区分

居住医療問

安芸

入院
'"串

再)高知市
のがん診療直面

件数

総数に

占める

割合

幡多
総計

患者の

安芸

1.111 
25 
13 。。

1.136 

55.0% 
0.2略
0.2% 
O.O~措

0.0覧
5.2略

安芸

77 
3 
2 。。
80 

区分
居住医療圏| 安芸

安芸 57.4% 

総数に
中央 0.2% 

占める
再)高知市 0.2% 

割合
高幡 0.0略

四置多 0.0% 
総計 5.4% 

中央

852 
14，624 
8.108 
1.038 
265 

16.779 

42.2自
98.8覧
98.8唱
47.9% 
9.2諸
76.8略

中央

134 
1.614 
905 
136 
57 

1.941 

39.9活
98.9見
98.9% 
46.4百
8.1% 
76.2% 

高知大学
高セン知タ医ー聾

高知 国立病院 高橋

医附学属部揖院
赤十字 t11M高知
病院 晴院

276 209 55 7 。
1.809 1.435 925 115 20 
794 815 683 425 2 
178 184 99 115 1.058 
111 60 10 14 25 

2，374 1.888 1.089 851 1.103 

13.7% 10.3部 2.7略 0.3% 0.0% 
12.2% 9.7覧 6.3覧 4.8% 0.1% 
9.1% 10.7% 8.3弘 5.2% 0.0% 
8.2% 8.5% 4.6% 5.3% 48.9% 
3.9% 2.1略 0.3稲 0.5% 0.9潟
10.9% 8.6% 5.0覧 3.9% 5.0% 

医療機関の所在医療困

高知大学
高知医捕

高知 国立病院
高幡

医附学属摘部院 センター
|摘院

機病構院高知

47 32 10 4 。
283 222 111 94 2 
129 135 80 57 。
28 34 13 18 77 
25 19 6 3 

383 307 135 122 82 

12.7% 9.8% 2.5% 0.2百 0.0% 
11.6百 9.2施 6.2略 4.7百 0.1% 
9.1% 10.2% 8.3略 5.1% 0.0箱
7.7% 7.7% 4.4覧 5.0話 50.4% 
3.4% 1.6% 0.4% 0.3% 0.9% 
10.2私 8.1% 4.9乾 3.1% 5.2% 

7 

幡多 幡多lナん 県外 総数
みん病院

。 57 2.0gQ 
8 2 119 14.1~ 
6 74 8.203 

21 10 48 2.1eQ 
2.43); 1.082 147 2.8"1] 
2.465 1.094 371 21.854 

0.0% 0.0% 2.8% 100.0省
0.1% 0.0% 0.8% 100.0% 
0.1% 0.0% 0.9% 100旦型l
1.0% 0.5% 2.2% 100.0%1 

84.8% 37.1% 5.1% 100.0覧|
11.3% 5.0略 1.1% 100.0%1 

幡多 幡多けん 県外 総数
みん摘院

。 。 8 219 
3 。 16 1.638 
2 。 12 921 
1 。 5 219 

229 112 19 308 
233 112 48 2.384 

県外 総数

0.0% 0.0% 2.7% 100.0覧
0.0% O.O~掲 0.8% 100.0克
0.1% 日0% 0.9覧 100.0弘
1.0% 0.5諸 2.2覧 100.0弱

86.0% 37.8% 5.0覧 100.0略l

11.5%1 5.m地 1.7弘 100.0%1 



鹿児 県

匡E
鹿児島県 2次医療圏の概要

平成23年9月1日現在

面積 人口割合
がん詰揖連揮拠点病院

2次医嘩圏名 (krri) 
人口

(略}
人口密度 病院数

既指定病院艶 今回推薦晴院数 言f

鹿児島医療圏域 1，044.9 688，887 40.4 659.3 118 3 1 4 

南藤医療圏域 865.2 145，803 8.5 168.5 34 1 

川薩医療圏域 986.9 123，698 7.2 125.3 20 1 

出水匡療圏域 580.6 89，880 5.3 154，8 g 。 。
措良伊龍医療圏域 1，371.7 243，195 14.3 177.3 34 1 1 

曽於医療閤域 781.2 86，470 5.1 110.7 11 。 。
肝属医癒圏域 1，323.0 164，082 9.6 124.0 25 1 1 

熊毛医療閤域 995.0 45，454 2.7 45.7 5 。 。
奄美医療圏域 1，240.3 118，773 7.0 95.8 16 1 1 

官十 9，188.5 1町706‘242 100 185.7 272 8 1 



鹿児島県平成2.3年4月1日 状況と患者受療動向

22 

③県立薩南病院

【県がん診療指定病院I
ア(総合)今給畢韓合痛院
イ[総合)南風痛院
ウ(総合)サザン・リージョン病院
エ(総合)国立指宿病院
オ(総合)111内市医師会立市民病院
カ(総合)阿久根市民晴院

ンター

(平成22年 4月1臼)

④県立大島病院
(平成22年4月1日)

⑤済生会川肉病院
(平成22年4月1日)

⑥国立病院機構南九州痛院
(平成22年4月1日)
⑦県民健康プラザ鹿屋医療セン聖一
(平成22年4月1日)

③鹿児島市立病院
(平成23年4月1日)

匝璽置園圃|

c::::戸

'"コ

〈ク

吐b

熊毛保健医療固に住むがん患者民
主過の亜の良い鹿児島県健医療圏
埠の病院を畳診する

下段は平成23年10月末提出の数値。

戸時常詰士吉ナ寸
年間患者宴

匝1JI..i!Jt.i¥{雇画

匡日

肝臓がん 早Lが 拍 車物療法の
年間新 肺がん胃がん手術大腸がん手術 ん (1月ω12 ベ患者数緩和ケ 病病理

年間新入院串 月} ZE 携・病

大学病1女現況院

医療セ2 現況、 . h

県立蔭
3 現況

南病院

県立大
4 現況

島病院

5 

6 

7 

川向病
現;児院

南九州
現況

病院

鹿屋医
現況療セン

ター

入院が者数に悪性 相践主診連携
する斬

ん患者占める腫曙 腹町内 懐センの畳入
ESD ~." 規百香織

散(1がん愚手術 胸腔 腔 す 腹腔 腹腔ラν 小綿入院外来依鵬ター相件数
月-1者白書l総散開胸 開胆鏡 開腹 向視開腹 オ雄事L癌 体 外 股件世 (6-7

古 手桶寄手楠下守手術語鏡手手術特焼灼手術照射 iT171f dZ五 月晴
附 Zむ 術 標法 ttl 計)

(3026) (34. 1) (488) (38) (35) (5) (6) (2) (10) (1) (1) (7) 
3261 34.1 381 23 22 5 4 7 5 8 1 8 

(1515) (23.1) (86) (1) (0) (9) (0) (0) (12) (0) (1)日)

1461 21. 3 84 1 1 3 0 0 10 0 3 0 

(664) (31. 8) (20) (1) (0) (4) (0) (3) (6) (2) (0) (0) 
1359 67.3 72 2 0 2 1 1 6 3 46 4 

(324) (5. 5) (39) (1) (7) (5) (1) (0) (2) (10) (0) (3) 
347 5.8 24 1 4 2 0 4 2 1 2 0 

(1041) (22.2) (106) (0) (0) (4) (4) (3) (9) (6) (0) (0) 
1105 23.2 109 0 0 1 2 1 6 4 0 0 

(1691) (49.5) (78) (2) (60) (3) (0) (0) (6) (3) (町 (2)
1463 47.0 64 0 43 2 2 0 2 1 0 0 

(18) (25) (414) 
o 10 12 454 

(0) (帥(193)
000222  

加) (1) (24) 
o 0 1 24 

(2) (6) (93) 
o 1 0 76 

(1) (1) (171) 
o 4 0 165 

(1) (町 (101)
o 0 0 182 

(72) (544) (215) 
88 579 226 

(25) (346) (351) 
25 363 286 

(0) (41) (26) 
o 39 23 

(0) (42) (12) 
o 75 32 

(0) (160) (108) 
o 228 85 

(町 (111) (21) 
o 167 15 

(830) (26.2) (42) (0) (2) (5) (3) (0) (6) (4) (4) (0) (0) (0) (0) (133) (0) (112) (148) 
971 29.5 46 0 3 7 2 0 5 5 0 0 0 0 6 144 0 43 348 

(23) (175) 
29 139 

(13) (322) 
15 578 

(83) (66) 
9 65 

(3) (3) 

o 11 

(6) (43) 
3 30 

(10) (138) 
10 126 

(406) 
40 

恒6)
585 

(53) 
17 

(109) 
51 

(63) 
53 

(80) 
53 

(16) (28) (172) 
16 85 181 

8 
鹿児島 (1883) (18.9) (204) (0) (0) (6) (4) (9) (23) (3) (0) (20) (38) (2) (325) (19) (194) (98) (13) (34) (372) 

現況市立病

9 

院 1821 18.4 148 0 0 6 0 1 7 3 0 1 0 0 3 304 24 126 95 11 23 284 

今給梨
新規病院 1716 24.3 149 3 21 2 5 3 0 12 2 1 0 1 0 283 61 93 62 15 54 136 



出水保健医療固に住むがん患者は 111 
臨保健医療固と隣接の水俣市・八代市
町医療機関を畳啓する.⑤の病院が出
水保健医療函と川随埠健医療困のがん
患者をカバーする。

④県立大島痕院〈現況)
⑤済生会川向病院(現況)

⑤国立病院機構南九州病院(現況)

⑦県民健康プラザ鹿屋医療セン

@鹿児島市立病院(現況)
@今給謀総合病院(新規)

Cコ 戸

〈コ

ζタ

宅と;:.

曽於埠健医療圏に世むがん庖者l乱隣接
医療園田喧lOのほか.今回新規申請を吉
む鹿児島保健医療画期の拠点病院でカ
パーする。(高速道路の活用)

匡亙盈垂画

今回指定推薦に係わる県の考え方 直E
。現状

・9医療圏域中 6医療圏域に8施設(都道府県: 1機関・地域 :7機関)が指定されている。

・本県独自の「県がん診療指定病院Jを 16医療機関指定している。 (H23.12. 1現在)

。空白閤域の考え方

O出水保健医療圏

・地域がん診療連携拠点病院の指定要件を充足する医療機関がなく，県がん診療指定病院が2医療機関指定
されている

-隣接の水俣市・八代市(熊本県)も生活圏となっており，そこの医療施設を利用するがん患者も多い。

・隣接の川薩医療圏の地域がん診療連携拠点病院(済生会日l肉病院)と県がん診療指定病院(川内市医師会
立市民病院・阿久根市民病院・出水総合医療セン告ー)との連携によりがん患者に対応する。

0曽於保健医療圏
・地域がん診療連携拠点病院の指定要件を充足する医療機関がなく，県がん診療指定病院も指定されていな
し、。

・隣接の姶良 a 伊佐及び肝属保健医療圏域のがん診療連携拠点病院での対応や， 隣接の宮崎県(都城市・
日南市の医療機関による対応の他，当医療圏域に県がん診療指定病院を整備しこれらの連携による対応
を想定している。

・鹿児島市内への交通網の整備(高速道路で鹿児島市内へ約1時間)により鹿児島県圏域への流入が多くなる
ことが想定されるので，地域がん診療連携拠点病院として今回鹿児島圏域の医療機関を新規推薦すること
とした。

0熊毛保健医療圏域
・地域がん診療連携拠点病院の指定要件を充足する医療機関がなく，県がん診療指定病院(屋久島徳洲会病
院・田上病院)が指定されている。

-現状では，この圏域のがん患者は交通網(航空機・高速船)の便利な鹿児島市内の医療機関への受診者が
多いことから，地域がん診療連携拠点病院として，高速船の港から近く，熊毛圏域からの患者も多い鹿児
島圏域の今給梨総合病院を新規推薦することとした。



医療機関別各医療圏域毎の入院患者受け入れ状況

鹿児島医療聞の医療機関に，他の医療聞からの入院がん患者数が多い背景には，次のような要因が考えられる。
①本県人口の約40怖がこの圏域に集中している。
②高度の医療機能を有する医療機関がこの圏域に集中している。
③本県は，高齢化率がH22.10月現在26.5%と非常に高くなっており，特に地方部では40%を超えているところも多い。

がんは加齢もその発症リスヴのひとつである。がん患者は特に地方部で増加傾向にあるが守現在の地域がん診療連携拠
点病院は病床数や地域の総合医療を担う立場等からがん患者の受入数を増やすことは困難な状況である。

④高速道路網・航空機使・船便といった交通機関の整備により，県内各地から鹿児島市肉へのアウセスの利便性が高まっ

ている。~園L
O基本的には，二次医療圏内に整備することを原則としつつ，未整備圏域については，人口・患者動向・地理的要因等を

参考に，他の医療圏域で指定要件を充足する医療機闘を選定する。
0 その際には，医療資源の偏在を前提に検討する。なぜならば現状の偏在を補Eするにはコストや時間を必要とし，今そ

こにいるがん患者に対応できないからである。
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昨年度指定を受けた医療機関を含め，既存の地域がん診療連携拠点病院
では病床数等の都合で診療を受けることのできないがん患者の受け皿とな
る。
また，今回推薦する医療機関と既存の拠点病院の連携を強化することで

それぞれの病院の特徴を活かした診療を行うことができ，がん患者はより
良い診療を受けることができるようになる。
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推 薦 主国

平成 24年度の地域がん診療連携拠点病院の新規推薦について

推薦医療機関名

-公益財団法人昭和会 今給禁総合病院

国の「がん診療連携拠点病院の整備に関する指針」に定める必須要件

を満たしていることから新規指定病院として推薦するものである。

，.""' 

鹿児島県知事 伊藤祐一郎i



0地域がん診療連携拠点病院整備の考え方

(1)鹿児島県は.二次保健医療圏の区域について，急速な少子高齢化の進展等の環境変化や
医療制度改革の推進等の現状を踏まえ，医療機能の分化E連携や共生，協働の地域ケア体制の
整備等の観点を勘案して，効率的で適切な医療を提供する休制を確保するための圏域として，
これまでの12圏域を9圏域に見直した(平成20年3月)

(砂現在， 6医療圏(鹿児島，南薩， )11薩，姶良圃伊佐， s干属，奄美)に，都道府県がん診療連携
拠点病院1，地域がん診療連携拠点病院7，計8拠点病院の指定がされている。

(3)現在の空白圏域(出水，曽於，熊毛)についての考え方

①出水圏域
隣接の川薩圏域にある地域拠点病院(済生会川内病院)および出水圏域の県指定病院

(阿久根市民病院・出水総合医療セン合一)の3者の連携により対応

②曽於圏域
曽於圏域には，国の指定指針を充足する医療機関がないことから，隣接の姶良・伊佐及び

肝属圏域にある地域拠点病院や隣接県(宮崎県)の医療機関による対応の他，当該圏域に
県指定病院を整備し，これらの連携による対応を想定していた。
しかし，宮崎県では平成22年度の指定更新に際し， 2医療機関が辞退したことにより，

拠点病院が5か所から3か所に減少した。
また，本県独自の県指定病院について募集を行ったが，応募する医療機関がなかった。
当該圏域では，県平均以上に高齢化が進行しており，がん患者の増加が想定されることから，

このままでは，隣接医療圏の地域拠点病院の負担増が懸念され，また，本県のがん患者の宮，
崎県への流出は，拠点病院の減少した宮崎県にとって大きな負担となると考えられる。
以上のことから，県として当該圏域のがん患者に対応する地域拠点病院の整備を検討する

必要がある。

③熊毛圏域
熊毛圏域Iま，大きく種子島と屋久島の2島からなり，現在，各島に県指定病院が整備されてい
るのみで，地域拠点病院はなく，また，聞の指定指針を充足する医療機関もないため，当該圏
域のがん患者に対応する地域拠点病院の整備を検討する必要がある。



E患者動向〕

にJ病院におけゐ榔位入院がん態省の状ilt，阜包:人J ¥H18臨児昌県医療施設機能等部l食、H18.12.13時点〕

韓
食道圃胃 大盲腸腸・ H干.~腿E管， 肺，室気管支 乳房 子宮 前立腺 その他 言十

198 181 251 1.86 104 84 67 441 
4 8 10 7 9 。 3 8 

護
7 6 3 17 4 2 10 

25 20 20 8 3 3 4 17 
27 17 26 26 3 2 8 27 
20 14 10 6 2 6 6 37 

震E
4 B 7 10 。 。 9 

27 37 48 71 8 5 9 18 
、、 11 9 7 7 。 1 1 5 

39 32 33 29 11 6 5 35 

ト著i 5 4 2 8 。 1 3 2 
12 26 15 32 8 11 7 39 

※鹿児島医療圏の医療機関に入院がん患者数が多く.他の圏域からの流入が多い背景には，
次の要因が考えられる。
①鹿児島圏域の人口は約69万人で県人口約170万人の約40%がこの圏域に集中している。
②高度の医療機能を有する医療機関が鹿児島市内に集中している。
③高速道路網・航空便"船便といった交通機関の整備により，県内各地から鹿児島市肉への

アクセスの利便性が高まっている。

亡で二」
【今後の整備の考え方1

1.512 
49 

50 
1001 
136 
101 

39 
223 
41 
190 
25 
150 

今後の，がん診療連携拠点病院の整備に当たっては，本県は全国に先行して高齢化が進行し，がん患ー
増加が見込まれること隈られた医療資源を有効に活用する必要があること，がん診療に際しては
救急という要素をあまり配慮しなくてもよいことなどから，基本的には，二次医療圏内に整備することを
原則としつつ，未整備圏域については，人口園患者動向・地理的要因等を参考に他の医療圏域で
指定要件を充足する医療機関を選定する。

/ 



0地域がん診療連携拠点病院として推薦する医療機関について

(1)医療機関名
今給著書総合病院 (鹿児島医療圏) 必須要件充足

(2)推薦の考え方
現在の空白圏域(特に曽於，熊毛)のがん患者に対応する地域がん診療連携拠点病院として

整備したい。

(めがん患者の受入状況

新規申請医療機関(今給君主総合病院)の空白圏域からのがん患者受入状況

平

官訪
平霊祭実度 平成23年度(4/1-9/30)

医療圏 延患べ外来 実入院 延ベ者q延院数べ患入 実入院患
者数 患者数 |ま患者 者 者数

|曽於 479 16 13 456 13 10 197 2 2 
|熊毛 2.913 140 92 2.981 120 70 1.384 60 46 

(4)新規指定により想定される患者受療動向

【診療

ヲ骨

新

①高速道路網の整備により曽於圏域から鹿児島圏域へのがん患者の流入が想定されるため，
今回推薦する医療機関が曽於圏域と隣接する圏域の地域拠点病院や地元医療機関との連携体制
を構築することにより，当該地域のがん患者が，安心して県内でがん医療をうけることができるよう
になる。

②熊毛圏域のがん患者は交通網(高速船)の便利な鹿児島市内の医療機関への受診が多いため，
今回推薦する医療機関が，当該圏域の県指定病院と連携することにより，熊毛地域のがん患者
が円滑に高度ながん医療を受けることができるようになる。

同 4叫

薬が物んに療係法る放射線治
年間入院患者の状況 手術件数(H23.4-7月)集計 探(H22.1 

1¥月畑)山-12月)

病院名 院年間患者新入数
悪性腿 実年間数患(体者外薬ベ物患療者法数廷年間新入 肺がん手 胃カてん 大腸がん肝臓がん 乳がん苧院がん患 に占める 揚手術 術 手術 手術 手術 術 照射・小線 (入院・外者数 がん患者数 源治療) 来)の割合

鹿大児掌病島 3.261 34.08略 381 45 16 14 21 13 542 805 

鹿医療児セ島ン 1.461 21.30弛 84 2 3 13 。 。 247 649 

|南病震
1，359 67.34略 72 2 4 55 4 24 62 

済生会
1，105 23.23覧 109 4 10 4 。 。 165 313 

川内病

|病南九院州 1，463 47.03% 64 43 4 3 。 。 182 182 

療鹿セ屋ン医ヲー 971 29.52% 46 3 9 10 。 6 144 391 

県自立信主n大虐 347 5.84出 24 5 6 5 5 76 107 

|鹿児島 1，851 18.75目 148 7 10 。 。 328 
市立病
l今給繋

1，716 24.27首 149 24 10 14 2 。 344 
総合病



~t 海 道

北海道2次医療圏の概要
匝E

平成23年9月1日現在

面積(附) 人口密度 病院数
がん診療連携拠点病院

二次医療圏 人口 人口割合冊)
既指定病院数今回推薦病院数 言十

南遮島 2699. 65 404.825 7.4 151. 64 38 3 。3 
道南 南植山 1423.15 26.825 0.5 18.85 5 。 。。

北渡島檎山 2473.63 40.825 0.7 16.50 7 。 。。
札幌 3539.86 2，330，367 42.3 658.32 239 8 。8 
後志 4305.83 232，479 4.2 53.99 25 。 。。
南空知 2563.15 180，323 3.3 70.35 20 。 。。
中空知 2160.97 118，384 2.2 54.78 17 。

道夫
北空知 1067.07 35，716 0.6 33.47 6 。 。。
西胆振 1356.16 200，329 3.6 147.72 21 。
東胆振 2341. 84 216，827 3.9 92.59 19 。
日高 4811. 97 75，178 1.4 15.62 8 。 。。
上川中部 4238.12 408，474 7.4 96.38 44 3 。3 
上川北部 4197.40 70，954 1.3 16.90 B 。 。。

道北 富良野 2183.68 45，450 0.8 20.81 5 。 。。
留萌 3445. 77 53，005 1.0 15.38 7 。 。。

、宗谷 4625.13 71，721 1.3 15.51 10 。 。。
北網 5542.35 230， 792 4.2 41.64 27 。

オホーツク
遠紋 5148.27 75，891 1.4 14.74 13 。 。。

+勝 十勝 10831. 24 352，482 6.4 32.54 34 。
釧路・ 釧路 5997.39 250，815 4.6 41.82 23 2 。2 
根室 根室 3540.30 81，286 1.5 22.96 7 。 。。

計 78462.30 5，502，944 100 70.13 583 21 。21 



北海道

④北海道がんセン告一女
⑤札幌医科大学附属病院

⑥北海道大学病院
⑦市立札幌病院
⑧手稲渓仁会病院

⑨札幌厚生病院
⑩KKR札幌医療セン告ー

⑪恵佑会札幌病院
⑫砂川市立病院

⑬日鋼記念病院
⑩王子総合病院

Eヨ~I軍|⑮旭川医科大学病院
一一一一ー目⑮旭川厚生病院

⑫市立旭川病院

。。

①市立函館病院
②函館五稜郭病院
③函館病院

.( )肉は平成22年10月末提出国数値、下段は平成23年10月末提出の数値
・※1については、 ESD+EMRの合計数

上川北部、富良野、留萌.宗谷の
各医療圏のがん患者は、⑮~⑪の
3病院が連携してカパ-.

E置置
⑫市立釧路総合病院

@調1I路労災病院

※③を除〈、①~@<r.l各病院の指定年月日は、平
成2 1年4月1目。③のみ平成23年4月1目。

L::iは、空白の第二次医療園。

.は、第三次医療圏名。
太線は、第三次医療圏の境界。
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早L年間血者実数議物療法のぺ 病病
肺がん 聞がん手術大腸がん手術 肝臓がん がん (1月-12月) 患者数 組和ケ 連携・

アチー
病診

ムに対
相観主連醜

髄 する新
織セン由畳

腔巨E開 ラ::; 規障擁

事品草野22里12里22詩句照容器官?JE刊誌す
手選l 術手術術 手術鏑i去 欄 月白集 (6-7 

月田
術 計 )

集計)

(2) (1) (21) (1) (14) (27) 

089383  

(0) (24) (27) (7)" (9) (17) 

o 23 27 9 17 22 

(5)(18) (6) (3) (2) (5) 

5 12 4 7 4 7 

(20) (8) (6) 

17 6 4 

(41) (0) (10) 

30 5 8 

(8) (15) (1) 

4 14 3 

北溝遭がん (4489)(71却 (520) (3) (61) (11) (5) (7) (23) (5) (57) (5) 
4 *現況センター 4873 80.9 726 8 31 7 3 5 13 6 69 3 

(16) 

o 6 

(3) 
o 2 

(21) (529) (0) (615) (1039) (21) 
12 556 10 319 715 13 

(45) (305) (0) (1053) (1205) (20) 
58 370 0 1036 1367 17 

(209) (12) (194) (74) (20) 

193 1 271 99 20 

(1354) (，帽) (1549) (1032) 

1022 53 1258 1298 

(86) (86) 

137 57 

(365) (458) 

531 469 

(94) (439) 

144 85 

(2) (12) 

o 0 17 

(4) (97) 
o 1 101 

(64) (374) (565) 

53 430 251 

札幌医科大 (3794)(28.6) (430) 叫 (36) 削 (10) (14) (12) (28) (16) (13) (14) (35) (781)恒例 (526) (276) (35) (17) (28) 
現況

学附属病院 4118 29.7 443 1 38 7 7 14 4 24 50 7 7 0 28 741 24 182 0 40 38 18 

北海道大学 (4852)(35.1) (482) (2)(19) (ω(4) (口)叫 (8) 叫 (27) (23) (30) (1128) (13) (397) (284) (29) (274) (204) 
現況

病院 4459 31.1 870 0 38 2 9 19 7 16 12 27 0 23 67 1215 26 415 309 38 138 197 

5 

6 

7 
市立札幌病 (304ω(20"9)(421) 

現況
院 3314 21.7 308 

手稲漢仁会 (327司(2M)(498) 
現況

病院 3230 20.3 482 

札幌厚生病 (3284)(34.6 (483) 
現況院 3456 35.3 502 

KKR札幌医 (2079)(1，"3) (200) 
現況聾センター 2337 21.3 229 

8 

9 

10 

(8) (17) (27) (0) (12) (35) (3) (2) (11) 

6 12 46 5 8 28 18 10 1 

(7) (2町(19)(13) (11) (38) (34) (14) (11) 

7 13 15 10 18 17 31 22 7 

(2)制)(13) (18) (39) (38) (17) (25) (18) 
1 7 17 16 42 39 23 17 21 

(3) (8) (11) (8) (28) (30) (6) (11) (3) 
4 20 11 3 31 14 16 24 0 

(9) (22) 

o 9 21 

(41) (19) 
o 45 21 

(80) (20) 
2 47 23 

(11) (37) 
o 17 32 

(546) (0) (550) (249) 
672 0 6a2 501 

(367) (0) (294) (1178) 

260 0 325 268 

(419) (8) (684) (259) 

372 5 285 192 

(485) (0) (188) (153) 

502 0 129 175 

(26) (80) (83) 
47 80 92 

(22) (17日 (283)
28 237 179 

(4) (91) (113) 
18 99 271 

(4) (1124) (112) 

24 122 79 



恒也ゴ. ( )仰は平成22年 10月末提出の数値、下段は平成23年 10月末提出の数値
・※1については、 ESD+EMR叩合計数1. 子山一…叩戸_:
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車首会札幌 (4378)(62.7) (562)(10) 
現;兄

病院 4407 60.6 376 11 

砂川市立病 (1656)(20.9) (139) (0) 
現況

院 1504 18.8 130 0 

B鋼記念病 (1392)(20.1) (77) (2) 
現況抽

院 1307 18.2 104 0 

王子総合摘 (2033)(23.2) (214) (1) 
現況

院 2411 29，3 1曲。

旭川医科大 (2827)(26.7) (339) (0) 
現況
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旭川厚生病 (2617)(32.4) (305) (1) 
現現

院 3138 26.5 剖1 0 
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現;見山
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平成24年度の指定推薦等状況と想定される患者受療動向北海道

⑩市立釧路総合病院(継続)
@割iI路労災病院(継続)

※士ベて継続{規;2報告)。

LJは、空白の第二次医療園。
.は、第三次医療園名。
太線は、第三次医療圏の境界。

田四
日玩亙生病院(継続)

⑮旭川l医科大学病院(継続)
⑮旭川厚生病院(継続)
⑫市立旭川病院(継続)

①市立函館病院(継続)
②函館五稜郭病院(継続)
③函館病院(継続)

④北海道がんセン安一肯
⑤札幌医科大学附属病院日
⑤北海道大学病院(継続)
⑦市立札幌病院(継続)
⑧手稲渓仁会病院(継続)
⑨札幌厚生病院(継続)
⑩KKR札幌医療セン聖一(継続)
⑪恵佑会札幌病院(継続)
⑫砂川市立病院(継続)
⑬日鋼記念病院(継続)
⑪王子総合病院(継続)

医療圏
(後志、南空知、北

空知、日高)及び他
の第三次医療圏から
受療するがん患者を
カバーするため、札
幌医療圏に、④~⑪
の複数の拠点病院を、/勺



1 北海道におけるがん診療連携拠点病院の整備の考え方

(竹基本的な考え方

資料5-1 I 

区 分 計画等における考え方

北海道医療計画 がんの医療連携圏域は、高度で専門的な医療サービスの提供を目指す圏域である第二次医療圏単位 (6圏峨)

北海道がん対策推進 (計画期間中田整備目標)

計画 都道府県がん診療連携拠点病院 1痛院、 地域がん診療適擁拠点病院 20病院

がん鯵療連機拠点 園の整備指針に規定された指定要件を満たす病院が、特定の第一次医療圏に偏在している現状を踏まえ、未整備
病院整備方針 の第二次医療園をカパ する体制を構築するため、計画期間肉においては、概ね第三次医療国を基本に整備

4ご1:---
整備目標数の達成(平成23年4月1日現在、 21医療機関)

(2)北海道におけるがん診療連携体制
(1)の基本的な考え方に基づき、がん診療連携拠点病院を整備。

ロがんの専門医療機関である北海道がんセン骨ーを都道府県が
ん鯵療連携拠点病院に指定。

口三大学病院を北海道高度がん齢療中核病院に指定し、医師の
派遣・研修等による惨療支娘、高度先進的ながんお療田提供等

を推進。
口上位3医療機関を吉む20医療機闘を地域がん惨療連携拠点
病院に指定e

ロがんお療拠点病院が朱指定圏域の中核的な医療機関等と連慌
を図りながら、未指定圏域をカバーする体制を整備。

白地域医療再生基金を活用したがん齢療体制の強化(H23-25)
.より高度な放射線治療装置の導入
-緩和ケア病棟の新巌
・病理骸断ネットワ-'/の構築 等

斗二ユ7

北海道におけるがん診療の均てん化を実現|

北海道におけるがん診療連携拠点病院ネットワ ウ

都道府県がん診療連携拠点病院
-拠点病院問由連携とりまとめ等

北海道高度がん診療中核病院

-医師の派遣・研修
-高度先進的ながん診療等

地域がん稔療連携拠虚病院

易地叫クリティカル川こよる詰棚倉

地域のがん医療を行う病院・診療所

2 南渡島第二次医療圏における複数整備の必要性について 資料5-2

道南第三次医療圏の現状等

口函館市のある南渡島圏に人口
及び都市機能が集中している。
(人口割合85，7崎、病院数76拍}

口南渡島圏Iニ隣接する直盛山盟

亙L臼恒産島撹血盟霊室且盟盟主
口空白圏域である麗盆山盟主l孟
盟監，_;jJ;遮島盛山盟主益基盤の
入院がん患者が商渡島国で受療
している。

0入院がん患者由畳療割合

南濃島 田 1 0.1 

‘' 

0.1 95，4 

南楢山 58.0 30.0 - 88.0 

北渡島楢山 36.4 - 44.5 80.9 

道南E十 86.8 1.6 5.0 93.4 

他町三~
医樟圏で
の畳聾

6.6% 

ロ E首商第=次医 療 閣 の が ん 稔 壌 の 烹 事 事 図 るた

めには‘商i度島圏におけるがん医療提供休銅lの
益生主歪亙盆a

道南圏三病院指定によるがん診療の充実

口 選 甫 が ん 診 捜 連 携 協 議 会 の 設 置

・拠点病院幌長により構成するがんお療由充実に向けた協品目場.
・相談支援、がん畳録、購演会・研修会田各部会を盤置.
・道南第三次匡樺闘にお付るがん診揖連携休制等田強化を図る.

目指定条件に係る取組状況
f11 地域連携ウリ子イカルパス
【地域内統一パスの運用】
・乳がん ~平成田年10月から運用開始清海
・大閥、胃、肺~平成24年4月から運用開始予定
I検討目調畳田中心となる医療機関]
大腸市立函館病院
胃 函館E稜郭病院
肺.国立摘院機綱函館描院

(21 医師教育の遺構i-右翼

・緩和ケア研構会を空白圏域でも実施(H23年7月、北渡島楠山圏}
・講演会研修岳部会を通じて研修会由開催向容・時期を罰豊.
国立がん研究センター中央病院レジデントの人脈を活かした研惜機会の提供a

異なる帯意分野を生かした医痛の提棋
市立函館痕院 IMRTによる肱射線泊晴、先進医療
函館王稜郭病院 PE百参断由実施
国立病院櫨構函館構院リンパ浮腫外来、童道外科専門E

道南第三次医療圏におけるがん診療の均てん化の実現 | 



南渡島医療圏におけるがん診療連携拠点病院の整備について

北海道

1 道南第三次医療圏の現状

3つの地域がん診療連携拠点病院が所在する南渡島医療圏は、道内に6つある第三次医療

圏のうち道南第三次医療圏にあり、南端に位置する函館市内に人口及び都市機能が集中し

ている。

また、隣接する南槍山及び北渡島槍山第二次医療圏は、空白圏域となっており、南槍山圏

では58%、北渡島槍山圏では36%の入院がん患者が南渡島圏で受療している。

0 道南第三次医療圏の概要

医療園名 面積(km2
) 人 口 人口割合作) 人口密度 病院数

南j度島 2， 669. 65 404， 825 85. 7 151.64 38 

南檎山 1， 423. 15 26， 825 5. 7 18. 85 5 

北j度島槍山 2，473.63 40， 821 8. 6 16.50 7 

道南計 6，566.43 472，471 100.0 71.95 50 

0 入院がん患者の受療割合

主主 南渡島 南槍山 北渡島槍山 道南計

南j度島 95. 1 O. 1 O. 1 95.4 

南檎山 58.0 30.0 88.0 

北渡島槍山 36.4 44.5 80.9 

道南計 86. 8 1. 6 5. 0 93.4 

三次医療
圏内での
受療割合
93.4% 

F 

. 

【南渡島医療圏におけるがん診療連携拠点病院の整備経過】

平成19年1月 市立函館病院が地域がん診療連携拠点病院に指定(南渡島園初)

21年4月 市立函館病院が指定更新。函館五稜郭病院が新規指定。 (2病院体制)

23年4月 国立病院機構函館病院が条件付き新規指定。 (3病院体制)

予長道南第三次医療濁のうち南槍山圏及び北渡島槍山留は、空虫歯域。

※道南第三次医療圏内で指定要件を充足する病院は全て拠点病院記指定済み。

ー
よ



2 道南第三次医療圏内 3病院の主な診療実績

市立函館病院
函館五稜郭 国立病院機構

病院 函館病院

年間新入院がん患者数(平成22年) 3， 177 4， 002 1，806 I 

新入院患者にしめるがん患者の割合 29.1% 32.5% 49.6% 

(参考)一般病床数 598 580 310 

【平成23年4月-7月の診療実績】

新入院がん患者数 1，098 1，309 705 

うち肺がん 232 246 226 

うち胃がん 102 197 83 

うち大腸がん 236 178 150 

うち肝がん 81 76 20 

うち乳がん 81 84 94 

悪性腫療の手術件数総数 270 590 206 

肺がん開胸手術 5 

胸腔鏡下手術 8 23 12 

胃がん開腹手術 9 27 4 

腹腔鏡下手術 3 9 7 

EMR+ESD B 17 4 

大腸がん開腹手術 3 22 7 

腹腔鏡下手術 17 30 4 

内視鏡手術 6 5 14 

肝がん開腹手術 4 呂 3 

ラジオ派焼灼療法 6 2 

乳がん手術 12 58 17 

放射線治療体外照射のベ周数 4， 825 3， 362 1，626 

うちIMRT 1，920 

小線源治療のベ回数 4 202 

化学療法のベ入院患者数 319 1，036 271 

のベ外来患者数 715 1，367 99 

PET検査 3， 084 

緩和ケアチーム新規診療症例
13 17 20 

(平成23年6月-7月)

ー 2-
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3 拠点病院の役割と 3病院の関係

平成23年度に向けた拠点病院の新規指定推薦に際しては、がん診療連携拠点病院として

果たすべき主な役割として、①専門的ながん医療の推進、②がん診療連携体制の確立、③がん

患者に対する相談支援及び情報提供の3つのポイントについて評価を行い、同一圏域からの複

数指定による相乗効果が見込まれるものとして、国立病院機構函館病院を推薦したところであり、

改めて、先に指定済みの2病院との関係を当該3つの視点から再度確認し、複数指定の必要性

について検証を行う。

(1) 専門的ながん医療の推進

アがん医療の提供

南渡島第二次医療圏内の3拠点病院は、それぞれ得意とする治療法ゃがんの穏別が異

なっており、また、それぞれの愚者についても、先行して拠点病院の指定を受けた2病院は、

第三次医療圏内の人口の6割以上を占める函館市内の患者を中心に、放射線治療や化

学療法は外来診療を基本としているのに対し、国立病院機構函館病院では、公共交通機

関の使が悪く、移動距離及び時間の関係から、身体的・経済的に大きな負担を伴うなど、

放射線療法や化学療法による治療を通院で行うことが困難な隣接二次医療圏の息者もカ

ノ〈ーしている。

また、病床規模の小さな国立病院機構函館病院が圏域内唯一のリンパ浮腫指導技能者

を配置し、リンパ浮腫に悩む患者のニーズに対応するなど、意識的な役割分担が図られて

し、る。

0 がん医療の提供に関する役割分担

病 院 名 圏 域 内 に お け る 位 置 付 け 等

市立函館病院 救急、災害など多面にわたる圏域内の基幹病院。

患者数の多いがんの種類~大腸がん等

圏域内で唯一先進医療に対応。

圏域内で唯一 lMRTによる放射線治療を実施。

函館五稜郭病院 圏域内で唯一PET診断を実施。

消化器系を中心に、手術件数が他の2病院の倍以上。

入院、外来ともに化学療法を受ける患者が多数。

国立病院機構函館病院 病床規模が小さいながらも、がん患者の割合は3病院中最高。

肺がん及び乳がんで1士、他の2病院とほぼ間程度の入院患者数。

圏域内で唯一の食道外科専門医を記置

圏域内の小線源治療、子宮頚がん腔内照射のほとんどを実施。

圏域内で唯一リンパ浮腫指導技能者を百E置e

イがん医療従事者の教育機会の提供

がん医療従事者の教育については、従前より、プログ、ラムに基づく緩和ケア研修会や早

期診断等に関する研修会を各病院が実施してきでいるところであるが、 3病院が「医師教育

q
u
 



の連携体制の充実jを図ることが指定に当たっての条件とされたことから、当事者間の協議

により、以下のとおり当面の対応方針を決定している。

0 医師教育の連携体制の確立に向けた役割分担

区 分 対 応 方 針

緩和ケア研修会 市立函館病院及び函館五稜郭病院は、主として医療機関の多い函|

館市内の医師を対象に開催時期の霊複…う翻由同上 l
で開催。

国立病院機構函館病院は、函館市内での研修参加が困難な医師を

対象に、商檎山圏または北i鹿島槍山圏で開催。

その他のがん診療に係る 各拠点病院が主催する研修会等は、開催内容が霊複しないよう調|

教育機会の提供 整の上、開催。

即ち、道南第三次医療圏において医療従事者が集中している函館市内を中心に、南波

島第二次医療圏内の医師等を対象とした研修については、これまでの実績も踏まえ、主と

して先に指定済みの2病院が担当し、国立病院機構函館病院が空白圏域の南槍山及び

北渡島槍山第二次圏の医師等をカバーすることとしたものである。

また、国立病院機構函館病院では、国立がん研究センター中央病院のレジデント卒業生

の人脈を活用し、毎年、最先端のがん医療に係る研修会を開催している。

以上のように、広域な面積を有し、医療機能が圏域南端に偏在する道南第三次医療圏

において、我が国に多いがんについての集学的治療をはじめ、専門的ながん医療の推進を

図っていくためには、病院と患者双方の負担を分散させながら、引き続き、適切な役割分担

の下、 3病院体制を継続して確保していくことが必要である。

(2) がん診療淳携体制の確立

がんの診療連携を推進する上で、今後、地域連携クリティカルパスの運用の充実が求め

られているが、 3病院が所在する南渡島医療圏は、道内でもパスの導入先進地域となって

おり、函館五稜郭病院では、平成19年5月に乳がんの、同年10月には胃がんのパスをそ

れぞれ導入し、また、市立函館病院では、平成20年4月に大腸がん及び乳がんのパスを導

入している。

0 平成22年度までの主な地域連携?リテイカルパスの整備・運用状況

病院名 地域連携パスの名称 導入年月 量豊臣輩慢盟 適用数

市立函館 大腸がん術後フォロー地域連携パス(UFT/LVユーゼJレ) H20年4月 34 10 

病院
大腸がん術後フォロ一地域連携パス(ゼローダ) H20年4月 34 13 

太陽がん術後フォロー地域連携パス(化学療法なし) H20年4月 34 89 

乳がん術後連携パス H20年4月 3 6 

函館五稜 TS-1胃がん術後補助化学療法連携パス H19年10月 14 21 

郭病院
事Lがん術後連携パス H19年5月 19 50 
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平成23年10末現在、道内全てのがん診療連携拠点、病院において、我が国に多いがん

についての地域連携パスが整備されているが、多くの病院で導入されている道内統一パス

の作成に際しては、大腸がんについては、市立函館病院の「大腸がん術後フォロー地域連

携パス(化学療法なし)Jが、また、胃がんにういては、函館五稜郭病院の iTS-l胃がん術

後補助化学療法連携パス」がそれそ、れベースとなっており、本道における地域連携パスの

導入には、運用ノ'7ハウの提供も含め、両拠点病院が大きな役割を果たしている。

また、条件付き指定に係る取組状況の中でも触れているが、現在、当該圏域においては、

函館市医師会や3病院が中心となって、道南圏共通のパスの導入に向けた検討が進めら

れており、その中で、国立病院機構函館病院も、』市がAノの連携パスに係る調整役となるなど、

3病院は、今後とも、それぞれの分野で圏域内における診療連携の中心的な役割を担って

いくこととなる。

加えて、国立病院機構函館病院による南槍山・北渡島檎山の各第二次医療圏での研修

会の開催等を通じて、南渡島図と隣接空白圏域との連携関係が強化されることにより、道

南県全体で地域内統一、あるいは道内統一の地域連携パスの導入が推進されることにより、

栃木県や島根県にも匹敵する広域な道南第三次医療圏を3拠点病院でカバーする診療

連携体制の構築が期待される。

(3) がん思者に対する相談支援及び情報提供

既に触れているとおり、広域な面積を有し、圏域内の南端に医療資源が偏在する道南第

三次医療函において、人口の多数を抱える函館市民への対応を念頭に置きつつ、他の市

町村に住むがん患者や家族にも等しく相談支援・情報提供を行う体制を構築するには、人

的、時間的、金銭的なコストの面で、拠点病院の大きな負担を伴うこととなるため、 3病院聞

での役割分担、特に、空白圏域への対応が重要となる。

この点に関して、国立病院機構函館病院では、従来から、圏域内で実施されるがん検診

に医師等を派遣するなど小規模市町村との関わりが深かったこともあり、そうした機会を活

用しつつ、隣接空白圏域における市民講演会や移動相談などに取り組んできているが、こ

うした取組i士、先行して指定を受けた2病院にはなかったものである。

0 国立病院機構函館病院における空白圏域へのアウトリーチ活動

活動の名称 | 開催日 | 活動内容

長万部町乳がん講演会 1，0月 1日|乳がんの検診や治療法などについての専門医・看護師等コ

今金町乳がん講演会 1，0月22日|メデイカルス何フによる講演

拠点病院の相談支援センターについては、その認知度の低さを指摘されることが多いが、

こうしたアウトローチ活動の継続は、地域全体における相談支援センターの認知度向上に着

実に繋がるものであり、そのことによって始めて、身近な相談窓口として機能することとなる。

個々の二次医療圏が広域な本道において、真に空白圏域をカバーすることは容易なこと

ではないが、道南がん診療連携協議会相談支援部会における協議等を通じ、今後一層、 3

病院が互いに役割分担をしながら連携を深めることで、がん対策推進計画の目標に掲げる

「未指定圏域もカバーjする相談支援・情報提供体制の実現に寄与するものと考える。

"
h
d
 



4 まとめ

道では、これまでも、北海道医療計画及び北海道がん対策推進計画に基づき、第三次医療

圏を基本として拠点病院を整備することにより、空白の二次医療闘を他の拠点病院がカバーす'

る体制の構築に努めてきたところである。

道内に6つある第三次医療圏のうち道南圏においては、平成23年度から国立病院機構函館

病院が条件付きながらも拠点病院の指定を受け、 3つの二次医療圏を3病院でカバーする体制

となったわけであるが、先行して指定を受けていた2病院においては、道南がん診療連携協議会

の設置など、良い意味でこれまで以上にお互いの特色や拠点病院としての取組を意識する機会

が増えることとなり、さらなる連携・協力体制の強化と自主的な取組の充実に向けた動機付けが

図られている。

道としては、今回の条件付き指定が道南第三次医療圏におけるがん診療連携の強化に向け

た好機となり、各病院が互いに機能と役割を分担し合いながら、当該地域において、計画が自

指す道民ができるだけ身近な地域で適切ながん医療を受けられる体制づくりの実現が図られるよ

う、 3拠点病院体制を継続して確保していくことが必要と考える。
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目立痛臨機構函館痛院の条件付き新規指定に係る取組状況

北海道

(指定条件〉

南渡島医療置における他のがん診療連携拠点病院との聞で、地域連携クリテイカルパ

スの運用、医師教育の連携体制の充実、相談支援センターのスペースの確保やわかりや

すい掲示等、相談機能についての充実を図ること。

南波島第二次医療圏に所在する3つの地域がん診療連携拠点病院聞の連携等に向けては、

平成23年度当初より、道及び3病院聞で協議を重ね、 f3病院が連携し、道南第三次医療圏にお

けるがん患者等のニーズ?に応えること」を基本的なスタンスとして合意しているところであり、具体的

にl士、次のような取組状況にある。

ア 地域連携クリテイカルパスの運用

道南第3次医療圏のがん診療連携拠点病院における地域連携クリテイカルパスの整備状況

は、次のとおりとなっている。

o 3拠点病院における地域連携ウリチイカルパスの整備状況(平成23年 10月1日現在)

パスの種類 市立函館病院 函館五稜郭病院 国立病院機構

函館病院

胃がん(術後化療なし) 道内統一パス 道内統一パス

胃がん(術後化療あり) 道内統一パス 道肉統一パス

肺がん(術後化療あり) 道肉統一パス 独自パス 道内統一パス

大腸がん(術後化療あり) 独自パス(2種) 独自パス

大腸がん(術後化療なし) 道内統一パス 道肉統ーパス

肝がん(術後化療なし) 道肉統一パス 独自パス 道内統一パス

乳がん(術後化療なし) 地域内統一パス

3病院のうち国立病院機構函館病院に先立って拠点病院の指定を受けていた2病院で、は、市

立函館病院においては、平成20年から大腸がん及び乳がんについて、函館五稜郭病院におい

ては、平成19年から22年までの間に我が国に多い5つのがん全てについて、それぞれ独自の地

域連携パスを導入し、がんの診療連携に取り紐んできている。

このような状況の下、拠点病院の整備指針により整備が義務付けられている全てのがん種に

ついて、 3病院が地域内統一のパスを運用することは事実上困難なことから、国立病院機構函

館病院の指定に合わせ、まずは乳がんパスを地域内統ーにより運用するとともに、可能な範囲で

道内統一パスを同時に導入するなど順次、連携を図りながら運用を開始してきている。

また、 3拠点病院では、函館市医師会と道南圏共通のパスの導入に向けた検討を継続的に

行っているところであり、今後、さらなる運用範囲の拡大を図っていくこととしている。



イ 医師教育の連携体制の充実

本指定条件への対応に関しては、年度当初において、当面の対応として、次のとおり役割分

担を行い、取り組む旨を合意している。

0 医師教育の連携体制の確立に向けた合意事項

区 分 対 応 方 針

緩和ケア研修会 市立画館病院及び函館五稜郭病院は、主として医療機関の多い函

館市内の医師を対象に、開催時期の重複がないよう調整を行った上

で開催。

国立病院機構函館病院は、函館市内での研修参加が困難な医師を

対象に、南槍山固または北渡島槍山圏で開催。

その他のがん診療に係る 各拠点病院が主催する研修会等l主、開催内容が重複しないよう調

教育機会の提供 整の上、開催。

平成23年度の3拠点病院が主催する緩和ケア研修会の開催状況は、本合意に基づき、次の

とおりとなっており、今後も、 3病院の役割分担により、道南第三次医療圏全体の緩和ケアの充

実に取り組んでいくこととしている。

0 プログラムに基づく緩和ケア研修会の実施状況

病 院 名 開催年月日 開催場所(二次医療薗)

市立函館病院 平成23年7)'l9-10日 北海道函館市(南渡島}

函館五稜郭病院 日月 10-11日 北海道函館市(南渡島)

図立病院機構函館病院 7月9-10日 北海道ニ海郡八雲町(北渡島槍山)

また、早期診断等に係る研修についても、市立函館病院及び函館五稜郭病院が南渡島国の

医師を対象に開催しているのに対し、国立病院機構函館病院では、道南圏全域の医師に呼び

かけを行っており、今年度から新たに指定要件に盛り込まれた副作用対応を含めた化学療法や

放射線療法に関する研修についても、今後は、隣接する南槍山あるいは北渡島檎山第二次圏

において開催する方向で調整進めている。

ウ 相談機能の充実

国立病院機構函館病院では、従前からプライバシ

ーに配慮した個室にて相談対応を行つでいるところで、

あるが、今年度から、がんについての相談対応窓口が

相談者により分かりゃすくなるよう、相談部門の名称を

「相談支援室」から「がん相談支援センターJに改めて

いる。

また、がん患者等が語り合う揚の確保に積極的に

取り組んでおり、病院、患者会それぞれの主催により、

乳がん患者等を中心に、毎月複数回の茶話会等を開催している。
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0 がん患者等が語り合う場の設定状況

病 院 名 会の名称 主催 開催鎮度 病名(院外参加)

市立函館病院 患者サロン 患者会 毎月1回 がん全般(可)

函館五稜郭病 がん患者会活動ラウンジ 病院 不定期 がん全殻(可)

院 「ごりょうかく」

乳がん患者会 病院 不定期(年6回程度) 手Lがん(不可)

国立病院機構 乳がん患者おしゃべり会 病院 毎月 1固 乳がん(可)

函館病院 緩和ケア茶話会 病院 毎月 1回 緩和ケア(不可)

リンパ浮腫患者茶話会 病院 毎月 1回 リンパ浮腫(可)

乳がん患者会 患者会 不定期(月1回程度} 乳がん(可)

チームピンウの会 患者会 不定期(年3回程度) 乳がん(可)

さらに、市民に対する情報提供の手段として実施している市民講演会等については、毎年度、

予め3拠点病院聞で協議の上、開催時期及び内容等を調整することとしている。

0 がんに関する市民講座の開催状況(抜粋)

病 院 名 開催内容 開催場所(二次医療薗)

市立函館病院 首がゐ・大腸がんの化学療法(自/15) 函館市(商渡島)

函館五稜郭病院 騨がん・肺がん・子宮体がんの診断と治療等(10/15) 函館市(南渡島)

国立病院機構函館病院 乳がん検診と治療法(10/1) 長万部町(北渡島槍山) I 

エ 今後の一層の連携に向けて

3病院では、平成23年4月以降、道も交えて、道南第三次医療圏全体を3病院でカバーする

体制の構築に向けて、検討を進めてきたところである。

今後は、各病院の院長(病院長)で構成するf道南がん診療連携協議会」を立ち上げ(平成

24年 1月予定)、拠点病院と!しての各種の取組について、毎年度、協議を行うとともに、部門毎

に作業部会を設置し、定期的に調整を図りながら個別の取組を進めるなど、連携を一層強化し

ていくこととしている。

0 道南がん診療連携協議会の概要

| 自がん診療連携協議会 | 
院長をメンバーとし、毎年1回弱催

拠点癒院としての年度計廼等について協議

口一盆
がん登録音日会 各部恒ぬ担当重差メンバーとし、

回半怨に 1回程度、短:8!1事項について協議
y~説会・開会昔日三一

q
u
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青森県 2次医療圏の概要

平成23年9月1日現在

がん診療連携拠点病院

2次医療圏名 面積 (km') 人口 人口割合(首) 人口密度 病院数

既指定病院数 今回推薦病院数 計

陣地域保健医療園 1，597.73 306，240 22.( 191 26 

1戸地域保健医療圏 1，346.45 341，956 24 254.0 2 1 

情森地域保健医療圏 1，477.37 329，76 23 223.2 24 

陣北E地域保健医療国 1，752.98 146，690 10 83.7 10 。 E 

k十三地域保健医療圏 2，054.81 186，979 13 91.0 13 2 2 

片北地域保健医療圏 1，414.87， 82，333 5 58 4 

Z十 9，644.21 1，393，962 100.0 144.5 104 自 日



直E
平成23年4月1日現在の指定状況と患者受療動向

直E

上十三地域

保健医療圏で

は、新たに④

の病院が指

定されたこと

で、⑤と併せ

て圏域すべて

をカバーする

体制が整備さ
れている。

また、④は

緩和ケア、⑤

は化学療法と

いう特色を活

かした機能分

担が図られて
いる。

. ( )肉は平成22年10月末提出の数値、下段は平成23年10月末提出の数値

.申請区分は資料3の作成要領を参照のこと
'1枚につき11病院を超える場合には、複数枚にわたって衰を作成してください。
・策1については‘ ESD+EMRの合計数を記載すること。

①弘前大学医学部附属病院(H22年4月1日)
②八戸市立市民病院(H22年4月1日)

③青森県立中央病院女 (H22年4月1日)

④十和田市立中央病院(H23年4月1日)
⑤三沢市立三沢病院(H22年4月1日)

⑥むつ総合病院(H22年4月1日)

青森県

西北五地域保

健医療圏に住む

がん患者は、⑥

の病院が指定さ

れ③への負担が
軽減されたこと

に伴い、津軽地

峨及び青森地域

保健医療圏へ受

診するため、お

もに①及び③の

両病院でカバー
する。
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白回
青森県 平成24年度の指定推薦等状況と想定される患者受療動向

①弘前大学医学部附属病院(継続)
②八戸市立市民病院(継続)
③青森県立中央病院女(継続)
④十和田市立中央病院(継続)
⑤三沢市立三沢病院(継続)

⑥むつ総合病院(継続)

西北五地域保
健医療圏に住む
がん患者は、津
軽地域及び青森
地域保健医療圏
へ受診するため、
主に①及び③の
両病院でカバー
する。

上十三地域
保健医療圏で
は、④と⑤の
病院で併せて
圏域すべてを
カバーする体
制lが整備され
ている。
また、④は

緩和ケア、⑤
は化学療法と
いう特色を活
かした機能分
担が図られて
いる。

八戸地域保健医療圏

青森県のがん診療連携体制

上十三地域医療圏
・三沢市立三沢病院及び十和田市立中央病院の2病院で圏域を力1¥一
個下北医療圏から県立中央病院に流れるがん患者の一部を力1¥ー

都道府県がん診療連携拠点病院
〈青森県立中央病院〉

青森県のがん診療連携体制

特定機能病院

-地域がん診療連携拠点病院への診療支援等
.青森県がん診療連携協議会

〈弘前大学医学部附属病院〉
・教育、研修

・医師の派遣

二次医療圏

津軽地域医療闇
〈弘前大学医学部

附属病院〉

地域がん診療連携拠点病院

上十三地域医療圏
〈三沢市立三沢病院〉

〈十和田市立中央病院〉

下北地域医療圏
〈むつ総合病院〉

がん医療を担う関係機関(病院、診療所、訪問看護ステーション、調剤薬局等)

匝亙コ



条件付き指定に関するその後の取組状況の報告について

(1)一時的に閉鎖した緩和ケア病床を可及的速やかに再開する等、病院診療機能の

質の確保に努めること。

0十和田市立中央病院は、がん診療連携拠点病院として緩和ケアを中心としたがん医

療を提供することとしており、緩和ケアに係る診療機能の質の確保に向けた取組を

行っております。

・緩和ケアを基本理念として据えたがん医療体制を整備するため、緩和ケアを専門

に担当するがん総合診療部門を設けて、入院診療、外来診療、そして在宅緩和ケ

アを行っている。

-病院の特色ある取組として、通常の緩和ケアチーム(コアチーム)に加え、病棟

ごとにチームを置き、病院全体で、の緩和ケア提供体制をとっている。緩和ケアチ

ームの構成メンバーは、医師、外来および病棟の看護姉、薬剤師、理学療法士、

作業療法士、言語療法士、栄養士、臨床心理士などの多職種を配置している。

・これにより、患者や家族が、緩和ケアの提供や緩和ケアチームの介入を希望する

場合に、看護師、主治医、地域医療連携室、がん相談員、 MSWなど、誰に相談し

でも、緩和ケアチームの緩和ケア認定看護師や医師を通じて、緩和ケアを受ける

ことができる連携体制を整えており、緩和ケア病床で行っていた入院治療及びケ

アと同等の対応を一般病床の中において現在も行っているところである。

同111;附|嚇隊車lケ7'f-嶋監幅広

1.組雄tして即位置づけ・・・院長直属のチーム

2.予-J"組極構院・・・前陳単位のチーム(時事‘馴E由連民主十佐古ultコTf-t，(由二本立て

病棟チームli担当医t担当看護師で編成

器購I~チ】ムtコ7'f'-ムをリンク)'-ス'i!卯ケ7詔定石l!師 jl調整

0踊擁チ回ム

由病棟。外来・手前室町1ンクナース
母病棟担当医師目指時控当者謹師

。コ7'f-ム

専従医師・専If~師.~師

縄問β?コy7-ム

E外来担当E師・外来石護師‘
御I!l認定着li師・専世看護師・看護師
薬剤師・業主士・理学時世士・検査技師

臨席心理士・E事課事時

痛樺輯布ケアチーム

地域医時連時室、

がん相詰員‘看護ケ7;控室

緩和ケアチームに対する新規診療依頼数

「百五五年 4 月 ~1 2月 1 H23年4 月 ~1 2月 1 

1 1631  1901 



-院内の緩和ケアの他、積極的に看取りを伴う在宅ホスピスケアを推奨し、可能な

人や家族に対しては、がん総合診療部門の複数の医師が訪問診療を行い、地域の

医療福祉介護機関(訪問看護ステ」ション、調剤薬局、ケアマネージャー、その

他福祉サービス)と連携を行いながら、地域一体となった緩和ケア普及に貢献し

ている。

・一般病棟および在宅での緩和ケアの普及を目的に、院内外の医療・介護・福祉の

関係者を対象とした緩和ケアの知識や事例検討を交えたセミナー (30人から

100人程度参加)を毎月開催している。

・年2回程度、医療福祉介護関係者や緩和ケアに関心のある方を広く対象とした、

著名な講師による緩和ケアセミナーを開催するなど、地域における緩和ケアの普

及に貢献している。

0今後とも緩和ケア病床の再開の検討も含め、緩和ケアを中心とした病院診療機能

の質の向上に努めてまいりたい。

|(2) 2次医療圏の見直しも含めた検討を行うこと。

02次医療圏のあり方については、今年度、患者の受療動向調査や医療機関の医療機

能調査を実施したところであり、これらの調査結果に基づき、国から 3月中にも示さ

れる予定の医療計画作成指針を参考としながら平成 24年度中に検討することとし

ております。

具体的な検討に当たっては、青森県がん医療検討委員会において、本県がん対策の

総合的かっ計画的な推進のあり方について議論することとしており、との場における

意見も踏まえることとしております。

(参考)

O上十三地域保健医療圏の状況

当該保健医療圏は、県内の医療圏で最も広い 2，054.81k rriを有し、人口約 18万6

千人が南北に長い地域に居住しています。圏域内では、内陸部に位置い市中心部を

国道4号が貫く人口約 6万6千人(圏域内シェア約 36%) の十和田市と、沿岸部に

位置し、市内に青い森鉄道駅(旧 ]R東北線)と空港を備える人口約4万1千人(圏

域内シェア約 23%)の三沢市が中心となっております。

医療圏内の医療提供体制としては、圏域内の 5つの自治体病院が中心となっており、

中でも総合病院で病床規模が大きい、十和田市立中央病院 (379床(うち一般病床

329床))と三沢市立三沢病院 (220床(うち一般病床220床)が地域の拠点

としての役割を担い、特にがん診療では、この 2病院で圏域内をカバーしているとい

う状況にあります。

ー2-
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'1‘、 本 県

※( )内は平成21年10月末提出回数値、下段は平成22年10月末提出の数値

※H21年度は6-7月、 H22年度は4-7月の実績
|第7回検討会資料|

「7一一一iムム了一寸
肺がん 胃がん手術 大腸がん乎術肝臓がん乳が年間居者実数軍物療法白紙和ケ 病連病携・

ん (1月-12月) ベ患者数アチー相臨宜

ムに封揖センOl~包
ん車官思』腫串胸開 ラ:; する新ター相 λ件
者数 占 め る 手 楠 胸腔開腹腹腔 ESO 劇腔向視開腹オ班事L癌体外照小錦源 入院外車線信療餓件数

がん盟総数手鏡下手術鏡下+開腹鏡下館手手術焼灼手術 射 治療患者患者依頼数 (6N7 [6M7 
術手術 手術 EMR手簡手術術 療法 数数 (6-7月の集 月四

月句集計} 集計}
計)

般大医学 (48.8) (39巾1)(1) (19) (4) (1) (6) (8) (10) (0) (1司 (25) (28) (544) 111B3 1 00  (14) (126) (2457) 1女』剖附属病 (6724) 
院回71 44.5 778 2 54 16 5 26 4 8 1 23 59 45 608 3 200 286 11 121 602 

2現熊本市民 (2194) (20.9) (176) (0) (3) (6) (0) (2) (7)ω) 白) (0) (1) (66) (368) (0) (122) (170) (8) (166) ('7) 
況病院 2967 28.2 376 0 2 21 o 14 24 16 7 。o 134 342 4 261 259 11 215 89 

3 現熊字本病赤院十 (2363) (16.3) (208) (3) (4) (9) (7) (10) (22) (4) (14) (2) (3) (4) (375) (54) (121)引田} (16) (叩.) (48) 

3兄 2460 16.8 397 0 7 20 11 26 33 7 10 7 5 31 346 45 208 204 23 176 202 

4 現熊本医療セ(2579) (19.6) (109) (0) (0) (4) (0) (4) (12) (2) (2) (12) (0) (0) (288) (59) (238) (102) (7) (192) (250') 
況ンター 3674 27.8 105 0 1 17 4 4 38 11 7 7 2 13 257 26 981 937 8 195 2779 

5 現清本生病会院熊 (1695) (18.9) (312) (2) (22) (13) (17) (25) (22) (2) (7) (2) (1) (6) (256) (0) (81) (224) (30) (186) (42) 
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混病院 怨主 生生 94 1 。。9 。7 8 1 。2 6 17 。58 66 8 119 105 

7 現i虫熊病本院労虫
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8 現人吉総合 (17.1) (43) (0) (3) (7) (1) (3) (5) (5) (3) (3) (1) (3) (126) (0) (74) (102) (5) (5') (64) 
況病院 832 18.7 136 0 e 7 2 12 5 15 3 5 1 17 148 。49 75 9 32 801 

9 制八主総 1168 23，0 78 0 o 12 6 2 18 4 。。。6 89 o 134 185 11 16 41 
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熊本県 2次医療圏の概要

平成23年9月1日現在

2次医壇圏名
面積(k

人口
人口割合 人口密

病院数
がん診療遡揖拠点病院

町il {略} 鹿 既指定病院融 今回推鵬病院数 百十

熊本 389.53 735，864 40.6% 1，889.1 97 5 。5 

宇域 406.79 110.240 6.Hi 271.0 12 。 。。
有明 421.25 167，639 9.2~i 398.0 12 1 。
鹿本 299.67 54，853 3.m; 183.0 6 。 。。
菊池 466.49 175.672 9.7% 376.6 16 。 。。
阿蘇 1079.34 67，405 3.7覧 62.5 6 。 。。
上益城 784.03 日7，146 4.8% 111.2 13 。 。。
J¥代 713.89 144，149 8.0% 201.9 13 。1 

芦北 430.69 50，660 2.8覧 117.6 11 。 。。
理届 1536.56 93，740 5.2出 61.0 13 1 。1 

天草 876.49 125，230 6.9弘 142.9 18 。 。。
n 7404.73 1，812，598 100，0覧 244.8 217 8 。8 

直回
熊本県平成 23年4月1日現在の指定状況と患者受療動向

鹿本医療聞に住むがん患
者I~，熊本医療困へ畳診
するため、主に④由病院で
カバーする。

字城匡療聞に住むがん患
者lま、陥本医僚圏へ畳診
するため、主!こ⑤の病院で
カパーする。

球磨医揖圏

⑧ 

菊地医療圏に性むがん患
者は、熊本E鏑圏へ畳診
するため、主に喧由病棋で
カパーする.

阿蘇医聾固に住むがん車
者は、熊本医療圏へ畳怠
するため、主に③の病院で
カパーする.

①国立大学法人

熊本大学医学部附属病院*

(平成22年3月3日)

②熊本市立熊本市民病院

(平成22年3月3日}
③熊本赤十字病院

(平成22年3月3日)

④独立行政法人国立病院機構

熊本医療セン告ー

(平成22年3月3日)

⑤社会福祉法人恩賜財団

済生会熊本病院

(平成22年3月3日)

⑥荒尾市民病院

(平成22年3月3日)

⑦独立行政法人労働者健康福祉機構

熊本労災病院

(平成22年3月3日)

⑥健康保険人吉総合病院

(平成22年3月3日)



匝回( )肉は平成22年10月末提出の数値、下段は平成23年10月末援出の数値
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平成24年度の指定推薦等状況と想定される患者受療動向熊本県

菊池医療圏に住むがん患
者は、熊本医療圏へ畳診
するため、主に笹田病院で
カパーする.

鹿本医聾闘に住むがん愚
者I立、熊本医療圏へ畳診
するため、主に④由病院で
カバーする.

阿蘇匡擁固に住むがん患
者l玄、熊本匡瞳置へ畳嘗
するため、主に喧由晴践で
カバーする。

①国立大学法人
熊本大学医学部附属病院*

(現況)
②熊本市立熊本市民病院

(現況)
③熊本赤十字病院

(現況)

④独立行政法人国立病院機構

熊本医療セン宇一
(現況)

⑤社会福祉法人思賜財団

済生会熊本病院

(現況)
⑥荒尾市民病院

(現況)
⑦独立行政法人労働者健康福祉機構

熊本労災病院

(現況)
⑧健康保険人吉総合病院

(現況)

暗躍医療圏

⑧ 

宇域医瞳圏に住むがん患
者j玄、熊本匿療圏へ畳診
するため、主に⑤の病践で
カバーする。

E当



【熊本県の特徴] 【受療動向】

熊本源医療が圏集に医
療資 中

*体病当の該院約数医4は師5!i県園全田

本割熊の本が医合ん欄が医療患聞高者園のい以外白畳熊療

*菊字池輔、、上鹿益本城.阿蘇

他携の医療医が療図圏固との
連い がりに存く在

当該療割圏域内での
受 合が高い

*球有層明、、天八草代、芦北

国にん役病も診割院指各療定をが閣担病の多域っ院数中てで心存以いが的外在る

告圏域において、

てに左てい記る診田が擦医んを療患畳機者け関

が相当数いる

熊本県におけるがん診療体制について

'!!h 
4 
l 号引! 

M 

【方策】

熊本医療圏内由
診療実績のある
病院について、
担当医療顕在設
定し指定。がんの
専門病院の無い
地境を網羅する。

f@ーがん諺議蓮晶画百議蔭韮üïö帝王軍E荷量百官晶強届~扇町i晶一指萱l三玉葛劫*--1
I .がん地域連携クリテイカルパスの導入件数の増加(H24年'0月末現在、 '4病院で的 1 
! 600件) i 
i .緩和ケア研修会田開催置所散の増加(H24年度において'2箇所) i 

〈主な取り紐み〉

|川瞳鵬ク附カル
パスの普及

匡亙コ
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